
原子力施設等における消防活動対策
マニュアル改訂原案

資料３－２





 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第１章第１節） 
新 旧 備考欄 

 

1 
 

第１章 基本戦術 

第１節 放射性物質に係る災害の特性 

第１ 放射性物質に係る災害の特性 

（同右） 

 

 

 

 

 

１. （同右） 

 
 

２.  被ばくの症状は、通常、すぐには発現せず、また被ばくから

長時間経過した後に影響が現れる可能性もあること。 
３.  一般的な災害と異なり、自らの判断で対処するためには、放

射線等に関する基本的な知識と理解を必要とすること。 
４.  原子力災害が発生した場合には被ばくや汚染により復旧・復

興作業が極めて困難となることから、原子力災害そのものの発

生又は拡大の防止が極めて重要であり、事業者がその予防対策、

応急対策、復旧について、大きな責務を有すること。 
５. 原子力や放射性物質に関する専門的知識を有する機関の役割

や指示、助言等が極めて重要であること。 

 

 

第１章 基本戦術 

第１節 放射性物質に係る災害の特性 

第１ 放射性物質に係る災害の特性 

 放射性物質に係る災害における消防機関の活動は、主として、消

火、救助、救急であり、加えて住民への災害情報伝達や避難支援を

担うことになるが、通常の災害と異なり、その特殊性を踏まえた適

切な安全管理が必要である。 

放射性物質に係る災害の特有なものとして、以下のことが考えら

れる。 

１．放射性物質又は放射線の存在は、五感で感じることができない

が、放射線測定器を用いることにより、健康への影響が考えられ

ない微量な放射線でも検知できること。 

２．被ばくの症状は、通常、すぐには発現しないこと。 

 

３．一般的な災害と異なり、自らの判断で対処するためには、放射

線等に関する基本的な知識を必要とすること。 

４．事業者がその予防対策、応急対策について、大きな責務を有す

ること。 

 

 

５．原子力や放射性物質に関する専門的知識を有する機関の役割や

指示、助言等が重要であること。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力災害対策指針 

を参考に従来文をベ

ースに修正 
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第２ 消防活動上の留意点 

１．α線やβ線は空気中の飛距離が短く、遮へいも容易であるが、

特にα線による影響は、主に内部被ばくが問題となるため、汚染

のある又はその可能性が疑われる区域へ進入する際は、放射性物

質を体内に摂取しないように呼吸保護具を着装するとともに、身

体汚染を防ぐために適切な防護服を着用すること。 
２．（同右） 

 
 
 
３．中性子線は核分裂反応等により発生するもので、臨界事故が発

生した場合などに検出されるが、この場合通常はγ線も同時に検

出される。 
４．活動開始から終了時まで個人警報線量計を着装し、活動中は適

時指示値を確認するとともに、警報が吹鳴した場合は直ちに退避

すること。 
５．極力被ばく線量を低減するような活動に留意し、人員交代等に

より一人当たりの被ばく線量を抑えること。 
６．放射性物質が充満している閉鎖された空間に入室する場合は、

空間線量率が急激に上昇するおそれがあるため、サーベイメータ

等により空間線量率を確認しながら入室すること。 
７．放射線源からの距離、位置、遮へい状況によって空間線量率は

異なるため、測定した一箇所の空間線量率がその空間全体の値を

示しているのではない。このため、線源のある空間に進入する際

第２ 消防活動上の留意点 

１． α線やβ線は空気中の飛距離が短く、遮へいも容易であるが、

特にα線による影響は、主に内部被ばくが問題となるため、汚

染のある又はその可能性が疑われる区域へ進入する際は、放射

性物質を体内に摂取しないように呼吸保護具を着装すること。 

 
２．γ線や中性子線は、防護服では有効に防護できないが、比較的

遠方からでもその存在を検知することができる。主として外部被

ばくが問題となることから、外部被ばく防護の三原則（時間、距

離、遮へい）による防護が有効である。 
３．中性子線が放出されるケースは、臨界事故などに限られるが、

通常、γ線が同時に放出される。 

 
４．活動開始から終了時まで個人警報線量計を着装し、活動中は、

適時指示値を確認すること。 

 
５．極力被ばく線量を低減するような活動に留意し、人員交代等を

行うこと。 
６．放射性物質が充満している閉鎖された空間に入室する場合は、

空間線量率が急激に上昇するおそれがあることに留意すること。 

 
７．放射線源からの距離、位置によって空間線量率は異なるため、

測定した一箇所の空間線量率がその空間全体の値を示している

のではない。このため、線源のある空間に進入する際は、空間線

 
 
 
 
身体汚染の防護を明

確化 

 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
 
警報の重要性を明示 

 
記載の適正化 

 
 
具体的な留意内容を

追記 
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は、サーベイメータ等により空間線量率を確認しながら移動する

こと。 
８．同右 

 

 

第３ 被ばくの特徴 

１ 外部被ばくの特徴 

⑴ 考慮すべき放射線の種類：γ線及び中性子線 

 α線、β線は透過力が弱く、外部被ばくによる影響はほとんどな

いが、高エネルギーかつ高濃度のβ線核種に長時間触れるような場

合は、作業着越しであっても皮膚に急性障害が発現する可能性があ

る。 

⑵ 測定 

被ばく線量は、個人線量計で比較的容易に測定可能である。また、

サーベイメータで空間線量率を測定することで被ばく線量の推定

が可能である。 

⑶ 防護 

（同右） 

 

【時 間】 

（同右） 

 
 

【距 離】 

量率が急激に上昇するおそれがあることに留意すること。 

 
８．放射性物質の種類（α線、β線、γ線、中性子線）に応じて対

応する測定機器、測定方法が異なることに留意すること。 
 

第３ 被ばくの特徴 

１ 外部被ばくの特徴 

⑴  考慮すべき放射線の種類：γ線及び中性子線 

α線、β線は透過力が弱く、外部被ばくによる影響はほとんどな

いが、高濃度のβ線核種の皮膚汚染がある場合は、皮膚に急性障害

が発現する可能性がある。 

 

⑵ 測定 

被ばく線量は、サーベイメータや個人線量計で比較的容易に測定

可能である。 

 

⑶ 防護 

防護の３原則（時間、距離、遮へい）を徹底することで、被ばく

線量を低減することができる。 

【時 間】 

隊員が放射線に曝されている時間を短縮することにより、被ばく

線量を低減すること。 
被ばく線量 ＝ 活動場所の空間線量率 × 時間 

【距 離】 

具体的な留意内容を

追記 

 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
 
 
記載の適正化 
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隊員が放射線源から離れることにより、被ばく線量を低減するこ

と。なお、空間線量率は線源からの距離の２乗に反比例する。 

 
【遮へい】 

（同右） 
 

 

２ 内部被ばくの特徴 

(1) 考慮すべき放射線の種類：α線及びβ線 
内部被ばくでは、局所的に大きな影響を与えやすいα線に特に考

慮する必要がある。 
⑵ 測定 

（同右） 

 
 

⑶ 防護 
（同右） 

隊員が放射線源から離れることにより、被ばく線量を低減するこ

と。 
  空間線量率 ＝ 距離の２乗に反比例 

【遮へい】 

放射線源と隊員との間に遮へい物を設置することにより、被ばく

線量を低減すること。 
 

２ 内部被ばくの特徴 

⑴ 考慮すべき放射線の種類：α線、β線、γ線 
外部被ばくではγ線が、内部被ばくではエネルギーが大きなα線

に特に考慮する必要がある。 
⑵ 測定 

内部被ばく線量を直接測定することは不可能であることから、体

外測定等によって体内に摂取された放射性物質の推定値より計算

によって求める。 
⑶ 防護 

吸入による内部被ばくは、適切な呼吸保護具の着装により、防止

する事が可能である。 

 
等式ではないため修

正 

 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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第２節 災害別活動重点 

第１ 実態把握及び関係者の確保 

１ 関係者の確保 

（同右） 
⑴ 原子力事業所 

（同右） 

 

⑵ 放射性同位元素等取扱事業所 

施設責任者、専門家（放射線取扱主任者等、特定放射性同位

元素防護管理者） 

   ⑶ 輸送 

（同右） 
 

２ 実態把握の内容 

⑴ 施設の場合 

① （同右） 

 
② 空間線量率 
③ （同右） 
④ （同右） 
⑤ （同右） 
⑥ （同右） 
⑦ その他必要な事項（保有測定器の種類、数量等） 

⑵ 輸送の場合 

（同右） 

第２節 災害別活動重点 

第１ 実態把握及び関係者の確保 

１ 関係者の確保 

実態把握のため、早期に以下の関係者を確保すること。 
⑴ 原子力事業所 

原子力防災管理者、施設責任者、放射線防護の専門家（放射

線管理要員等）、自衛消防隊が存在する場合はその責任者 

⑵ 放射性同位元素等取扱事業所 

施設責任者、専門家（放射線取扱主任者等） 

 

   ⑶ 輸送 

輸送責任者、運転手 
 

２ 実態把握の内容 

⑴ 施設の場合 

① 災害発生場所が放射性物質取扱関係区域（管理区域）であ

るか、管理区域の隣室、上階、下階であるか。 

 
② 放射性物質を安全な場所に移動したか、移動可能か。 
③ 施設の区分 
④ 放射性物質の種類（核種、形状（固体、液体、収納状況等）） 
⑤ 放射性同位元素の場合、密封線源か非密封線源か。 
⑥ その他必要な事項（保有測定器の種類、数量等） 

⑵ 輸送の場合 

輸送責任者を確保した情報収集のほか、標識、携行書類等に

 
 
 
 
 
 
 
 
放射性同位元素等の

規制に関する法律を

基に修正 

 
 
 
 
 
空間線量率の把握を

明記 
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第２ 付近住民、隊員の被ばくの低減 

（同右） 
 

 

第３ 要救助者の救出 

（同右） 
 

 

第４ 被害の局限化 

（同右） 

 

よる確認を⑴に準じて行うこと。 
 

第２ 付近住民、隊員の被ばくの低減 

放射性物質の拡散、汚染の拡大に配慮し、付近住民及び隊員の被

ばくの低減を重点とすること。 
 

第３ 要救助者の救出 

災害現場に要救助者が認められた場合は、隊員の被ばくの低減に

配慮のうえ、救出・救助に全力を傾注すること。 
 

第４ 被害の局限化 

隊員の被ばく危険が大きく、かつ、要救助者が認められない場合

は、周囲への延焼防止、汚染の拡大防止に配慮し、トータル被害の

局限化に努めること。 
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第３節 指揮の原則 

第１ 実態の把握 

（同右） 

 
 

第２ 関係者への協力要請及びその活用 

１．（同右） 
２．（同右） 
３．（同右） 
４．（同右） 
５．（同右） 
６．（同右） 

 

第３ 行動の統制 

１．（同右） 

 
 
 
２．（同右） 

 
 

 

第４ 隊員の把握 

（同右） 

第３節 指揮の原則 

第１ 実態の把握 

被ばく危険、汚染の発生及び被害の拡大並びに延焼危険の観点か

ら災害の実態を把握すること。 
 

第２ 関係者への協力要請及びその活用 

１．要救助者の救助、汚染者の除染 
２．放射線の測定 
３．放射性物質の安全な場所への移動 
４．進入の際の誘導・助言 
５．適応する消火方法 
６．適切な進入・退出ルートの選定などについての助言 

 

第３ 行動の統制 

１．放射性物質に係る災害であると判明した場合は、その状況から

適切な区域設定を行い、内部進入、人命検索・救助、開口部の破

壊、放水等すべての面について、現場指揮者の統制のもとに実施

すること。 
２．隊員の被ばくを極力低減するため、関係機関その他から入手し

た災害現場における空間線量率等の情報から災害現場における

活動可能時間を設定すること。 
 

第４ 隊員の把握 

現場指揮者は全隊の行動について、その実施場所及び内容を詳細
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第５ 関係機関との連携 

（同右） 

 
 

にわたり把握しておくこと。 

 
第５ 関係機関との連携 

各関係機関職員と連携し、専門家の派遣、技術的事項等について

協議すること。 
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第４節 活動の原則 

第１ 被ばく及び汚染の防護 

１ 外部被ばくの防護 

⑴ 被ばく線量は、空間線量率を時間で積分したものである。空

間線量率の値は風向き等の環境条件（放射性物質が環境中に放

出された場合）や放射線源の状態等により変化する可能性があ

り、長時間一定であるとは限らないことから、ある時点で測定

した空間線量率に対し、単純に活動時間を乗じた値と、実際に

活動する各隊員の個人被ばく線量とは異なる。このため、検出

活動時等において事前に測定された空間線量率の値及びその時

間変化等の傾向を参考に、活動時間、活動内容を検討する必要

がある（表１-１参照）。 

⑵ 可能な限り活動時間の短縮を図ること。 

活動時間の短縮には、各種基本活動要領の習熟が前提であり、

平素から訓練に努めること。 

⑶ （同右） 

 
 
 
 

⑷ 空間線量率（放射線の強さ）は、放射線源からの距離の二乗

に反比例して低下することを踏まえ、遠隔用具の活用や遠隔作

業による線源からの距離の確保に努めること。 

 

第４節 活動の原則 

第１ 被ばく及び汚染の防護 

１ 外部被ばくの防護 

⑴ 被ばく線量は、空間線量率を時間で積分したものである。空

間線量率の値は風向き等の環境条件や放射線源の状態等により

変化する可能性があり、長時間一定であるとは限らないことか

ら、ある時点で測定した空間線量率に対し、単純に活動時間を

乗じた値と、実際に活動する各隊員の個人被ばく線量とは異な

る。このため、検出活動時等において事前に測定された空間線

量率の値及びその時間変化等の傾向を参考に、活動時間、活動

内容を検討する必要がある（表１-１参照）。 

 

⑵ 可能な限り活動時間の短縮を図ること。 

なお、活動時間の短縮には、各種基本活動要領の習熟が前提

であり、平素から訓練に努めること。 

⑶ γ(Ｘ)線及び中性子線は、放射線危険区域内のコンクリート

壁や可動遮へい、つい立等の遮へい物を活用すること（表１-２

参照）。 

なお、防護服は、γ(Ｘ)線と中性子線に対しては、有効に遮

へいできないことに注意すること。 

⑷ 放射線の強さは、距離の二乗に反比例して減衰することを踏

まえ、遠隔用具の活用や遠隔作業による線源からの距離の確保

に努めること。 

 
 

 
 
 
 
環境条件が適用され

る具体的な場面を追

記 

 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧照表（第１章第４節） 
新 旧 備考欄 

 

10 
 

２ 内部被ばくの防止 

放射性ガスや塵埃の吸入を防止するため、必ず適切な呼吸保護

具を着装すること。また、皮膚汚染等からの体内への取り込みを

防止するため、適切な防護服を着装すること。 

 
３ 汚染の防止 

（同右） 

 
 
 
 
 
 

 

第２ 放射線危険区域又は準危険区域への進入 

１ 放射線危険区域又は準危険区域への進入 

防護服、呼吸保護具、個人警報線量計等を着装し、事業所の関

係者を同行させるとともに、被ばく管理を行う。 

 
２ 準危険区域から退出 

（同右） 

 
 
 

２ 内部被ばくの防止 

放射性ガスや塵埃の吸入を防止するため、必ず適切な呼吸保護

具を着装すること。 

 
 

３ 汚染の防止 

新たな汚染の発生や対象物から外部への汚染の拡大を防止する

ため、放水が可能な場合でも、排水経路の確認並びに噴霧注水及

びスポット注水に配慮するとともに、開口部の開放、破壊は十分

な検討結果に基づき実施すること。また、防護服等を着装すると

ともに、放射性物質で汚染された水、物体及び塵埃等がむやみに

付着しないような活動に配意すること（汚染水による防護対策と

してゴム長靴等の着装を考慮すること）。 
 

第２ 放射線危険区域又は準危険区域への進入 

１ 放射線危険区域又は準危険区域への進入 

防護服、呼吸保護具、個人警報線量計等を着装し、原則事業所

の関係者を同行させるとともに、被ばく管理を行う。 

 
２ 準危険区域から退出 

身体の汚染検査を受け、被ばく線量を確認し、記録しておくこ

と。 
※ 区域設定がされるまでの間は進入統制ラインの内側からの

退出を含む。 

 
 
身体汚染の防護を明

確化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
例外が想定されない

ため修正 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧照表（第１章第４節） 
新 旧 備考欄 

 

11 
 

表１-１ 空間線量率と活動可能時間（参考値） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表１-２ 半価層と 1/10価層（γ（Ｘ）線） 

 

（同右） 

 
 

 

表１-１ 空間線量率と活動可能時間（参考値） 

※ この表で示す線量の数値は、個人線量計で直接評価できる外部被ばくの

みを示しているものである。内部被ばくを併せた実効線量でないため、呼

吸保護具等を着装した内部被ばくの防護を行うことが必要である。また、

あくまでも計算上の参考値であることに留意すること。 

 

表１-２ 半価層と 1/10価層（γ（Ｘ）線） 

※ 半価層：放射線の強さ（線量率）を 1/2に弱める遮へい体の厚さ。1/10

価層：放射線の強さを 1/10に弱める遮へい体の厚さ。例えば、半価層の
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３倍の厚さがあれば、放射線の強さは、1/2×1/2×1/2=1/8に弱めること

ができる。 

（出典：ICRP Pub.21,  体外線源からの電離放射線に対する防護のための

データ(1971)) 
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第５節 安全管理 

第１ 活動環境の把握等 

放射性物質の種類、放射線の種類、強さ（測定範囲）に応じたサ

ーベイメータを用いる。 

 

１ 空間線量率 

（同右） 

 

 

２ 表面汚染 

β(γ)線以外にα核種による汚染が疑われる場合は、α線用の

表面汚染測定器を用いて測定する。α、β線核種による表面汚染

に対しては計数率（cpm）を測定する。 

  
第２ 放射線防護措置 

１．（同右） 

 

２．個人警報線量計の警報発報、サーベイメータの値が急上昇する

等、緊急時の対応要領を隊員に周知徹底すること。 

３．（同右） 

 

４．活動現場の空間線量率の情報を入手して外部被ばく線量を推定

し、活動時間を決めること。 

５．「被ばく線量限度」と「個人警報線量計警報設定値」を厳守す

ること（表１-３参照）。 

第５節 安全管理 

第１ 活動環境の把握等 

放射性物質の種類、放射線の種類、強さ（測定範囲）に応じた放

射線測定器（サーベイメータ）を用いる。 

 

１ 空間線量率 

γ(Ｘ)線と、状況に応じて中性子線（臨界事故時等）に対し、

空間線量率を測定する。空間線量率は区域内で場所ごとに異なる

ことに留意し、可能な限り複数の場所で測定する。 

２ 表面汚染 

β(γ)線以外にα核種による汚染が疑われる場合は、α線用の

表面汚染測定器を用いて測定する。α、β線核種による表面汚染

に対しては計数率（CPM）を測定する。 

  
第２ 放射線防護措置 

１．各隊員は防護服、呼吸保護具、個人警報線量計等を着装するこ

と。 

２．個人警報線量計の警報発報、放射線測定器の値が急上昇する等

緊急時の対応要領を隊員に周知徹底すること。 

３．放射性物質による汚染がないことが確認されない限り、内部被

ばくと身体汚染を防護する装備を着装すること。 

４．活動現場の線量率の情報を入手して活動時間を決めること。 

 

５．「被ばく線量限度」と「個人警報線量計警報設定値」を厳守す

ること（表１-３参照）。 

 
 
用語整理 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
誤記 

 
 
 
 
用語整理 

 
 
 
用語整理、記載の適正

化 
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 なお、通常の消防活動では、活動内容等に応じ専門家の助言に

基づいて被ばく線量の上限及び警報設定値を決定し、不要な被ば

くを避けること。 

６．（同右） 

 

 
 

表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．放射線危険区域での隊員の活動時に異常事態等が生じたときに

は、隊員を速やかに緊急退避させること（「放射線危険区域から

の緊急退避」次頁参照）。 
 

表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 

区   分 
１回の活動あたりの 

被ばく線量の上限 

個人警報線量計警報

設定値 

通常の消防活動 10mSv以下 左記の値未満で設定 

 

区     分 被ばく線量限度 
個人警報線量計警報

設定値 

人命救助等の緊

急時活動 
100mSv 

30mSv～50mSvの範囲

で設定 

繰り返し活動を

行う場合 

決められた５年間の線量

が 100mSv 

（ただし、任意の１年に

50mSvを超えるべきでな

い） 

左記の条件を確実に

満たすように設定す

る。 

※ 消防活動における被ばく線量については、線量限度及び上限を定め

ているが、極力被ばく線量を低減するような活動に留意すること。 

※ 被ばく線量限度 100mSvの値は、人命救助等やむ得ない場合に限られ

るものであることに留意すること。 

 

 

警報設定値の決定方

法を追記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第１章第５節） 
新 旧 備考欄 

 

15 
 

 

放射線危険区域からの緊急退避 

（同右） 

 

⑴ 進入隊から、次に掲げる事態が生じた旨の報告を受けたとき。 

① サーベイメータの数値が急激に上昇したとき。 

② サーベイメータが作動不能になったとき。 

③ （同右） 

④ （同右） 

 

⑤ （同右） 

⑥ （同右） 

⑵ （同右） 

 

⑶ （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
放射線危険区域からの緊急退避 

現場指揮者は、次の各号に掲げる事態が生じたときは、直ちに進入隊

を放射線危険区域から退避させなければならない。 

⑴ 進入隊から、次に掲げる事態が生じた旨の報告を受けたとき。 

① 放射線測定器の数値が急激に上昇したとき。 

② 放射線測定器が作動不能になったとき。 

③ 個人警報線量計が警報を発したとき。 

④ 防護装備に支障が生じたとき（防護服の破損、呼吸保護具の作

動不良等）。 

⑤ 活動中に受傷する等の事故が発生したとき。 

⑥ その他進入隊の活動に重大な支障を生じたとき。 

⑵ 施設（輸送）責任者等から、緊急に退避すべきとの助言を受けた

とき。 

⑶ その他異常事態が発生したとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
用語整理 
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第３ 原子力施設等における消防活動時のスタイル(例) 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１．（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 原子力施設等における消防活動時のスタイル(例) 

消防機関は放射性物質の輸送事故や原子力施設・放射性同位元素

等取扱施設における事故に対し、適切な活動装備で臨むことが必要

である。 
施設等によって、それぞれの危険要因が異なるため、災害の状況

（活動環境）、保有する資機材の防護能力、活動時間等を考慮して

対応する必要がある。特に原子力施設・放射性同位元素等取扱施設

等においては、事業者等と事前に協議し、想定される災害の状況（活

動環境）等に応じた活動装備を決定しておくことが必要である。 
なお、災害の状況が不明な段階では、安全側に立った活動装備の

設定を行うことが必要である。 
 

１．原子力施設等における消防活動時のスタイルについては、活動環

境等の区分に応じて、表１-４に示すように、Ｎ、Ｐ、Ｆ及び FPに区

分して設定する。この場合、すべての活動環境に共通して、活用され

る資機材は以下のとおりである。 
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(例)携帯無線機

等 

【消防活動時のスタイル（例）において全ての活動環境に共通する資機

材】 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【消防活動時のスタイル（例）において全ての活動環境に共通する資機

材】 

必須携行資機材 状況に応じて選択する資機材 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（例）個人警報線量計 

（外部被ばく管理用） 
（例）放射線防護用 

インナーベスト 

（鉛ベスト） 
（外部被ばくの低

減） 

（例）冷却ベスト 

（暑熱対策） 
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２．Ｎ、Ｐ、Ｆ及び FPの区分に応じたスタイル例を「表１-４原子力

施設等における消防活動時のスタイル（例）」に示す。 

 

表１-４ 原子力施設等における消防活動時のスタイル（例） 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ｎ、Ｐ、Ｆ及び FPの区分に応じたスタイル例を「表１-４原子力

施設等における消防活動時のスタイル（例）」に示す。 

 

表１-４ 原子力施設等における消防活動時のスタイル（例） 

 活動環境 

非火災 
火災 

(発生のおそれ含む) 

有毒物質の発生 
(発生のおそれ) 
がある場合又は 
原因物質の推定が 
できない場合 

  

有毒物質の発生 
がない場合 

  

図中の略号は次の通り。N：normal（通常）、P：poison（有毒）、F：fire（火災） 

※ 原因物質の推定ができない場合、防護装備は安全側に立って行う。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P FP 

N F 
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【火災の発生がない場合】 

 防護服の種類（例）※１ 呼吸保護具の種類（例） 

 
   

【火災の発生がない場合】 

 防護服の種類（例）※１ 呼吸保護具の種類（例） 

 
   

 
 
 
報告書ア P18を引用 

 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 

 
 

（例１）陽圧式化学防護服 

（例２）化学防護服 
（再使用可能）※４ 

 

（例３）化学防護服 

（限定使用）※４ 

 

（例１）陽圧式化学防護服 

（例３）全面マスク 
＋有毒ガス対応吸収缶※２ 

（※放射性ヨウ素が発生 

していない場合に限る） 

（例２）酸素呼吸器 

 

（例２）化学防護服 
（再使用可能）※４ 

 

（例１）空気呼吸器 

 

（例３）全面マスク 

＋有毒ガス対応吸収缶※２ 

（※放射性ヨウ素が発生 

していない場合に限る） 

（例２）酸素呼吸器 

 

（例１）空気呼吸器 

 

Ｐ 

 

（例３）化学防護服 

（限定使用）※４ 

 

有
毒
物
質
の
発
生
（
発
生
の
お
そ
れ
） 

が
あ
る
場
合
又
は 

原
因
物
質
の
推
定
が
で
き
な
い
場
合 

（例３）切替式空気

呼吸器 

 

（例４）呼吸補助 

ファン付き全面 

マスク＋有毒ガ
ス対応吸収缶※

２（※放射性ヨウ

素が発生してい
ない場合に限る） 

 

 Ｐ 

 
有
毒
物
質
の
発
生
（
発
生
の
お
そ
れ
） 

が
あ
る
場
合
又
は 

原
因
物
質
の
推
定
が
で
き
な
い
場
合 
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報告書ア P19を引用 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
報告書ア P22を引用 

 
 
 
 
 
 
 

（例７） 

防じんマスク※３ 

 

（例１）簡易防護服 

  

※ 現場の環境に応じ、 

簡易防護服の二重着装 

や雨具を着装すること 

を考慮する。 

 

Ｎ 

 

（例２）酸素呼吸器 

 

（例１）空気呼吸器 

 

Ｎ 

 

（例５）全面マスク 

＋防じんフィルター※２ 

（例４）全面マスク 

＋放射性ヨウ素対応 

吸収缶※２ 

（防じん＋放射性ヨウ素） 

有
毒
物
質
の
発
生
が
な
い
場
合 

有
毒
物
質
の
発
生
が
な
い
場
合 

（例５） 

防じんマスク※３ 

 

（例１）簡易防護服 

  

※ 現場の環境に応じ、 

簡易防護服の二重着装 

や雨具を着装すること 

を考慮する。 

 

（例２）酸素呼吸器 

 

（例１）空気呼吸器 

 

（例４）全面マスク 

＋防じんフィルター※２ 

（例３）全面マスク 

＋放射性ヨウ素対応 

吸収缶※２ 

（防じん＋放射性ヨウ素） 

（例３）切替式空気

呼吸器 

 

（例６）呼吸補助 

ファン付き全面 

マスク 
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※１ 有毒物質の発生がない環境の放射性物質に対する防護服は

簡易防護服が基本となるが、有毒物質の発生（発生のおそれ）

がある場合は、その有毒物質の種類や濃度に応じて適切な防

護服及び呼吸保護具を選択する。 
※２ （同右） 
 
 
 
 
※３ （同右） 
 
 
 
 
※４ （同右） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 有毒物質の発生がない環境の放射性物質に対する防護服は

簡易防護服が基本となるが、有毒物質の発生（発生のおそれ）

がある場合は、その有毒物質の種類や濃度に応じて適切な防

護服を選択する。 
※２ 放射線危険区域又は準危険区域においては空気呼吸器を原

則とするが、放射性ヨウ素、放射性粉じん、有毒物質、それ

ぞれに対応する吸収缶がある場合は、全面マスクを使用する

ことができる。 
 
※３ 放射性物質について、微量の放射性粉じんのみ存在する場

合は、防じんマスクを選択することができる。放射線危険区

域又は準危険区域以外であっても、二次的内部被ばく防止の

観点から、傷病者の搬送時等で呼吸保護具の着装が必要と認

められる場合は、防じんマスクを使用する。 
※４ 再使用可能 ･･･ 必要に応じて除染を行うことで再使用

が可能なもの。 
限定使用  ･･･ 活動後、使い捨てるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
呼吸保護具の追記 
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【火災の発生（発生のおそれ）がある場合】 

 防護服の種類（例） 呼吸保護具の種類（例） 

  

 

  

【火災の発生（発生のおそれ）がある場合】 

 防護服の種類（例） 呼吸保護具の種類（例） 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学防護服 

(限定使用)※３ 

 

（例１）放射線防護 

消火服又は耐熱服※１ 

 

 

（例１）空気呼吸器 

 

ＦＰ 

化学防護服 

(限定使用)※３ 

 

（例２）防火衣 

 

有
毒
物
質
の
発
生
（
発
生
の
お
そ
れ
） 

が
あ
る
場
合
又
は 

原
因
物
質
の
推
定
が
で
き
な
い
場
合 

化学防護服 

(限定使用)※３ 

 

有
毒
物
質
の
発
生
（
発
生
の
お
そ
れ
） 

が
あ
る
場
合
又
は 

原
因
物
質
の
推
定
が
で
き
な
い
場
合 

＋ 

（例１）放射線防護 

消火服又は耐熱服※１ 

 

化学防護服 

(限定使用)※３ 

 

（例２）切替式空気

呼吸器 

 

＋ 
＋ 

（例１）空気呼吸器 

 

＋ 

ＦＰ 

（例２）防火衣 
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（同右） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

※１ 放射線防護消火服又は耐熱服は、防火衣に比べ、消防活動において

放水等による汚染水からの顔面部等への体表面汚染の危険性を軽減で

きる構造となっている。 
※２ 林野火災等の屋外の活動の場合や残火処理等で空気呼吸器を必要

としない場合は、適応する吸収缶又は防じんフィルターと全面マスク

の組み合わせ、若しくは防じんマスクを選択することができる。 
※３ 限定使用 ･･･ 活動後、使い捨てるもの。 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易防護服 

  

（例１）空気呼吸器 ※２ 

 

 

 

Ｆ 

簡易防護服 

  

 

 

（例 1）放射線防護 

消火服又は耐熱服※

 

 

＋ 

＋ 

（例２）防火衣 

 

有
毒
物
質
の
発
生
が
な
い
場
合 （例２）切替式空気

呼吸器 

 

簡易防護服 

  

有
毒
物
質
の
発
生
が
な
い
場
合 

（例１）空気呼吸器 ※２ 

 

 

 

Ｆ 

簡易防護服 

  

（例 1）放射線防護 

消火服又は耐熱服※

 

 

＋ 

＋ 

（例２）防火衣 
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第４ 防護装備に係る留意点 

１ 防護服 

⑴ （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 簡易防護服（浮遊固体粉じん及びミスト防護用密閉服） 

① （同右） 

 

② （同右） 

 

 

 

③ （同右） 

 

 

 

 

 

 

第４ 防護装備に係る留意点 

１ 防護服  

⑴ 陽圧式化学防護服（自給式呼吸器内装形気密服）、化学防護

服（液体保護用密閉服（再使用可能・限定使用を含む）） 

① 原因物質の推定ができない場合は、有毒物質発生の可能性

が否定されるまで陽圧式化学防護服又は化学防護服を着装

することを考慮すること。 

② γ線・中性子線からの外部被ばくは防護できないことに留

意すること。 

 

⑵ 簡易防護服（浮遊固体粉じん及びミスト防護用密閉服） 

① 有毒物質発生のおそれがなく、放射性物質による汚染のお

それがある場合に、簡易防護服を着装する。 

② 簡易防護服の損傷に留意し、活動内容に応じて二重着装す

ることを考慮すること。簡易防護服の損傷防止対策の一例と

して、膝当てや肘当て等を使用することや、ゴム手袋の上か

ら作業用手袋を着装すること等がある。 

③ 放射線危険区域から除染所まで距離があり車両による移

動が伴う場合等は、放射線危険区域からの退出の際に外側の

防護服等を脱衣したうえで除染所に移動することができる

ように二重着装することを考慮すること。 

なお、有毒物質が発生している（発生のおそれがある）現

場で二重着装する場合には、簡易防護服の外側に化学防護服

を着装する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第１章第５節） 
新 旧 備考欄 

 

25 
 

④ 削除 

 

④ （同右） 

 

 

⑤ （同右） 

 

 

⑥ 一般的な簡易防護服は防水性能を備えていないが、耐水性

や耐薬品性を持ったもの等様々な種類が市販されているの

で状況に応じて使い分ける。 
  耐水性のない防護服を着用していて雨天時等放射性物質

により汚染された水の浸透による体表面汚染のリスクがあ

る場合には簡易防護服の外側に雨具の着装を考慮する。 
 

⑶ 放射線防護消火服 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

④ 雨天時には簡易防護服への雨水の浸透を防ぐため、外側に

雨具を着装することを考慮すること。 

⑤ 放射線危険区域と準危険区域で活動する隊員の混同を防

ぐため、簡易防護服の色を変えたり、シール等で目印を付け

たりするなどの区別をすることが望ましい。 

⑥ ポリエチレン製の靴カバーは、アスファルト上等のザラザ

ラした場所では破れやすく、濡れた床面では滑りやすくなる

ため、靴カバーの着装は活動環境に応じて判断すること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 放射線防護消火服 

① 放射線防護消火服は、火災時において、表面汚染や内部被

ばくを極力防ぎながら活動できるように設計されている。鉛

パンツや、鉛ベストが付属されているが、付属品の使用は選

択できる。また、頭部を上から覆う構造になっており、粉じ

ん等が入りにくくなっている。 

② 消火活動において、防火衣と簡易防護服との組み合わせに

比べ、構造上、放水等による汚染水からの顔面部等への体表

面汚染の危険性を軽減できる。 

内容を精査し⑥に移

動 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P19を引用 
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⑷ 放射線防護用インナー（鉛ベスト・パンツ） 

① （同右） 

 

 

② （同右） 

 

 

 

③ ベストの側面に鉛が入っていないものは、側面の遮へい効

果は期待できないこと。 

④（同右）  

 

 
 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

③ γ線・中性子線からの外部被ばくは防護できないことに留

意すること。 

 

⑷ 放射線防護用インナー（鉛ベスト・パンツ） 

① γ線からの被ばくの軽減を目的とした資機材であるが、そ

の性能や効果を勘案し、着装については、活動内容や専門家

の意見等を踏まえ判断する。 

② アメリシウム-241から放出されるγ線やＸ線といった低

エネルギーの放射線に対しては、高い遮へい効果率を有する

が、セシウム-137やコバルト-60から放出される高エネルギ

ーのγ線に対しては、遮へい効果率が低いこと。 

③ ベストの側面には鉛が入っていないため、側面の遮へい効

果は期待できないこと。 

④ 着装時には、重量による機動性や作業効率の低下に留意す

ること（活動時間が延長し、被ばく線量が増大する可能性が

あること）。 

 

防護服の着装を行う場合は、以下のような熱中症や脱水症

状等への対策を考慮すること。 

○ 冷却ベストの着装 

環境条件（夏期等）に応じて冷却ベスト等を使用する。

なお、ジェル状の保冷剤を使用している場合は、冷却効

果がなくなると逆に熱を保温する効果を持ってしまうこ

とに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全身を覆うものもあ

るため修正 
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２ 呼吸保護具 

⑴ 空気呼吸器、酸素呼吸器 

内部被ばくの防止に最も有効な呼吸保護具である。ただし、

空気の残量等による時間の制約等適性に鑑みて、以下の点を踏

まえつつが活動時間及び活動内容について留意すること。 

① 酸素呼吸器は空気呼吸器と比較して活動時間は長いが、呼

気を循環させるため温度が次第に上昇し、活動隊員の負担が

大きくなり、また、酸素を使用しているため、火災時の活動

には適さないこと。 
② 切替式空気呼吸器は、手元の操作で空気ボンベからの吸気

と吸収缶(フィルター)を通じての吸気を切り替えることがで

きるため、活動時間を延ばすことが期待できること。 
③ 酸素発生型循環式呼吸器は、超酸化カリウムを使用した循

○ 活動時間の管理 

防護服を着装しての活動は、夏期等環境条件によって

は非常に過酷であり熱中症や脱水症状を引き起こす可能

性があるが、飲食は汚染検査後になるなど水分補給等が

制限される。このため、活動前には可能な限り水分補給

（スポーツ飲料を推奨）を行うこと。また、排尿等の対

策（おむつ等の使用）も考慮する。 

○ 交代要員の確保 

長時間における活動が予想される場合、休息又は活動

隊員の交替要員の確保を考慮する。 

 

２ 呼吸保護具 

⑴ 空気呼吸器、酸素呼吸器 

内部被ばくの防止に最も有効な呼吸保護具である。ただし、

空気の残量等による時間の制約があるため、活動時間及び活動

内容について留意すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P22を引用 
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環式の呼吸器で酸素呼吸器と同様に長時間の使用が可能で

あり、酸素ボンベを使用していないため、火災時にも使用で

きること。 
⑵ 全面マスク 

（同右） 

 

① （同右） 

 

 

 

 

② （同右） 

 

 

③ （同右） 

 

 

 

④ （同右） 

 

 

⑤ （同右） 

     

 

 
 

 

⑵ 全面マスク 

全面マスクを使用する場合の吸収缶の選定においては以下

の点に留意すること。 

① 放射性ヨウ素に対しては、防じん性能のほか、それに対応

する性能を有した吸収缶を選択する必要があること。 

※ 放射性ヨウ素は、核分裂反応によって生じた揮発性の放

射性物質であるため、原子炉施設、核燃料施設（臨界事故）、

使用済核燃料再処理施設等において留意が必要である。 

② 吸収缶は、活動環境（ガス濃度等）に依存して使用限度（使

用時間）が変わるものであり、使用する吸収缶の諸元及び使

用方法に留意する必要があること。 

③ 吸収缶又は防じんフィルターは、放水活動や多湿等の活動

環境により、フィルターの隙間に水分が入り、呼吸がしづら

くなること（一般的に湿度が高いほど性能が発揮されにくい

ことに留意）。 

④ 活動時において呼吸がしづらくなったり、臭気を感じるよ

うになったりした場合は、速やかに安全な場所に退避し、吸

収缶又は防じんフィルターを交換すること。 

⑤ 吸収缶及び防じんフィルターには種類があるため、その性

能（高いものは粒子捕集効率が 99.9%以上等）に留意するこ

と。 
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⑶ 防じんマスク 

（同右） 

 

【参考】国家検定の概要 

捕集効率の試験条件 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 防じんマスク 

防じんマスクには種類があるため、その性能（粒子捕集効率

が DS２クラス 95%、Ｎ95等）に留意すること。 

【参考】国家検定の概要 

捕集効率の試験条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験粒子 
DOP 

【液体】 

NaCl 

【固体】 

粒径分布の 

中央値［μm］ 

0.15～0.25 

(δg≦1.6) 

0.06～0.1 

(δg≦1.8) 

試験濃度［mg/㎥］ ≦100 ≦50 

試験流量［L/min］ 85 85 

試験時間 
200mg 

供給されるまで 

100mg 

供給されるまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略語等の意味 

DOP ：フタル酸ジオクチル 

NaCl：塩化ナトリウム 

δg ：幾何標準偏差 

R   ：Replaceable 取替え式 

D   ：Disposable 使い捨て式 

L  ：Liquid 液体 

S  ：Solid 固体 

3  ：粒子捕集効率 99.9％以上 

2  ：   〃   95.0％以上 

1  ：   〃   80.0％以上 
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取り替え式粉じんマスクの区分 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

使い捨て式粉じんマスクの区分 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り替え式粉じんマスクの区分 

 

使い捨て式粉じんマスクの区分 

 

 
 
 
 
 
 
 

区  分 粒子捕集効

率 

［％以上］ 

吸気抵抗※ 

［㎩以下］ 

排気抵抗※ 

［㎩以下］ 
DOP NaCl 

RL３ RS３ 99.9 160 80 

RL２ RS２ 95.0 80 70 

RL１ RS１ 80.0 70 70 

区  分 粒子捕集効

率 

［％以上］ 

吸気抵抗※ 

［㎩以下］ 

排気抵抗※ 

［㎩以下］ 

DOP NaCl 
排気弁 排気弁 

あり なし あり なし 

DL３ DS３ 99.9 150 100 80 100 

DL２ DS２ 95.0 70 50 70 50 

DL１ DS１ 80.0 60 45 60 45 
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３ 放射線測定 器 

⑴ 個人警報線量計 

① （同右） 

 

 

② （同右） 

③ 通信機器（スマートフォン等）から発信する電波によって

個人警報線量計が誤作動をおこす場合があることから、その

影響の有無について事前に確認するとともに、必要に応じて

通信機器と線量計を離して着装する。 

④ 各隊員は活動終了後、個人被ばく管理票を作成し、個人警

報線量計の数値を記録する。 

※ 留意事項 

・個人警報線量計の Wi-Fiや Bluetoothなどの通信機能とパソ

コン等を組み合わせることにより、被ばく線量を一元管理す

ることも可能となっている。 

・GPS機能と組み合わせることにより、各隊員の活動場所を把

握することが可能となる。ただし、原子力発電所の建屋等は

遮へい構造となっており、通信できる範囲が限られる場合が

あるので注意する。 

・原子力施設等における通信範囲、通信機器の使用については、

事業者に確認する。 

・各原子力施設に配備されている個人警報線量計の仕様は、原

子力事業者に確認する。 

３ 放射線測定機器 

⑴ 個人警報線量計 

① 簡易型防護服の下に着装するため、汗や結露により線量計

が故障することを考慮し、ビニール袋等で被覆してから着装

する。 

② 男性は胸部、女性は腹部に着装する。 

③ 通信機器（携帯電話等）から発信する電波によって個人警

報線量計が誤作動をおこす場合があることから、その影響の

有無について事前に確認するとともに、必要に応じて通信機

器と線量計を離して着装する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

報告書ア P23を引用 

 

報告書ア P24を引用 
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⑵ 空間線量率計（γ・Ｘ線用） 

① （同右） 

 

② 想定を上回る活動場所の急激な放射線線量率の上昇が確

認された場合は、直ちに活動を中止し、安全な場所に退避す

る。 
③ 空間線量率計の通信(データ転送、GPS)機能を使用するこ

とにより、空間線量率の分布や活動隊員の位置を現場指揮本

部等においてリアルタイムで共有することができる。ただ

し、原子力発電所の建屋等は遮へい構造となっており、通信

できる範囲が限られる場合があるので注意する必要がある。 

④ 空間線量率計を消防車両、無線ロボット及びドローン等と

組み合わせることにより、隊員の被ばく線量低減や効率的な

モニタリングが可能となる。 

 
⑶ 表面汚染検査計 

① 汚染検査は「緊急検査(体表面の空間線量率を短時間で測

定)」と「詳細検査(全身の計数率を確実に測定)」の２種類

を実施する。 

② 体表面モニターを活用すると、短時間に全身を検査できる

ため、汚染検査にかかる時間を短縮することができる。 

③ ゲート型・ポール型モニターは、表面汚染を測定するもの

ではないがγ線放出核種の有無を把握することができるた

め、γ線を検出された者のみを表面汚染検査計で詳細測定を

⑵ 空間線量率計（γ・Ｘ線用） 

① 放射線測定員を確保し、活動場所の放射線量を常時把握す

ること。 

② 活動場所の急激な放射線線量率の上昇が確認された場合

は、直ちに活動を中止し、安全な場所に退避する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

報告書ア P27を引用 

 

 

 

 

報告書ア P27を引用 

 

 

 

 

報告書ア P29を引用 

 

 

報告書ア P30を引用 

 

報告書ア P30を引用 
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行うことにより、汚染検査にかかる時間を短縮することがで

きる。 

 
体表面モニターのイメージ例 

 
 
 
 
 

 
 
 

ゲート型・ポール型モニターのイメージ例 
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４ その他資機材 
⑴ ダストモニター 

呼吸保護具の選定は、活動環境における放射性物質の種類や

濃度によって行われる。ポータブルダストモニターは、活動区

域内の放射性物質の濃度をリアルタイムで把握することが可

能で、活動環境に応じた適切な呼吸保護具の選択が可能とな

る。 
    ダストモニターのイメージ例 

 
 
 
 
 
 
 

⑵ 遠隔探査装置 
放射線検出活動において、空撮に用いられるドローンに放射

線測定器を搭載のうえ飛行することにより、実際に隊員が活動

する区域を広範囲に亘ってモニタリングが可能となる。 
原子力施設等の構内でのドローン等の小型無人機の使用に

ついては、事前に関係機関や原子力事業者等と協議を行う。 

 
 
 

 

報告書ア P31を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P31を引用 
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  ドローンのイメージ例 

 
 
 
 
 

⑶ 放射線可視化装置 
輸送中の事故やテロ災害等、初動段階において事業所関係者

や専門家による助言がない場合は、放射線検出活動には時間を

要するとともに大きな危険を伴うが、放射線可視化装置を活用

することにより、安全かつ迅速に活動環境を把握することが可

能となる。 

 
   可視化カメラのイメージ例 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ア P32を引用 
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⑷ 通信資機材 

原子力施設内は放射線遮へい設計上、通信用の電波が届きに

くく、消防無線が通じない可能性が高いため、事業者の構内

PHS等の通信機器の活用など災害時の通信手段の確保について

事業者と消防で事前に確認しておくことが重要である。 

また、マスクや防護服を着装することにより通常の通信機器

の操作がしにくく、また音声が聞き取りづらくなるが、骨伝導

マイク・スピーカー等の活用が有効である。 

 

報告書ウ P5-4を引

用 
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第２章 現場活動 

第１節 現場活動要領 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 現場活動 

第１節 現場活動要領 
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（同右） 

 
 
 
 
第１ 通信受信時の措置 

１ 聴取のポイント 

⑴ （同右） 
⑵ （同右）  
⑶ （同右） 
⑷ （同右） 

 ⑸ 事業者からの通報が直接通報か間接通報※か確認する。 
   ⑹ 間接通報の場合は、時間の経過とともに火災等の事故の進展を

考慮 
※ 管理区域内で発生した火災等の事故の通報のタイミングは、セ

キュリティ上現場から外部に直接連絡する手段が限定されている

場合があり、ほとんどの事業者が間接通報としている。管理区域

外の事象でも間接通報としている場合が多い。 

 
 
 
 
 
第１ 通信受信時の措置 

１ 聴取のポイント 

⑴ 通報時に不明な情報については、追って連絡を依頼 
⑵ 要救助者数と被ばく及び汚染の有無 
⑶ 消防活動を行う際の被ばく又は汚染のおそれの有無 
⑷ 毒劇物、化学薬品等の有害物質の有無又は漏えい等の可能性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報告書ウ P5-1を引

用 
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原子力災害対策特別

措置法に基づき原子

力防災管理者が通報

すべき事象等に関す

る規則を基に修正 

 
 
 
 
 
 
 
 

削除 

【施設敷地緊急事態(原災法第 10条事象)】<例> 

＞ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の気宇が一部喪失 
＞ （削除） 

＞ 原子炉運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失 

＞ 全交流電源喪失(30 分間以上継続） 
＞ 敷地境界で放射線量 5μSv/h以上を検出 

【全面緊急事態(原災法第 15 条事象)】<例> 

＞ 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子
炉を停止することができないこと。 

＞ （削除） 

＞ 全ての非常用直流電源喪失(5 分間以上継続) 
＞ 炉心の損傷を示す放射線量の検出 

＞ 敷地境界で放射線量 5μSv/h以上を検出(10分間以上継続) 
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放射性同位元素等の

規制に関する法律を

基に修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ 特定放射性同位元素 
  放射性同位元素であって、その放射線が発散された場合において人の健

康に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの。 
 

 

＜密封された放射性同位元素の例＞ 

下表に示す 24核種であって、その放射能が特定放射性同位元素の数量を定める告示

(平成 30 年原子力規制委員会告示第 10 号)別表第 1第 2 欄に掲げる数量(TBq)以上のも

の 

 

Fe-55 Co-57 Co-60 Ni-63 Ge-68 Se-75 

Sr-90 Ru-106 Pd-103 Cd-109 Sb-124 Cs-137 

Pm-147 Gd-153 Tm-170 Yb-169 Ir-192 Au-198 

Tl-204 Po-210 Ra-226 Am-241 Cm-244 Cf-252 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 事業者依頼事項 

⑴ 消防隊到着時に、事故概要、放射線量、立入制限区域の設定

状況等の被ばく防止のために必要な情報を伝達できるようにし

ておくこと。 
⑵ （同右） 

 

 
 

２ 事業者依頼事項 

⑴ 消防隊到着時に、事故概要、放射線量、警戒区域の設定状況

等の被ばく防止のために必要な情報を伝達できるようにして

おくこと。 
⑵ 要救助者がいる場合は、放射線の影響のない場所に速やかに

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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⑶ （同右） 

 
⑷ （同右） 

 
 

３ 関係機関への連絡 

（同右） 

 
   ⑴ （同右） 
   ⑵ （同右） 

 

４ 出動部隊の決定 

   ⑴ （同右） 

 
   ⑵ （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 

救出し、除染等の必要な措置を講じておくこと。 
⑶ 事業者側の放射線管理要員等の人員確保及び機材の借用等

の要請 
⑷ あらかじめ事業者側で定めている関係機関への通報及び連

絡 
 

３ 関係機関への連絡 

消防機関は、通報受信時において聴取した災害の概要等を踏ま

え、関係機関に速やかに連絡する。 
⑴ 消防庁、県、市町村へ連絡 
⑵ 警察、医療機関等へ連絡 

 
４ 出動部隊の決定 

⑴ 消防機関は、事前に定めている出動計画等に応じ、出動すべ

き部隊を決定すること。 
⑵ 事業者等から、詳細な事故の状況及び自衛消防組織等による

対応状況を確認した上で、必要に応じて出動部隊の増強を行う

こと。 
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第２ 出動時の措置 

（同右） 

 

 
１ 出動時の措置のポイント 

⑴ （同右） 

 
⑵ （同右） 

 
⑶ 資機材、車両等の汚染防護措置 
① （同右） 

 
② 汚染区域への持込み資機材の制限（汚染拡大防止の観点か

ら） 
⑷ 被ばく防護措置 
 ① 個人警報線量計の警報値の確認、着用 
② サーベイメータの作動確認 
③ 出動時から放射線の検出活動開始 

 
２ 留意点 

⑴ （同右） 

 
⑵ 出動途上において、サーベイメータの数値が急激に上昇した

場合は、直ちに安全な位置まで退避するとともに、その旨を本

第２ 出動時の措置 

放射性物質又は放射線による影響が想定される場合は以下の措

置を実施すること。 

 
１ 出動時の措置のポイント 

⑴ 隊員の安全確保のため、各種防護資機材を積載、被ばく管

理関係資料等を積載 
⑵ 放射性物質を含んだ煙、塵埃等を受けないよう風向・地形等

を考慮して選定し、状況により迂回順路も考慮 
⑶ 資機材、車両等の汚染防護措置 
① 積載資機材、消防車両等の防護措置（養生シート等による

カバー） 
② 持込み資機材の制限（汚染拡大防止の観点から） 

 
⑷ 被ばく防護措置 

 
① 放射線測定器の作動確認等 
② 出動時から放射線の検出活動開始 

 
２ 留意点 

⑴ 放射性物質及び放射線の漏えいがないと判断できる場合を

除き、汚染及び被ばくの可能性を考慮した措置を講じること。 
⑵ 出動途上において、放射線測定器の数値が急激に上昇した場

合は、直ちに安全な位置まで退避するとともに、その旨を本部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
項目の追加 
用語整理 

 
 
 
 
 
用語整理 
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部（通信指令室）に連絡し、その後の活動について指示を待つ

こと。 
⑶ （同右） 

 
 
⑷ （同右） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（通信指令室）に連絡し、その後の活動について指示を待つこ

と。 
⑶ 事前の協定等に基づき、放射線測定器、防護服等を原子力事

業者等から借用することも考慮して、必要な放射線防護措置を

講じること。 
⑷ 施設の規模、形態等によっては、出動時において、施設側か

ら十分な情報が得られない場合もあることに留意すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第２章第１節） 
新 旧 備考欄 

 

45 
 

第３ 先着隊の活動 

１ 活動のポイント 

⑴ （同右） 

 
 
⑵ （同右） 

 
 

① （同右） 

 
 
② （同右） 

 
③ 核燃料物質(ウラン、プルトニウム)の存在の有無を確認し、

施設内に存在している場合は放水等による核分裂(臨界)へ

の進展の可能性を確認する。 

 

⑶ （同右） 

 
 
 
 

第３ 先着隊の活動 

１ 活動のポイント 

⑴ 放射線危険区域及び準危険区域が設定されるまでの間は、隊

員の不要な被ばくを避けるとともに、無用な汚染拡大を防止す

るため、進入統制ラインを設定し、隊員の出入りを統制する。 
⑵ 情報提供者として事業者側責任者、自衛消防隊長又は専門家

（放射線管理要員等）等の関係者（以下、第３において単に「関

係者」という）を確保し、各種情報収集を実施する。 
① 消防戦術の立案、隊員の被ばく防護等のため、先着隊到着

時までに関係者が行った措置、放射線・放射性物質の影響状

況等の情報収集を行うこと。 
② その結果、災害現場に放射線による影響がある場合、関係

者に現場への同行を求め、その進入経路等を確認すること。 

 
 
 
 
⑶ 先着隊は、進入統制ラインを設定後、車載マイクや拡声器等

を有効に活用し、進入統制ラインの内側にいる要救助者等に対

して避難、防護措置等の指示を行う。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臨界事故の可能性を

考慮して追記 
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２ 留意点 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
２ 留意点 

⑴ 被ばく防護の観点から詳細な情報収集は、進入統制ラインよ

りも安全側の位置で、かつ、周辺状況（風上、高所、遮へい物

外側等）及び関係者からの情報等を踏まえ、現場指揮者が安全

であると判断した位置で行う。 
※ 危険性が把握できない場合は、検出活動等が実施されるま

では、風上側のコンクリート壁等遮へい物の外側等の安全

な位置まで退避する。 
⑵ 設定した進入統制ラインの位置を後続隊に周知するととも

に、状況に応じ、集結場所を設定又は変更する。 

⑶ 先着隊が行う進入統制ラインの設定には、空間線量率の測

定値が必要になること。 

⑷ 先着隊からの現場到着時の状況報告を踏まえ、現場指揮者

は、応援要請の要否を検討し、必要な場合は速やかに要請す

ること。 

 
 
 
放射性同位元素等車

両運搬規則を基に修

正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ 特定放射性同位元素の輸送の場合、緊急時対応計画が作成されているた 

めそれを確認すること。 
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（同右） 

 

 

 

 
 
第４ 進入統制ライン 

１ 目的 

（同右） 

 
 

 
２ 設定の基準 

空間線量率の測定値が、バックグラウンドレベルと同程度ある

いは被ばく線量が通常の消防活動の線量限度以下で管理できる場

所であり、かつ、周辺状況（風上、高所、遮へい物の外側、液体

の漏えいなど現場の状況が目視できる位置等）や関係者からの情

報等を踏まえて、現場指揮者がそれ以上進入することが危険であ

ると判断した位置とする。 

※ （同右） 

 
 

 

 
 

第４ 進入統制ライン 

１ 目的 

放射線危険区域及び準危険区域が設定されるまでの間におい

て、隊員の出入りを統制することにより、隊員の不要な被ばくを

避けるとともに、無用な汚染拡大を防止する。 

 
２ 設定の基準 

空間線量率の測定値が、バックグラウンドレベルと同程度であ

り、かつ、周辺状況（風上、高所、遮へい物の外側、液体の漏え

いなど現場の状況が目視できる位置等）や関係者からの情報等を

踏まえて、現場指揮者がそれ以上進入することが危険であると判

断した位置とする。 

 
※ 「バックグラウンドレベル」とは、消防機関の活動拠点（消

防署所）等から当該災害場所に至る区域において、災害が発生

していない時点に計測される放射線量（空間線量率）をいう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力災害時など空

間線量率の高い状態

が広範囲に及ぶ場合

は、バックグラウンド

の値を基準とするこ

とができない。 
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【進入統制ラインの考え方】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【進入統制ラインの考え方】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P47 と同様の理由 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危険要因を考慮した安全距離 

先着隊 

現場指揮本部 

現場指揮者 

が安全であ 

ると判断し 

かつ、関係者 

等と連携を 

取りやすい 

場所 

風向 

それ以上進入す 

ることが危険で 

あると現場指揮 

者が判断 

「
進
入
統
制
ラ
イ
ン
の
設
定
」 

※ ＢＣ災害の可能性が

否定できない場合は、安

全距離を考慮した位置

に設定 

汚染検査の対象と

なる避難者の集合場

所や除染区域（除染

所、汚染検査所）の

設定等により、汚染

範囲となることが見

込まれる区域を考慮

する。 

災害発生 

空間線量率がバック 

グラウンドレベルを 

超える区域 

空間線量率がバックグ 

ラウンドレベルと同程 

度 

危険要因を考慮した安全距離 

先着隊 

現場指揮本部 

現場指揮者 

が安全であ 

ると判断し 

かつ、関係者 

等と連携を 

取りやすい 

場所 

風向 

それ以上進入す 

ることが危険で 

あると現場指揮 

者が判断 

「
進
入
統
制
ラ
イ
ン
の
設
定
」 

※ ＢＣ災害の可能性が

否定できない場合は、安

全距離を考慮した位置

に設定 

汚染検査の対象と

なる避難者の集合場

所や除染区域（除染

所、汚染検査所）の

設定等により、汚染

範囲となることが見

込まれる区域を考慮

する。 

災害発生 

空間線量率がバック 

グラウンドレベルを 

超える区域 

空間線量率がバックグ 

ラウンドレベルと同程 

度あるいは被ばく線量 

が通常活動の線量限度 

以下で管理できる場所 
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３ 留意点 

⑴ （同右） 

 
 
 

⑵ （同右） 

 

⑶ （同右） 

 

⑷ （同右） 

 

 

⑸ 出入りの統制 

① 進入統制ラインから危険側に進入する場合 

適切な放射線防護措置を行っている者のみを進入させるこ

と。 

② 進入統制ラインから安全側に退出する場合 

急を要する場合を除き、汚染検査及び必要な除染を行った 

者のみを退出させること。なお、人命にかかわる場合など急

を要する場合は、汚染拡大防止措置（身体の養生など）を行

ったうえで迅速に退出させる。 

③ 出入り管理をするための統制管理要員を配置する。 

⑹ バックグラウンドレベルは、各地域の実情や天候等によって 

異なることから、活動の前に原子力事業者等に確認する。 

３ 留意点 

⑴ 出動途上において、空間線量率の測定値がバックグラウンド

レベルから上昇した場合は、空間線量率がバックグラウンドレ

ベルと同程度となる位置まで後退し、「２ 設定の基準」に基

づき進入統制ラインを設定する。 

⑵ BC災害の可能性が否定できない場合は、BC災害を想定した

安全距離を考慮した位置に進入統制ラインを設定する。 

⑶ 進入統制ラインは、警戒テープや標識等で明確に表示するこ

と。 

⑷ 汚染検査の対象となる避難者の集合場所や除染区域（除染

所、汚染検査所）の設定等により、汚染範囲となることが見込

まれる区域を考慮して設定すること。 

⑸ 出入りの統制 

① 進入統制ラインから危険側に進入する場合 

放射線検出活動を行う場合と同レベルの汚染防護措置を

行っている者のみを進入させること。 

② 進入統制ラインから安全側に退出する場合 

汚染検査及び必要な除染を行った者のみを退出させるこ

と。 

 

 

 

⑹ バックグラウンドレベルは、各地域の実情や天候等によって

異なることから、平素より様々な条件のもと、各地域で把握し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 

 
 
 
人命の優先を明記 

 
 
管理の徹底を明記 

 
あらかじめ網羅的に
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ておくことが望ましい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

把握することが困難

であると考えられる

ため、現場で確認する

よう修正 
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被ばく・汚染のおそれなし 

被ばく・汚染のおそれなし 

活動方針の決定・下命 

災害発生 

通常の消防活動 

追加情報収集活動 
現場状況、放射線量、汚染状況の把握 

 

各種区域の設定 

・放射線危険区域 ・準危険区域 

進入隊の編成、資機材の確保 

入域・退域管理、被ばく管理、 
汚染検査、除染 

活動終了、撤収 

現場指揮活動 

決定・下命 

実施・測定 

実態把握 

状況判断 

活動管理 

初期情報収集活動 
火災等の状況、被ばく・汚染危険、負傷者・要救助者の

状況、関係資料の提供等、入構経路、傷病者の状況 

 

鎮火・終息状況の確認 

汚染検査、除染、被ばく状況の記録 

現場指揮本部設置（消防機関・事業者） 
設置場所選定、通信手段確保、関係者確保、情報共有 

（必要に応じ前進指揮所を設置） 

 
消防警戒区域の設定 

進入統制ラインの設定 

被ばく・汚染のおそれあり 

被ばく・汚染のおそれあり 

第５ 現場指揮本部等の設置 
【現場指揮本部活動フローチャート】 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５ 現場指揮本部等の設置 
【現場指揮本部活動フローチャート】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第２章第１節） 
新 旧 備考欄 

 

52 
 

１ 現場指揮本部等の設置 

（同右） 

 
 

＜現場指揮本部の所掌事項＞ 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 現場指揮本部等の設置 

消防機関及び関係者は、災害の実態把握、活動方針の決定、部隊指

揮、応援要請、現場通信等を行う現場指揮本部を早期に設置する。 
 

＜現場指揮本部の所掌事項＞ 

□ 災害対処に対する活動方針の決定 
□ 消防機関及び事業者との活動調整 
□ 放射線防護に係る情報統括及び隊員等の活動統制 
□ 施設責任者・放射線管理責任者との連携 
□ 放射線量、汚染状況の把握 
□ 進入統制ライン設定位置の確認 
□ 消防警戒区域の設定 
□ 放射線危険区域、準危険区域の設定 
□ 進入隊の編成（交替要員の確保含む） 
□ 進入及び退避に係る安全管理 
□ 防護資機材、消防資機材の確保及び汚染管理 
□ 要救助者の把握 
□ 負傷者の把握と救急処置、搬送指揮 
□ 進入隊員の汚染検査及び除染に関する施設責任者への指示 
□ 傷病者、隊員、資機材等の除染状況の把握 
□ 進入隊員の被ばく管理 
□ 広報統制 
□ 専門家等の派遣要請 
□ 関係箇所（消防本部（指令室等）、事業所自衛消防隊本部等）及び

関係機関との連絡調整 
□ 応援要請（当該消防本部、県内応援、緊急消防援助隊） 
□ その他必要と認める事項

（                       ）                         
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＜前進指揮所の所掌事項＞ 

（同右） 

 
 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 現場指揮本部の設置場所 

⑴ 現場指揮本部 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 

＜前進指揮所の所掌事項＞ 

現場指揮者は、現場指揮本部が部隊をコントロールする指揮活動

が困難な状況下では、必要に応じ前進指揮所を設置して指揮分担を

行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 現場指揮本部の設置場所 

⑴ 現場指揮本部 

進入統制ラインの外側（安全側）で、かつ、周辺状況（風上、

高所、遮へい物の外側等）や関係者からの情報を踏まえ、現場

指揮者が安全であると判断した場所のうち、関係者等と連携が

取りやすい場所を選定して設置する。 

※ 風上、高所に部署（放射性物質の放出、飛散、消火残水に

よる汚染防止） 

※ 遮へい効果を有するコンクリート施設、現場にある資機材

を活用（中性子線、γ線等の透過力の大きい放射線による被

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 現場指揮者の活動方針に基づく現場管理 
□ 進入各隊の指揮及び活動統制 

※ 各隊への下命及び各隊からの報告は、原則として前進指揮所を通じ

て行う。 
□ 自衛消防隊との活動調整 
□ 資機材の集結管理（全体の資機材管理は現場指揮本部） 
□ 現場指揮本部との連絡 
□ 進入隊員、交替要員の管理（現場指揮本部の進入隊の編成を除

く） 
□ 施設管理担当者・放射線管理要員等との協議 
 そ 他必要と認める事項
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⑵ 前進指揮所 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 

 

３ 構成員 

（同右） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばくのおそれがある場合） 

※ 消防本部（指令室等）、災害現場、前進指揮所との連絡の

取りやすさを考慮 

⑵ 前進指揮所 

前進指揮所は、進入統制ラインの外側で、現場指揮本部と連

携が取りやすい場所を選定して設置する。 

また、危険区域等への進入隊員の統制を担うことから、隊員

の進入、退出場所、交代要員の待機場所等の付近に設置するこ

とが望ましい。 

※ 災害現場、現場指揮本部との連絡の取りやすさ（構内 PHS、

構内電話、有線電話、無線等）や活動場所への進入経路を考

慮する。 

 

３ 構成員 

事業者側責任者、自衛消防隊長、専門家（放射線管理要員等）

等の関係者を構成員として依頼する。 
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４ 現場指揮本部の編成 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４ 現場指揮本部の編成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現場指揮本部 

消防機関（現場指揮本部） 事業者（現場指揮本部） 

□ 現場指揮者 
□ 指揮担当 
□ 情報担当 
□ 通信担当 

□ 自衛消防隊責任者 
（原子力施設、放射性同

位元素等取扱等施設の場

合） 
□ 事業者側施設責任者 
□ 連絡要員 

・消防機関到着後は、指揮

下で協力して活動 
（注）法令には明確な規

定がないものの

実際の運用を考

慮して、「指揮」

という表現を用

いる。 
・原子力事業者について

は、「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規

制に関する法律」等に基

づく消火や救出等の義

務が課されている。 
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（同右） 
 
 
 

 

 

○ 消防機関 

＜主要任務＞ 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 関係機関の対応を調整する場として、現地調整所が設置

されるような場合には、参加機関から代表者（指揮権限を

有する者又はその代理者）を派遣することが必要となる。

また、この際、現場指揮本部と隣接して、現地調整所を設

置することを考慮する。 
 

○ 消防機関 

＜主要任務＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 編成は例示であり、各本部の実情により編成すること。 
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○ 事業者 

＜編成及び主要任務＞ 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 事業者 

＜編成及び主要任務＞ 

 

※ 編成は、例示であり、自衛消防隊責任者以外の者については、

状況により複数の者で分担することも可能である。 

※ 事業者側責任者、放射線管理責任者については、管理職など、

一定の判断ができる者とする。 
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５ 情報収集活動 
⑴ 情報収集活動概要 

（同右） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 情報収集活動 
⑴ 情報収集活動概要 

消防活動に必要な情報について、事故・災害の時間経過に着

目して、概要をまとめたものを例示すると以下のとおりである。 
また、情報収集に時間を要する場合は、入手可能な情報を優

先し、災害状況の変化など新たな情報の有無にかかわらず、情

報収集の状況を定期的に連絡するとともに、消防機関と事業者

の収集情報の相互確認が必要である。 
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（同右） 
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⑵ 情報収集項目 

主な情報収集項目についてまとめると以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 情報収集項目 

主な情報収集項目についてまとめると以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
スペースの削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第２章第１節） 
新 旧 備考欄 

 

61 
 

⑶ 通信手段等 

原子力施設は地理不便地にある場合があり、また原子炉建屋

内等は放射線防護設計上厚いコンクリート壁等が用いられてい

る場合もあることから、消防無線等が通じない可能性が高いた

め、以下のような通信機器等の活用も考慮する。 
また、事前及び定期的に、使用可能な機器を確認しておくこ

とや、取り扱いに習熟しておくことが重要である。災害時の通

信手段の確保について、事業所と消防機関で事前及び定期的に

確認しておくことが重要である。 
 

□構内 PHS        

□ページング 

□構内電話 

□無線（トランシーバー等）  

□衛星電話    

□加入電話 

□連絡通信員 

□伝令 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

⑶ 通信手段等 

原子炉建屋内等は、消防無線等が通じない可能性が高いた

め、以下のような通信機器等の活用も考慮する。 

 
 
また、事前に、使用可能な機器を確認しておくことや、取り

扱いに習熟しておくことが重要である。災害時の通信手段の確

保について、事業所と消防機関で事前に確認しておくことが重

要である。 
 

□構内 PHS        

□ページング 

□構内電話 

□無線（トランシーバー等）    

□加入電話 

□連絡通信員 

□伝令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記載の適正化 

 

 

 

報告書ウ P5-4を引

用 

報告書ウ P5-4を引

用 
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【参考】情報連絡の概念図 

【消防活動関連】 

 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】情報連絡の概念図 

【消防活動関連】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令・連絡 
現場報告 

支援情報 

現場報告 
（事業者） 

支援情報 

現場報告 
（消防） 消防本部 

（通信指
令室等） 

事業所対策本部 
（自衛消防隊本部等） 

発災現場 

中央操作室 
 

現場指揮本部 

消防
機関 
指揮
本部
要員 

事業者 
自衛消
防隊長 

消防用設備作動要請 
非常用放送設備放送要請 等 

消防用設備作動状況 
原子炉運転状況 等 
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【モニタリング関連情報】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【モニタリング関連情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 

 

 

 

 

誤記 

 

 

 

 

 

固定放射線 
測定器情報 

 
 

現場指揮本部 

消防機関 
指揮本部

要員 

事業者 
自衛消

防隊長 

発災現場 
・進入隊員 
・放射線管理要員 

中央操舵室
※ 

（対策本部
等） 

現場モニタリング情報 

固定放射線測定器情報 

施設内 
ダストモニタ 

施設内放射線 
エリアモニタ 

事業所境界付近 
モニタリングポスト 

※ 緊急時対策所となる場合も考えられる。 

固定放射線 
測定器情報 

 
 

現場指揮本部 

消防機関 
指揮本部

要員 

事業者 
自衛消

防隊長 

発災現場 
・進入隊員 
・放射線管理要員 

中央操作室※ 
（対策本部

等） 

現場モニタリング情報 

固定放射線測定設備情報 

施設内 
ダストモニタ 

施設内放射線 
エリアモニタ 

事業所境界付近 
モニタリングポスト 

※ 緊急時対策所となる場合も考えられる。 
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６ 現場指揮活動 

⑴ 活動方針 

（同右） 

 

 

① 活動方針決定の主な要素 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

② 優先すべき活動方針 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 
 

６ 現場指揮活動 

⑴ 活動方針 

現場指揮本部長は、実態把握・状況判断に基づき、安全管理

に配慮し、かつ具体的に活動方針を決定し、各隊指揮者に周知

徹底する。 

① 活動方針決定の主な要素 

ア 災害の拡大状況 

イ 建物の構造・設備の用途等 

ウ 要救助者の有無、人数、場所 

エ 活動できる人員・車両・資機材の状況 

オ 活動危険等の状況 

カ 放射線や放射性物質の放出・汚染状況 

キ 消防隊と自衛消防隊との連携、活動分担 

ク 専門家の意見 

② 優先すべき活動方針 

ア 安全管理（活動統制、危険要因の排除、周知の徹底、汚

染防止、被ばく管理） 

イ 人命検索・救助 

ウ 災害の拡大防止 

エ 放射線、放射性物質の影響範囲の拡大防止 

オ 応援要請（当該消防本部、県内応援、緊急消防援助隊） 
※ 災害の進展等により、活動方針を変更する必要が生

じた場合は、各隊指揮者に周知徹底のうえ実行する。 
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⑵ 主な現場指揮活動項目 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 主な現場指揮活動項目 

現場指揮本部における現場指揮活動について、主な項目と措

置について概要をまとめると次のとおりであるが、ここに示し

た項目は基本的なものであり、発生した事故・災害の態様によ

り、柔軟に意思決定をしていく必要がある。 

また、原子力事業者については、「核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」等に基づく消火や救出等の義

務が課されていることから、消防活動にあたって十分連携を図

ること。 
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（同右） 
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（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第２章第１節） 
新 旧 備考欄 

 

68 
 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 

 

（同右） 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 
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⑶ 広報体制（現場指揮本部での情報収集、情報発信） 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⑶ 広報体制（現場指揮本部での情報収集、情報発信） 

事故時等において、報道機関、住民、関係機関に対し、情報

が発信できるよう現場指揮本部において、現場情報（事故等の

概要、負傷者の状況、消防活動の状況等）を集約することが重

要である。 

この集約した情報については、正確かつ早期に事業者の自衛

消防隊本部や消防本部に状況を連絡しておくことが必要であ

る。 

また、事業者においては、現場情報とあわせ、施設の運転状

況等について、原子力規制庁、関係都道府県、市町村、報道機

関等に情報発信することが重要である。 

消防本部、原子力事業者（自衛消防隊本部等）は、外部に情

報を発信する際は、都道府県、市町村と情報を共有の上、統

 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーベイメータ 

サーベイメータ 
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一した内容で各機関の同一の部署から情報を発信することに

ついて留意することが必要である。この際、現場指揮本部等で、

消防機関と事業者は十分に内容を調整することが重要である。 
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第６ 放射線検出活動 

１ 検出活動方針の決定 

⑴ （同右） 

 

⑵ 事業者側と積極的に連携（放射線測定員等の協力及び測定器

の借用）すること。 
⑶ 事業者側で行った測定結果を参考にし、事業者側の専門家

(放射線管理要員等)を同行させ、放射線測定を実施または依頼     

すること。 
⑷ （同右） 

 
⑸ 隊員の安全確保の観点から、できるだけ被ばく線量を減らす

ため、線源から距離を取って測定できる放射線測定器の活用を

考慮すること。 

 
２ 検出体制の決定 

⑴ （同右） 

⑵ 専門家(放射線管理要員等)を同行させる。 

 

３ 検出準備 

⑴ 防護装備等の着装確認 

（同右） 

 

 

第６ 放射線検出活動 

１ 検出活動方針の決定 

⑴ 事業者側責任者及び専門家（放射線管理要員等）と協議する

こと。 
⑵ 事業者側で行った測定結果を参考にし、放射線測定を実施す

ること。 
⑶ 事業者側と積極的に連携（放射線測定員等の協力及び測定器

の借用）すること。 

 
⑷ 検出活動にあっては、放射線防護装備、放射線等測定器、個

人警報線量計等を着装し、測定隊員の安全確保を行うこと。 
⑸ 隊員の安全確保の観点から、必要に応じ、検出型遠隔探査装

置の活用を考慮すること。 

 
 

２ 検出体制の決定 

⑴ 検出活動は、２名以上で、かつ、必要最小限の人員とする。 

⑵ 誘導・助言を行う関係者を確保する。 

 

３ 検出準備 

⑴ 防護装備等の着装確認 

測定隊員は、原因物質の推定ができない場合、原則、以下の

装備を着装する。 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-3 を引

用 

熟練者による実施が

望ましいため運用の

見直し 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-3 を引

用 
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⑵ 放射線測定器の作動確認等 

  サーベイメータが正常に作動しているかを事業者側の専門

家(放射線管理要員等)と共に確認する。 

 
４ 放射線の検出及び記録 

⑴ （同右） 
⑵ （同右） 

 
５ 留意点 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

非火災：陽圧式化学防護服、空気呼吸器、個人警報線量計 
火 災：放射線防護消火服（耐熱服）又は防火衣、化学防 

護服、空気呼吸器、個人警報線量計 
※ 有毒物質の有無が確定するまでは、有毒物質対応

が可能な防護服を着装する。 
※ 専門家（放射線管理要員等）からの助言等を踏ま

え、その状況に応じたその他の防護装備を選択する

ことができる。 
⑵ 放射線測定器の作動確認等 

 

 

 

４ 放射線の検出及び記録 

⑴ 消防活動上必要とされる箇所を優先 
⑵ 検出計測員が計測し、記録員が放射線測定記録票に記録 

 
５ 留意点 

⑴ 災害現場において、原因物質の推定ができない場合は、放射

線測定器、生物剤検知器、化学剤検知器、可燃性ガス測定器、

酸素濃度測定器、有毒ガス測定器等を併せて使用し、測定を行

うこと。 
⑵ 災害現場において、原因物質の推定ができない場合は、複数

の測定器を使用するため、２名以上の検出計測員を確保する必

要があることを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-3 を引

用 
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検出活動中における緊急退避 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

検出活動中における緊急退避 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出活動中において、次の各号に掲げる事態が生じたときは、直

ちに退避し、指揮者への報告等、必要な措置を講じる。 

① 放射線測定器の数値が急激に上昇したとき。 

② 放射線測定器が作動不能になったとき。 

③ 個人警報線量計又は可燃性ガス測定器が警報を発したとき。 

④ 防護装備に支障が生じたとき（防護服の破損、呼吸保護具の

作動不良等）。 

⑤ 活動中に受傷する等の事故が発生したとき。 

⑥ 事業者側責任者等から、緊急に退避すべきとの助言を受けた

とき。 

⑦ その他検出の活動に重大な支障が生じたとき。 
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【各測定器の測定対象】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【各測定器の測定対象】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

１.空間線量率 

○ 目的 

・ 現在の活動地点における隊員の被ばく線量を推定し、隊員

等の安全確保 

・ （同右） 

 

○ 代表的な測定器(及び測定対象放射線の種類) 

・ 電離箱式サーベイメータ１)(γ（Ｘ）線) 

・ NaIシンチレーション式サーベイメータ 2) (γ（Ｘ）線) 

・ レムカウンター(中性子線) 

1) 感度は高くない(細かい線量が測れない)が幅広いレンジで

測定可能 

2) 感度は高いが低い線量率(バックグラウンドから数十、数百

μSv/h程度)しか測れない 

○ 削除 

 

 

２．表面汚染測定 

○ 目的 

・ 隊員及び活動拠点の放射性物質による汚染状況の把握と安

全確保。 

○ 代表的な測定器(及び測定対象放射線の種類) 

・ GM管式サーベイメータ（β（γ）線） 

・ ZnSシンチレーション式サーベイメータ（α線） 

○ 削除 

 

 

１.空間線量率 

○ 目的 

・ 現在の活動地点に重点を置き、隊員等の安全確保 

 

・ 不測の放射線量の上昇の場合でも、迅速に退避等を行える

よう常時測定を実施 

○ 代表的な測定器 

・ 電離箱式サーベイメータ 

・ NaIシンチレーション式サーベイメータ 

 

 

 

 

 

○ 測定対象放射線の種類 

・ 主にγ（Ｘ）線 

 

２．表面汚染測定 

○ 目的 

・ 隊員及び活動拠点の放射性物質による汚染状況の把握と安

全確保。そのため、適宜測定による確認 

○ 代表的な測定器 

・ GM管式サーベイメータ 

・ ZnSシンチレーション式サーベイメータ 

○ 測定対象放射線の種類 

・ GM管式サーベイメータ（β（γ）線検出） 

・ ZnSシンチレーション式サーベイメータ（α線検出）指示
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本項の記載内容を逸

脱しており、冗長化を

防ぐため削除 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．個人被ばく線量 

○ 目的 

・ 隊員の放射線被ばく線量の測定及び管理による安全確保 

・ 活動開始時から終了時まで直読式個人線量計を装着し、活動

中は、適宜指示値を確認すること。あらかじめ消防機関で定め

ている線量に達したら人員交代等を行うこと。 

 ○ 代表的な測定器 

 ・個人警報線量計(警報付ポケット線量計)  

  
○ 測定対象放射線の種類 
・ 主にγ(Ｘ)線 

 

３．個人被ばく線量 

○ 目的 

・ 隊員の放射線被ばく線量の測定及び管理による安全確保 

・ 削除 

 

 

○ 代表的な測定器(及び測定対象放射線の種類) 

 ・個人警報線量計(警報付ポケット線量計) (γ（Ｘ）線) 

 ・個人警報線量計(警報付ポケット線量計) (中性子線) 
 ○ 削除 
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第７ 消防警戒区域の設定 

１ 目的 

（同右） 

 
 

２ 設定の基準 

（同右） 

 
 
 
 
 
 

３ 留意点 

（同右） 

 

 

 

 

第７ 消防警戒区域の設定 

１ 目的 

住民等の安全確保及び現場における消防活動エリアを確保す

ること。 

 
２ 設定の基準 

⑴ 放射線のレベル、放射性物質による汚染の可能性に関する事

業者側関係者又は専門家の意見を考慮のうえ設定すること。 
⑵ 進入統制ラインよりも外側（安全側）に設定すること。 

 
３ 留意点 

⑴ 原則として、放射線検出活動の結果を待つことなく区域の設

定を行うことが望ましい。 
⑵ 安全を見込んで、十分広く設定すること。 
⑶ 標識等により範囲を明示すること。 
⑷ 避難誘導については、市町村災害対策本部等と連携するこ

と。 
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※ 消防警戒区域内において、放射線危険区域及び準危険区域以外の

区域をコールドゾーンとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 消防警戒区域内において、放射線危険区域及び準危険区域以外の

区域をコールドゾーンとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防警戒区域 
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第８ 放射線危険区域及び準危険区域の設定 

Ａ 放射線危険区域の設定（ホットゾーン） 

１ 目的 

（同右） 

 

 

 

 

２ 設定の基準 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 留意点 

（同右） 

 

第８ 放射線危険区域及び準危険区域の設定 

Ａ 放射線危険区域の設定（ホットゾーン） 

１ 目的 

放射線被ばく又は放射性物質による汚染の可能性のある場

所において、消火や救助等の緊急作業を行う隊員以外の活動隊

員の不要な被ばくを避けるとともに、無用な汚染拡大を防止す

ること。 

 

２ 設定の基準 

⑴ 現場に事業者側関係者がいる場合 

施設又は輸送物関係の情報を得て協議のうえ定めるこ

と。 

⑵ 現場に事業者側施設関係者がいない場合（以下を勘案し設

定） 

① 0.１mSv/h 以上の放射線が検出される区域 

② 火災等発生時に放射性物質の飛散が認められる又は予

想される区域 

③ 煙、流水等で汚染が認められ又は予想される区域 

※ 放射線等の専門家が到着した後は、当該専門家と

協議のうえ必要に応じて変更すること。 

 

３ 留意点 

⑴ 範囲が後刻縮小されることはあっても拡大されることの

ないよう、汚染のおそれについても考慮しながら広く設定す
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Ｂ 準危険区域の設定（ウォームゾーン） 

１ 目的 

（同右） 

 

 

 

２ 設定の基準 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

ること。 
※ 災害の状況によって、区域外の汚染の検出又は汚染

が拡大した場合、放射線危険区域を拡大することが想

定されることを考慮する。 
⑵ 標識等により範囲を明示すること。 
⑶ 区域の設定が広範囲に及ぶ場合、周辺住民の避難退避を迅

速に行い、不要な混乱を避け、住民の安全を確保すること。 
⑷ 避難誘導については、市町村災害対策本部等と連携するこ

と。 

 
Ｂ 準危険区域の設定（ウォームゾーン） 

１ 目的 

放射線危険区域内において活動した隊員及び使用した資機

材、車両並びに傷病者等の汚染検査及び除染を行う範囲を確保

すること。 

 

２ 設定の基準 

⑴ 現場に関係者がいる場合 

関係者の情報を得て協議のうえ定めること。 
⑵ 現場に関係者がいない場合 

汚染範囲を管理できる位置に設定する。 
※ 汚染範囲には、除染区域（汚染検査所、除染所）が

含まれる。 
※ 除染区域は、空間線量率の測定値がバックグラウン
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３ 留意点 

⑴  準危険区域外へ汚染を拡大させないよう、区域境界に出

入箇所を設け（出口と入口では動線を分ける）、消防警戒

区域境界において汚染検査を実施する。 
⑵  除染にあたっては、汚染、負傷の程度等を勘案し除染の

優先順位を決定し実施する。 
⑶ （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドレベルと同程度であり、かつ周辺状況（風上、高所、

遮へい物の外側等）や関係者からの情報等を踏まえ、

現場指揮者が安全であると判断した場所のうち、汚染

拡大防止の観点から活動導線及び必要なスペースを確

保できる場所に設置する。 

 
３ 留意点 

⑴ 準危険区域外へ汚染を拡大させない。 

 
 
⑵ 除染にあたっては、汚染、負傷の程度等を勘案しトリアー

ジを実施する。 
⑶ 汚染物は、容器や袋に収納する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 
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【基本的な活動イメージ】 

１．初動時 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基本的な活動イメージ】 

１． 初動時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P48と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険要因を考慮した安全距離 

現場指揮本部 

現場指揮者が安全である

と判断しかつ、関 

係者等と連携を取りやす

い場所 

風向 

それ以上進入するこ

とが危険であると現

場指揮者が判断 

【
進
入
統
制
ラ
イ
ン
の
設
定
】 

※ ＢＣ災害の可能性が否定できな

い場合は、安全距離を考慮した位置

に設定 

汚染検査の対

象となる避難

者の集合場所

や除染区域（除

染所、汚染検査

所）の設定等に

より、汚染範囲

となることが

見込まれる区

域を考慮する。 

空間線量率がバックグ

ラウンドレベルを超え

る区域 

空間線量率がバッ

クグラウンドレベ

ルと同程度 

危険要因を考慮した安全距

現場指揮本部 

現場指揮者が安全であ

ると判断しかつ、関 

係者等と連携を取りや

すい場所 

風向 

それ以上進入するこ

とが危険であると現

場指揮者が判断 

【
進
入
統
制
ラ
イ
ン
の
設
定
】 

※ ＢＣ災害の可能性が否定できな

い場合は、安全距離を考慮した位

置に設定 

汚染検査の対

象となる避難

者の集合場所

や 除 染 区 域

（除染所、汚

染検査所）の

設 定 等 に よ

り、汚染範囲

となることが

見込まれる区

空間線量率がバックグ

ラウンドレベルを超え

る区域 

空間線量率がバッ

クグラウンドレベ

ルと同程度あるい

は被ばく線量限度

以下で管理できる

場所 
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２．区域設定 

⑴ 除染区域を拡大しない場合の例 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．区域設定 

⑴ 除染区域を拡大しない場合の例 

 

 

 

 

⑵ 除染区域を拡大する場合の例 

①  除染区域の設営作業 

②  設営後の区域の拡大 
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⑵ 除染区域を拡大する場合の例 

① 除染区域の設営作業 

 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 設営後の区域の拡大 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑵ 除染区域を拡大する場合の例 

① 除染区域の設営作業 

 
② 設営後の区域の拡大 
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第９ 被ばく管理 

１ 進入隊の編成 

（同右） 

 

 

 
 

２ 進入時の措置 

（同右） 

 

 

 

  

３ 被ばく・汚染管理の原則 

⑴ 外部被ばく防護 

（同右） 

 

 

⑵ 内部被ばく防護 

ダストモニタの測定結果や汚染状況に応じた適切な呼吸保

護具（空気呼吸器、防護マスク（防塵対応、防塵・ヨウ素対応）

等）を着装すること。 

⑶ 汚染防護 

（同右） 

第９ 被ばく管理 

１ 進入隊の編成 

⑴ 人数は２名以上でかつ必要最小限にすること。 
⑵ 消防活動の交替要員を確保し、努めて被ばく線量の低減を図

ること。 
⑶ 持ち込む資機材は最小限にすること。 

 
２ 進入時の措置 

⑴ 表１-３の「被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値」

を参照すること。 

⑵ 事業者側責任者又は同行した関係者と積極的に連携をとる

こと。 

 

３ 被ばく・汚染管理の原則 

⑴ 外部被ばく防護 

放射線防護の観点から、外部被ばく防護の３原則（時間、距

離、遮へい）を組み合せ、外部被ばくを最小限にするように施

設側から助言を受けること。 

⑵ 内部被ばく防護 

呼吸保護具（空気呼吸器、防護マスク（防塵対応、防塵・ヨ

ウ素対応）等）を着装すること。 

 

⑶ 汚染防護 

防護服（簡易防護服、陽圧式化学防護服等）を着装し、皮膚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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４ 留意点 

⑴ （同右） 

 

 

⑵ （同右） 

 

⑶ （同右） 

⑷ （同右） 

 

 

 

 

① （同右） 

② （同右） 

③ 個人警報線量計を着装するとともに、警報が吹鳴したら

直ちに引き返すこと。 

⑸ 活動隊員個人別の被ばく線量を記録するとともに、管理記録

を保管すること。 

 

 
 
 
 

を露出させないこと。 

４ 留意点 

⑴ 消防活動における被ばく線量については、合理的に実行でき

る限り低くなるように、積極的な被ばくの低減が必要である。 

※ 被ばく線量限度以下でも不要な被ばくは避ける。 

⑵ 活動開始から終了時まで個人警報線量計を着装し、活動中

は、適時指示値を確認すること。 

⑶ 被ばく線量を低減するため、人員交代等を行うこと。 

⑷ より高い空間線量率の環境における活動に対する配慮 

100mSv/h を超える空間線量率の環境が測定される区域にお

いては、関係機関、事業者、専門家等からの助言を踏まえ、安

全の確保ができることを確認し、かつ放射線管理要員の随行を

確保するとともに、以下の点に留意する。 

① 人命救助活動のみを行う。 

② その区域に滞在する合計時間を 30分未満に制限する。 

 

 

⑸ 活動隊員個人別の被ばく線量を記録するとともに、管理記録

を保管すること。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報の重要性 
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（同右） 
 
 
 
 
 

（再掲）表１-１ 空間線量率と活動可能時間（参考値） 
 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（再掲）表１-１ 空間線量率と活動可能時間（参考値） 
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（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 
 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 
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第 10 消火活動 

１ 放射線危険区域への入域 

（同右） 

 

 

 

 

 

 
 

２ 部署位置の決定 

（同右） 

 

 

 

 
 

３ 放射性物質の飛散防止等 

（同右） 
 
 
 
 
 

第 10 消火活動 

１ 放射線危険区域への入域 

消火活動に入る前にもう一度以下のことを確認 
⑴ 放射性物質の位置、数量その形態 
⑵ 進入・退出経路 
⑶ 放射線管理要員の同行 
⑷ 防護服、呼吸器等の装備品、個人警報線量計の着装等 
⑸ 十分な被ばく管理のもとに実施 
⑹ その他危険物等の所在 

 
２ 部署位置の決定 

⑴ 風上、高所に部署（放射性物質の放出・飛散、消火残水によ

る汚染防止） 
⑵ 遮へい効果を有するコンクリート施設、現場にある資機材を

活用（中性子線、γ線等の透過力の大きい放射線による被ばく

のおそれがある場合） 

 
３ 放射性物質の飛散防止等 

⑴ 管理区域内等への注水は、放射性物質の飛散を招くおそれが

あるため、極力、直接の注水を避ける。 
⑵ 火災状況から止むを得ず注水する場合は、噴霧注水等で行

い、棒状注水を極力避け、必要最小限の水量で行う。 
⑶ 放射性物質等を含んでいる水は、極力、隊員に水が掛からな

いようにする。 
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４ 消火残水による汚染への配慮 

⑴ 消火活動に伴う消火残水は、放射性物質等で汚染されている

可能性があるため、排水経路に留意する。施設の場合は、極力、

施設側の放射性廃棄物の処理系統に流れる様にすることが望

ましい。 
⑵ （同右） 

 
 

５ 関係施設（管理区域）や輸送容器の周辺の火災に対する活動方

針  

（同右） 

 
６ その他の活動 

⑴ 残火処理 

 （同右） 

 

⑵ 原因調査 

① （同右） 

 

⑷ 開口部の破壊は、汚染拡大のおそれがあることに留意する。 
⑸ 水を使用しない消火方法についても考慮する。 

 
 
 

４ 消火残水による汚染への配慮 

⑴ 消火活動に伴う消火残水は、放射性物質等で汚染されている

可能性があるため、排水経路に留意する。施設の場合は、極力、

施設側の放射性管理排水系統に流れる様にすることが望まし

い。 
⑵ 消火残水が汚染されていると疑われるときは、土のう、防水

シート等で汚染拡大の防止に努めること。 

 
５ 関係施設（管理区域）や輸送容器の周辺の火災に対する活動方

針  

関係施設（管理区域）や輸送容器周辺の火災の場合は、当該施

設や輸送容器への延焼防止を主眼とした活動を行うこと。 
６ その他の活動 

⑴ 残火処理 

① 放射線測定を実施しながら短時間で行う。 

② 必要以外に触れないなど、汚染防止を図る。 

⑵ 原因調査 

① 焼損箇所によっては、汚染や被ばくのおそれがあることか

ら、事業者側責任者等の協力を得て、放射線を測定し、安全

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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② 調査終了後は、身体汚染の有無を確認する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を確認のうえ調査を行う。 

② 調査終了後は、汚染の有無を確認する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

記載の適正化 
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第 11 救助活動 

１ 放射線危険区域への入域 

（同右） 

 

 

 

 

 

 
 

２ 部署位置の決定 

（同右） 

 

 

 

 
 

３ 救助活動方針 

⑴ （同右） 

 
⑵ 十分な防護装備・被ばく管理のもとに実施する。 
⑶ （同右） 

 
 

第 11 救助活動 

１ 放射線危険区域への入域 

救助活動に入る前にもう一度以下のことを確認 
⑴ 放射性物質の位置、数量その形態 
⑵ 進入・退出経路 
⑶ 放射線管理要員の同行 
⑷ 防護服、呼吸保護具等の装備品、個人警報線量計の着装等 
⑸ 十分な被ばく管理のもとに実施 
⑹ その他危険物等の所在 

 
２ 部署位置の決定 

⑴ 風上、高所に部署（放射性物質の放出・飛散、消火残水によ

る汚染防止）すること。 
⑵ 遮へい効果を有するコンクリート施設、現場にある資機材を

活用（中性子線、γ線等の透過力の大きい放射線による被ばく

のおそれがある場合）すること。 

 
３ 救助活動方針 

⑴ 救助活動は、隊員の安全確保を図った上、要救助者を安全、

確実かつ迅速に救出することを第一とする。 
⑵ 十分な被ばく管理（防護装備の着装）のもとに実施する。 
⑶ 放射線被ばくを極力低減するため、活動時間をできるだけ短

くする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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⑷ （同右） 

 
⑸ （同右） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ 事業者側責任者等から救助場所の状況を十分に聴取し、隊員

に対し要救助者の状況及び救出方法等を徹底する。 
⑸ 放射線危険区域内での救助活動は、救出方法や救出に要する

時間が通常の救助活動とは異なることに留意する（例 救出ロ

ープ等の摩擦による防護服の破損）。 
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危険区域

要救助者

汚染検査

準危険区域

汚染拡大防止措置

除 染
（脱衣・拭き取り・

シャワー）

汚染あり 汚染なし 汚染あり 汚染なし

除 染
（脱衣・拭き取り・

シャワー）
３
回
を
限
度

汚
染
有
り

汚染なし

汚染拡大防止措置

汚染あり

３
回
を
限
度

汚
染
有
り

汚染なし

関係医療機関又は救護所・避難所

消防警戒区域

汚染あり

要救助者の周囲の空間線量率測定

重 症

極めて高度な汚染
若しくは

放射線源の保持

異常あり

異常なし

異常なし又は軽症 中等症

傷病者への接触医学的トリアージ

除 染
（脱衣・拭き取り）

汚染検査

汚染あり

汚染なし

汚染あり 汚染なし

迅速な汚染検査

汚染拡大防止措置

汚染検査汚染検査

汚染検査

※２ ※２ ※２

※１ ※１

※３

※５ ※５ ※５ ※５

※１

※４

第 12 傷病者の汚染検査・除染措置 

 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 

【現場でのトリアージ フローチャート】 

 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 12 傷病者の汚染検査・除染措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【現場でのトリアージ フローチャート】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 救命を主眼に、汚染検査を実施する前に医学的トリアージを実

施し、傷病者の容体に応じた汚染検査、除染活動を実施する。 
② 重症の傷病者については、救命を優先させるため、必要最低限

の汚染拡大防止措置等を行い、直ちに医療機関への搬送等を行

う。 
③ 中等症、軽症の傷病者については、汚染検査、除染を実施した

後に医療機関への搬送を行う。この場合、汚染検査、除染の手順は

同じであるが、搬送の優先順位は中等症の傷病者が優先される。 
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（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 放射性物質による汚染と安全管理 

⑴ 放射性物質による汚染 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１ 汚染検査については、資料編「汚染検査手順例」を参照す

ること。 
※２ 除染については、原則自力で実施させ、脱衣、次に拭き取

りを優先する。 
なお、脱衣（衣服の切断等）、シャワーで補助が必要な場合

は除染隊員が実施する。 
※３ 重症の傷病者は、救命を優先するため、特に緊急を要する

場合は、直ちに汚染拡大防止措置（脱衣・パッケージの実施

等）を実施し、搬送する。 
※４ 以下のいずれかの場合 

① 搬送手段（救急車、ヘリ等）への傷病者の収容又は現発

までに時間を要する場合 
② 現場に医師がいる場合や医療機関との連絡体制が確立

されている場合で、医師の指示があった場合 
※５ 汚染を伴う傷病者の搬送については、搬送先の医療機関

の受入れ体制が整っていることが必要となるため、各地域

の医療機関体制の把握に努める。 
 

１ 放射性物質による汚染と安全管理 

⑴ 放射性物質による汚染 

① 体表面汚染 

体や装備の表面に放射性物質が付着している状態 

② 内部汚染（除染は医療機関において実施） 

体内に放射性物質を取り込んでいる状態 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内部汚染の経路】 

① 吸入摂取 → 気道から 
② 経口摂取 → 消化管から 
③ 創傷摂取 → 創傷部から 
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⑵ 安全管理 

① 活動環境の把握等 

放射性物質（放射線）の種類、強さ（空間線量率、放射能）

に適したサーベイメータを用いて活動環境の放射線状況の

把握を行うこと。 

ア 空間の γ(Ｘ)線や中性子線に対しては線量率（単位

時間当たりの放射線の量）を測定すること。 

イ α、β 線表面汚染に対しては、計数率（測定器に単

位時間当たり計測される数）を測定すること。 

ウ ア、イの測定結果から空間線量率や汚染に基づく放射

線危険区域等を設定すること。 

エ 除染は、準危険区域内の空間線量率の低い場所で実施

し、設定した除染区域の汚染検査を適時実施すること。 

② 除染活動時における放射線防護措置 

ア 防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、サーベイメータ

等を装備すること。 

イ 個人警報線量計の警報発報、サーベイメータの値が急上

昇したとき等の緊急時の対応要領を隊員に周知徹底する

こと。 
ウ 「被ばく線量限度」と「個人警報線量計警報設定値」

を厳守すること（表１-３参照）。 

  なお、通常の消防活動では、活動内容等に応じ専門

家の助言に基づいて被ばく線量の上限及び警報設定値

を決定し、不要な被ばくを避けること。 

⑵ 安全管理 

① 活動環境の把握等 

放射性物質の種類、放射線の種類、強さ（測定範囲）、放

射線の種類に応じた放射線測定器（サーベイメータ）による

放射線強度等の把握を行うこと。 

ア 空間の γ(Ｘ)線や中性子線に対しては線量率（単位

時間当たりの放射線の量）を測定すること。 

イ α、β 線表面汚染に対しては、計数率（測定器に単

位時間当たり計測される数）を測定すること。 

ウ ア、イの測定結果から線量率や汚染に基づく放射線

危険区域等を設定すること。 

エ 除染は、準危険区域で実施し、設定した除染区域の

環境も測定すること。 

② 除染活動時における放射線防護措置 

ア 防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、放射線測定器（サ

ーベイメータ）等を装備すること。 

イ 個人警報線量計の警報発報、放射線測定器の値が急上昇

したとき等の緊急時の対応要領を隊員に周知徹底するこ

と。 

ウ 「被ばく線量限度」と「個人警報線量計警報設定値」

を厳守すること（表１-３参照）。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

用語整理 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

記載の適正化 

 

 

用語整理 

 

用語整理 

 

 

 

 

警報設定値の決定方

法を追記 
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エ （同右） 
 

オ （同右） 

 

 
【除染活動時における留意事項】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 活動に従事した出動隊及び隊員の記録は、所定の様式に

より作成し保存すること。 

オ 消防活動において、被ばく又は汚染のあった者は、専門

家等と協議し必要に応じ健康診断を実施すること。 

 
【除染活動時における留意事項】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 体表面汚染防止 

① （同右） 

② （同右） 

⑵ 内部被ばく汚染防止 

① 呼吸保護具の着装を確認する。 

② 放射性物質が付着している、又はその可能性がある場合に

は、脱衣等による放射性物質の飛散に留意する。 

⑶ 外部被ばく防止 

① （同右） 

② 活動環境における空間線量率を把握し、できるだけ空間線

量率の低い場所で除染活動を行う。 

 

 

⑷ その他 

（同右） 

 

⑴ 体表面汚染防止 

① 皮膚を露出させないようにする。 

② 付着した放射性物質の汚染拡大に留意する。 

⑵ 内部汚染防止 

① 呼吸保護具着装の再度確認する。 

② 特にα核種が付着している、又はその可能性がある場合に

は、脱衣等による放射性物質の飛散に留意する。 

⑶ 外部被ばく防止 

① 個人警報線量計の着装を確認する。 

② 付着している放射性物質からの放射線による被ばくに留意

する。 

特に金属片であった場合、非常に高い放射線量の可能性があ

るので留意する。 

⑷ その他 

放射性物質の化学形態による毒性や他の有害物質を含んでい

ないか留意する。 
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（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（再掲）表１-３ 被ばく線量限度等、個人警報線量計警報設定値 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーベイメータ 

サーベイメータ 
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２ 汚染検査 

⑴ （同右） 
 
 
 
 

⑵ 汚染検査所を設置し、汚染検査を実施すること。 

※ （同右） 
 
※ 現場に関係者がいない場合は、空間線量率の測定値がバ

ックグラウンドレベルであり、かつ、周辺状況（風上、

高所、遮へい物の外側等）や関係者からの情報等を踏ま

え、現場指揮者が安全で正しい測定が可能と判断した場

所のうち、汚染拡大防止措置の観点から活動導線及び必

要なスペースを確保できる場所に設置する。 

 
（同右） 

 
⑶ 汚染検査は、表面汚染検査用サーベイメータ を使用して測

定する。測定対象がβ線の場合は、検出器の汚染を防止するた

め、ビニール袋等で測定器を包み、被検者の体表面又は衣服の

表面から１cm 程度の距離で測定を実施する。測定対象がα線

の場合は、α線が容易に遮へいされ正確な測定が行えないこと

から、検出面を汚染させない範囲で可能な限り距離を縮めて測

２ 汚染検査 

⑴ 準危険区域から退出する際は、汚染検査を行う。 

汚染検査は、可能な限り、事業者側の放射線管理要員に実施

してもらう。 
なお、施設関係者等による汚染検査が出来ない場合は、消防

隊員が汚染検査を実施する。 
⑵ 汚染検査所を設置し、汚染検査を実施すること。 

※ 汚染検査所は、現場に関係者がいる場合、関係者の情報

を得て協議の上、設置する。 
※ 現場に関係者がいない場合は、空間線量率の測定値がバ

ックグラウンドレベルと同程度であり、かつ、周辺状況

（風上、高所、遮へい物の外側等）や関係者からの情報

等を踏まえ、現場指揮者が安全であると判断した場所の

うち、汚染拡防止措置の観点から活動導線及び必要なス

ペースを確保できる場所に設置する。 

 
 
 

⑶ 汚染検査は、表面汚染検査用サーベイメーターを使用して測

定する。測定は、検出器の汚染を防止するため、被検者の体表

面又は衣服の表面から１cm 程度の距離を設けるとともに、ビ

ニール袋等で測定器を包み実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

脱字 

 

 

 

 

記載の適正化 
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定を行い、検出器の養生は行わない。なお、汚染検査中は、検

出面が汚染されていないことを適宜確認する。 

⑷ 汚染検査所は、最後の「関所」であるため、慎重かつ正確に

汚染検査を行う。 

※ （同右） 

 

⑸ （同右） 

 

 

 

 

 

 

削除 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

⑷ 汚染検査所は、最後の「関所」である。仮に時間を要しても

十分確信が持てるまで検査を行う。 

※ 汚染に気付かず、一度準危険区域から外に出た場合に

は、汚染の発見が非常に困難となる。 

⑸ 汚染検査が終了し、準危険区域を退出するまでは、原則、飲

食・喫煙は禁止である。ただし、熱中症、脱水症状の予防のた

めにやむを得ない場合は、現場指揮者の指示のもと、内部被ば

くに留意して水分補給をすることができる。 

※ やむを得ず水分補給を行った場合は、内部被ばく検査の

必要性について専門家等に相談をすること。 

 

【汚染検査室の例】 

 
 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染検査所の説明で

あり、汚染検査所とは

別であるため削除 
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３ 除染を行う場合の判断基準 

（同右） 
 
ただし、体表面スクリーニングにおいて、専門家や放射線管理

者等の助言が得られない場合は、避難者や資機材等の除染を要す

る基準として、β線 40,000cpm（β線の入射窓面積が 20 ㎠の検

出器を利用した場合の計数率）を目安とする。 

  
【留意点】 

⑴ β線 40,000cpmを目安とする場合、以下の点に留意する。 
  ① （同右） 

 

 

 

 

 

 ② （同右） 

 

 

 

 
⑵ （同右） 
 
 

３ 除染を行う場合の判断基準 

汚染検査において除染を行うか否かを判断するための基準に

ついては、原則として、専門家や放射線管理者等の助言に基づく

ものとする。 
ただし、体表面スクリーニングにおいて、専門家や放射線管理

者等の助言が得られない場合は、避難者や資機材等の除染を要す

る基準として 13,000cpmを目安とする。 

  
【留意点】 

⑴ 13,000cpmを目安とする場合、以下の点に留意する。 
① 放射性物質が拡散する広域的な災害においては、多数の

人々に対して迅速な除染を実施する必要があることから、当

該基準値を適用することが望ましい。しかし、当該基準値は

比較的高い数値であるため、災害の規模、被検者の人数等に

よっては、基準値を下回っていても、除染を行うことが望ま

しい。 
② 傷病者に対する汚染検査において、基準値を超える場合で

あっても、重症な傷病者等については、救命を優先して汚染

拡大防止措置など限定的な措置に留め搬送する場合がある。

この様な場合においては、医療機関と連携し、医師等からの

指示に基づいて行うことが必要である。 
⑵ 原子力緊急事態の場合は、原子力災害対策指針に基づく判断

基準が適用される。 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針

との整合性 P75 ⑤避

難退域時検査及び簡

易除染 
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【（参考）原子力災害対策指針 OIL4 抜粋】 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ （同右） 
 

 
 

４ 除染 

⑴ 除染の原則 

① （同右） 

 
 
 
② （同右） 
 
③ （同右） 

【（参考）原子力災害対策指針 OIL4 抜粋】 

 

⑶ 災害の状況によって、汚染検査に時間を要する場合は、汚染

検査前に脱衣することで被ばくの低減を図ることができるこ

と。 

 
４ 除染 

⑴ 除染の原則 

① 原子力施設等における除染及び汚染拡大防止措置につい

ては、原子力事業者等が行うことを原則とする。 
なお、消防機関において実施する場合には、関係機関と十

分連携をとる必要がある。 
② 除染は、脱衣、ガーゼ等での拭き取り、洗い流しの順位で

実施する。 
③ 被災者の身体表面に汚染が確認された場合の措置として

は、放射性物質をできるだけ早く除去（除染）し、汚染が他
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⑵ 活動の原則 

① 傷病者の除染 
（同右） 
 
 
 

ア （同右） 
 
イ （同右） 
ウ （同右） 
 
エ 脱衣、拭き取り及び洗浄（シャワー等）の際は、傷病者

に呼吸保護具を着装させるなど内部被ばくの防止、体表面

汚染の拡大に留意する（シャワーはできる限りぬるま湯を

使用し、シャワー後は体温管理に留意する）。 
※ （同右） 
 
 

の部位に広がらないようにするとともに、体内に入らないよ

う留意すること。特に、汚染部位に創傷がある時は、優先的

に速やかに除染する必要がある。 
④ 除染所を設置し、除染を実施する。 

※ 汚染検査所と同様の場所に設置する。 
 

⑵ 活動の原則 

① 傷病者の除染 

 
 
 
 

ア 創傷部位に汚染が確認された傷病者を優先的に除染す

る。 
イ 脱衣時には、汚染のある箇所を内側にして脱がせる。 
ウ 脱衣した衣服等についてはビニール袋等に入れ、氏名・

時間等を明記し、準危険区域内に保管する。 
エ 脱衣、拭き取り及び洗浄（シャワー等）の際は、傷病者

に呼吸保護具を着装させるなど内部汚染の防止、体表面汚

染の拡大に留意する（シャワーはできる限りぬるま湯を使

用し、シャワー後は体温管理に留意する）。 
※ 水を使用すると毛孔が閉じて、放射性物質をその中

に閉じ込めてしまうことがある。また、熱湯は毛細血

管を拡張させ、その部分の血流が増すことで毛孔が開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

【傷病者対処における優先順位】 

１．救命処置 
２．除染措置 
３．その他の救急処置 
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    ② （同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑶ 除染の要領 

① （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

くため、皮膚を通じて放射性物質が吸収されるおそれ

を高める可能性がある。 

② 重篤な傷病者の除染 

重症な傷病者は、救命を優先するため、特に緊急を要する

場合は、直ちに汚染拡大防止措置（脱衣・パッケージングの

実施（毛布等で傷病者を覆う等））を実施し搬送する。ただ

し、現場に医師がいる場合や医療機関との連絡体制が確立さ

れている場合、医師の指示のもと除染等の措置を実施する。 
なお、汚染を伴う傷病者の搬送については、搬送先の医療

機関の受入れ体制が整っていることが必要となるため、各地

域の医療機関体制の把握に努めること。 
⑶ 除染の要領 

① 脱衣 

ア 脱衣による除染効果 

全身に汚染がある場合でも、衣服を脱がす（場合によ

り、ハサミ等で切り取ることも含む）ことで約 60～90％

（季節による衣服の違いから）の汚染を除去することが

できる。 

イ 除染の対象 

被汚染者全員 

ウ 脱衣の方法 

脱衣方法は大きく分けて、被汚染者が自力で脱衣する

方法（以下「自力による脱衣」という）と消防隊員によ

って脱衣する方法（以下「除染隊員による脱衣」という）

がある。 
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【除染隊員等の活動時における留意事項】 

（同右） 
 

 

 

 

 

【除染の手順】 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 自力による脱衣 

（同右） 

 

 

 

【除染隊員等の活動時における留意事項】 

 

 

 

 

 

 

【除染の手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 自力による脱衣 

【対象】自力歩行が可能で自力で脱衣ができる者 

①  脱衣の必要性について被汚染者に周知する（説明の仕方

をあらかじめ決めておく）。 

② 衣類の表面に皮膚を触れさせないように脱衣させる。 

 

 

 

１．化学防護服等を着装して要救助者に接する場合、ホワイトボード

等を活用するなど意思伝達手段に考慮すること。 
２．要救助者のプライバシーの保護及び精神的ケアに細心の注意を図

ること。 
３．活動終了後、汚染がないことが確認されるまでは、飲食、喫煙は

避けること。 
 

１．汚染検査 
２．脱衣 
３．各部位の除染（資料編「各部位の除染」参照） 

⑴ 創傷部 
⑵ 手（汚染した手で汚染を拡大させないため） 
⑶ 頭髪、頭部 
⑷ 顔面（眼、鼻、口、耳） 
⑸ 腕、体部等 

４．各部位の除染後の再検査 
※ 各部位の除染については、関係機関と連携し実施する

ものとする。 

 

 

原 
 

則 
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⑸ 除染隊員による脱衣 

【対象１】（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象２】（同右） 

 

 

 

 

 

※ 脱衣が困難な場合は、衣服を切断する方法も考慮する。 

③ 被除染者用簡易服を着用させる、又は毛布等で覆う。 

④ 脱衣した衣服等についてはビニール袋等に入れ、氏名・時

間等を明記し準危険区域内に保管する。 

 

⑸ 除染隊員による脱衣 

【対象１】自力歩行可能な子供や老人、パニック症状の者など

意識があっても自力では脱衣が困難と考えられる者 

① 脱衣の必要性について被汚染者に周知する。 

② 上着のボタン（ファスナー）を外す。 

③ 脱がせにくい衣服を着用している場合は衣服を切断する。 

④ 靴を脱がせ清潔な布等の上に乗せる。 

⑤ ズボン等を脱がせる。 

⑥ 脱衣した衣服等についてはビニール袋等に入れ、氏名・時

間等を明記し準危険区域内に保管する。 

⑦ 衣服を脱がせ終わったら被除染者用簡易服、サンダル等を

着用させる。 

 

【対象２】自力歩行が不可能で担架などで搬送を要する者 

① 脱衣の必要性について被汚染者に周知する。 

② 「洗浄」に移行する被汚染者の場合は除染用担架（水は

けの良い担架等 例えばバックボード）の上に乗せる。 

③ 被汚染者の衣服を切断する。 

④ 衣服の表面が皮膚に付かないように先端の丸いハサミを
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使用して衣服を切断し、脱衣ごとに除染に必要な用具（ハサ

ミ等）、手袋等適宜交換するなどして二次的汚染を避ける。 

⑤ 脱衣した衣服等についてはビニール袋等に入れ、氏名・時

間等を明記し準危険区域内に保管する。 

⑥ 脱衣後、清潔な担架に乗せ替える。 

⑦ 必要に応じて被汚染者を毛布等で覆う。 
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【自力による脱衣時の留意事項】 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【除染隊員による脱衣時の留意事項】 

（同右） 
 
 
 
 
 

【汚染物の保管場所における留意事項】 

（同右） 
 

 

 

【自力による脱衣時の留意事項】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【除染隊員による脱衣時の留意事項】 

 
 
 
 
 
 

【汚染物の保管場所における留意事項】 

 

 

 

 

汚染した資機材及び被汚染者の衣類等は、準危険区域内の一箇所

に集中管理し、必要により監視人をおくとともに、警戒ロープ、標

識を掲出して、紛失、移動による二次汚染の防止に努める。 

１．除染隊員は被汚染者に対して脱衣方法を分かりやすく周知させ

る必要がある。 
２．脱衣させる前に被汚染者の手を洗浄し、使い捨てゴム手袋を装

着させ脱衣させることで汚染拡大防止になる。 
また、使い終わったゴム手袋については専用のビニール袋等に

入れ廃棄する。 
３．災害発生に備えて多数の衣服（浴衣等）を保有している事業所

等と事前に協議する等発災時の対応を考慮しておく。 
４．男女別の除染用テントを用意するとプライバシーが保護できる。 
５．衣服などを入れるビニール袋にあっては、できれば二重に使用

する。 

１．できるだけ装身具は取り除く。ただし、ネックレス、ピアスな

ど時間がかかる場合はこの限りでない。 
２．上着とズボンの切断作業はできるだけ隊員２人以上で実施し、

１人が上着、もう１人がズボンと同時に作業する。 
３．ハサミは複数用意する。 
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⑹ 衣服の切断方法 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ズボンの切断（例）】 

 
 （同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑹ 衣服の切断方法 

原則として自力歩行不能で担架で搬送し、かつ、脱衣させに

くい衣服を着用しているか又は衣服に大量の汚染が付着して

いる被汚染者にあっては、二次汚染を考慮して除染隊員により

衣服の切断を行う。 

また、衣服の表面が皮膚に付かないように先端の丸いハサミ

を使用して衣服を切断し、脱衣ごとに除染に必要な用具（ハサ

ミ等）、手袋等を拭う又は交換して二次的汚染を避ける。 

 
 

【ズボンの切断（例）】 
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【上着の切断（例）】 

＜ファスナー・ボタン付き＞ 

 
 （同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ファスナー・ボタンなし（セーターなど）＞ 

 
 （同右） 

【上着の切断（例）】 

＜ファスナー・ボタン付き＞ 

 
 

＜ファスナー・ボタンなし（セーターなど）＞ 
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第 13 救急活動 

（同右） 

 
 

１ 救急活動の原則 

⑴ （同右） 
 

⑵ （同右） 

⑶ （同右） 

 
 
 
 
 

 

２ 情報収集 

⑴ （同右） 

 
⑵ （同右） 

 
⑶ （同右） 

 
 
 

第 13 救急活動 

放射性物質による汚染のおそれのある場合、以下の事項に留意し、活

動する。 

 
１ 救急活動の原則 

⑴ 傷病者の救命を主眼として傷病者の観察及び必要な応急処

置を実施し、速やかに適応医療機関に搬送する。 

⑵ 被ばく状況、汚染状況を聞き取り等により実施する。 

⑶ 二次汚染を防止し、汚染の拡大を防ぐため、簡易防護服、呼

吸保護具（全面マスク、防じんマスク、サージカルマスク）、「ゴ

ム手袋（ディスポ式）」（以下「ゴム手袋」という）等を着用す

る。 

※ 除染が完了した傷病者の搬送等のみが想定される場合は、

全面マスク等の特段の放射線防護装備は必要としない。 

 

２ 情報収集 

⑴ 事業者側の放射線管理要員、医療担当者に聞き取りを行い、

災害発生状況及び傷病者に関する情報を収集する。 
⑵ 負傷状況、全身状態、負傷者の処置に関する情報 

応急医療処置、創傷部の処置、脱衣や除染を行ったかどうか。 
⑶ 被ばく、汚染状況に関する情報 

① 外部被ばくの程度、体表面汚染の有無（情報が確定できな

いときは、汚染があるとして対応） 
② 内部被ばくの有無 
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３ 安全確保 

⑴ （同右） 

 
 

 

 

⑵ （同右） 

 
⑶ （同右） 
 

⑷ （同右） 
 

 

４ 救急搬送時の汚染拡大防止措置  

⑴ 汚染拡大防止措置の原則 

傷病者を医療機関へ搬送する際、汚染を伴う傷病者について

は、救急隊員及び同乗者並びに救急車両等に対する二次汚染を

防ぐため、傷病者の汚染拡大防止措置が必要となる。汚染拡大

防止措置は、傷病者の状態等により除染活動に十分な時間が掛

けられない場合や、汚染箇所の見落とし等も考慮し、行うこと

が必要である。 

③ 放射性物質の種類（核種）、放射線の種類（α線・β線・

γ線・Ｘ線・中性子線） 

 
３ 安全確保 

⑴ 簡易防護服、呼吸保護具（全面マスク、防じんマスク、サー

ジカルマスク）、ゴム手袋等を着用し、二次汚染に注意するこ

と。  

※ 除染が完了した傷病者の搬送等のみが想定される場合は、

全面マスク等の特段の放射線防護装備は必要としない。 

⑵ ゴム手袋は、２枚重ねて着用すること。１枚目の手袋の裾を

取れないようにテープで留め、２枚目を頻回に交換する。 

⑶ 事業者側の放射線管理要員による放射線の測定結果（空間線

量率及び汚染状況等）を確認する。 

⑷ 不測の放射線量上昇の場合に備え、迅速に退避等を行えるよ

うにしておく。 

 

４ 救急搬送時の汚染拡大防止措置  

⑴ 汚染拡大防止措置の原則 

傷病者を医療機関へ搬送する際、汚染を伴う傷病者について

は、救急隊員及び同乗者並びに救急車両等に対する二次汚染を

防ぐため、傷病者の汚染拡大防止措置が必要となる。汚染拡大

防止措置は、傷病者の状態等により除染活動に十分な時間が掛

けられない場合や、汚染箇所の見落とし等も考慮し、行うこと

が必要である。 
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ただし、施設関係者等からの報告等により放射性物質の体内

への取り込みがないことが明確で、脱衣及び除染が実施される

など、汚染が認められないと判断できた場合は、通常の対応と

する。 

一方、救急車両等の養生の目的は、車両等への汚染を防ぐこ

とにある。養生することにより除染等の労力を軽減し、次回の

出動に際し迅速な対応を促すことを目的としている。 

また、処置中の安全を適宜確認し、搬送後には搬送要員及び

搬送車両等の汚染測定を実施する。 

⑵ 傷病者の汚染拡大防止措置等 

① （同右） 
 

② （同右） 

 
 

③ 汚染が認められた部位はガーゼ等で覆い、汚染が複数箇所

または全身の広範囲に汚染がある場合は、全身をシーツ等で

包み、担架に固定する。傷病者の過度の発汗や不快感を避け

るため、原則としてポリエチレンシート等で覆わないこと

（傷病者の救命を主眼とし、過剰な防護は行わないこと）。 

④ （同右） 
 

⑤ （同右） 
 

ただし、施設関係者等からの報告等により内部汚染がないこ

とが明確で、脱衣及び除染が実施されるなど、汚染が認められ

ないと判断できた場合は、通常の対応とする。 

 

一方、救急車両等の養生の目的は、車両等への汚染を防ぐこ

とにある。養生することにより除染等の労力を軽減し、次回の

出動に際し迅速な対応を促すことを目的としている。 

また、処置中の安全を適宜確認し、搬送後には搬送要員及び

搬送車両等の汚染測定を実施する。 

⑵ 傷病者の汚染拡大防止措置等 

① 担架又はストレッチャーにあらかじめポリエチレンシー

ト等を敷き、その上に傷病者を寝かせる。 

② 放射性粉じんを吸い込まないように、傷病者に呼吸保護具

（隊員、傷病者ともに）を着装する。傷病者に酸素投与が必

要な場合は、酸素マスクの使用を優先させる。 

③ 汚染が認められた部位は、ガーゼ等で覆い、更に体全体を

シーツ等で包み、担架に固定する。傷病者の過度の発汗や不

快感を避けるため、原則としてポリエチレンシート等で覆わ

ないこと（傷病者の救命を主眼とし、過剰な防護は行わない

こと）。 

④ 脈拍、血圧の測定又は静脈路確保に備える場合は、片方の

腕をシーツ等から出しておく。 

⑤ 搬送中も通常の傷病者と同様な処置を行う（バイタル確認

など）。 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染部位に対する処

置方法の修正 
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⑥ （同右） 

⑦ 嘔吐物や喀痰等の体内からの排泄物を回収するためのビ

ニール袋等を準備する（内部被ばく等の検査のために必ず回

収すること）。 

⑧ （同右） 
 

⑨ （同右） 
 

⑶ （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 傷病者の精神状態もケアする（積極的な声かけ等）。 

⑦ 嘔吐物や喀痰等の体内からの排泄物を回収するためのビ

ニール袋等を準備する（内部汚染等の検査のために必ず回収

すること）。 

⑧ 汚染物（ガーゼ、包帯、使用した器具など）を入れるため

のビニール袋等を用意する（※⑦のものとは区別する）。 

⑨ 搬送後、傷病者の引き渡しに際しては、傷病者の容態、被

ばく及び汚染状況について、確実に報告する。 

⑶ 隊員に対する汚染防止措置 

① 汚染を伴う傷病者の処置をする者は、簡易防護服、呼吸保

護具、個人警報線量計、ゴム手袋等を着装する。 

② ゴム手袋は、２枚重ねて着用すること。１枚目の手袋の裾

をテープで取れないように留め、２枚目を頻回に交換する。 

③ 汚染を伴う傷病者の直接処置に当たる者とその他の者を

区別する。 

④ 汚染検査が終了し、準危険区域を退出するまでは、原則、

飲食・喫煙は禁止とする。 

ただし、熱中症、脱水症状の予防のためにやむを得ない場

合は、現場指揮者の指示のもと、内部被ばくに留意して水分

補給をすることができる。 

※ やむを得ず水分補給を行った場合は、内部被ばく検査の

必要性について専門家等に相談すること。 

⑤ 避難所からの救急要請に対し、実際には汚染がないにも関

わらず、救急隊員が過剰な防護装備で出動したことによって

 

 

用語整理 
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【傷病者・隊員等の汚染拡大防止措置（例）】（八幡浜地区消防本部提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 除染が完了した傷病者の搬送等のみが想定される場合は、全面

マスク等の特段の放射線防護装備は必要としない。 

傷病者やその周辺の一般住民に汚染を疑わせる等の精神的

影響を及ぼした事例があるため、防護装備は、実態に即した

適切なものを選択すること。 

 
【傷病者・隊員等の汚染拡大防止措置（例）】（八幡浜地区消防本部提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 除染が完了した傷病者の搬送等のみが想定される場合は、全面

マスク等の特段の放射線防護装備は必要としない。 

 

 

 

 

 

 

 

救急搬送時の写真と

して、全面マスクでは

なく防じんマスク

（N95マスク）のもの

を御提供いただけな

いか、相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易防護服（個人警報線量計着装） 呼吸保護具 

ゴム手袋 

放射線管理要員

傷病者は毛布又はシーツ等で覆う 
担架はポリエチレンシ 

ート等で覆う 

簡易防護服（個人警報線量計着装） 呼吸保護具 

ゴム手袋 

放射線管理要員

傷病者は毛布又はシーツ等で覆う 
担架はポリエチレンシ 

ート等で覆う 
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⑷ 留意事項 

除染措置よりも人命を優先する必要がある場合など、緊急性

が高い場合には、以下の事項に留意した上で、傷病者の汚染拡

大防止措置を行う。 
① 外部被ばく対策 

ア 個人警報線量計を着装し、被ばく線量の管理を図る。 

イ NaIシンチレーションサーベイメータ又は電離箱式サー

ベイメータによる空間線量率計の測定値で周辺で活動す

る隊員の外部被ばく線量を推定する。 

ウ 活動により被ばく線量限度を超過することが予想され

る場合は、交代要員の確保を行い、被ばく線量限度を超過

しないようにする。 

 

エ （同右） 

② 内部被ばくの防止 

ア （同右） 

 
イ （同右） 

 
 
ウ （同右） 

 
 
 

⑷ 留意事項 

除染措置を行ういとまがない場合には、傷病者の汚染拡大防

止措置を行った上で、特に以下の事項に留意する。 

 
① 外部被ばく低減化 

 

ア NaIシンチレーションサーベイメータ又は電離箱式サー

ベイメータによる空間線量率計の測定値で外部被ばく線

量を推定する。 

イ 交替要員の確保を行うなど被ばく線量の低減化を図る

ことが必要である。 

 

ウ 個人警報線量計を着装し、被ばく線量の管理を図る。 

エ 必要以上に傷病者に接近しない。 

② 内部汚染の防止 

ア 汚染拡大防止措置として傷病者を毛布等で覆うことで

放射性物質の飛散を押さえる。 
イ 放射性粉じんを吸い込まないよう隊員、傷病者共に呼吸

保護具を着装させ、傷病者に酸素投与が必要な場合は、酸

素マスクの使用を優先させる。 
ウ 汚染がないことが確認されるまで、飲食、喫煙は避ける。 

 
 
 

 

記載の適正化 

 

 

用語の適正化 

 

 

補足を追記 

 

記載の適正化 

 

 

アへ変更 

 

用語整理 
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【大量の体表面汚染を伴う傷病者処置時における留意事項】 

 

 

 

 
 

 

【大量の内部被ばくを伴う傷病者処置時における留意事項】 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

【医療機関の選定における留意事項】 

（同右） 

 

 

 

 

 

【大量の体表面汚染を伴う傷病者処置時における留意事項】 

 

 

 

 
 

 

【大量の内部汚染を伴う傷病者処置時における留意事項】 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

【医療機関の選定における留意事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

 

用語整理 

 

 

 

特別な呼吸保護具の

補足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量の内部被ばくを伴う傷病者であっても、呼気中に含まれる放

射性物質による隊員等の影響は考え難い。たとえ呼気中に含まれて

も、ほとんどが極めて微量の放射性物質や放射性ガスであるため、

このような内部被ばく汚染のみを伴う傷病者の搬送に関しては、空

気呼吸器や全面マスクといった特別な呼吸保護具は必要ないが、防

じんマスクを着用する。 
ただし、大量の内部被ばくを伴う傷病者の嘔吐物や喀痰等の体内

からの排泄物は汚染している可能性があるため、ビニール袋等に入

れ汚染拡大防止を図る必要がある。 

大量の表面汚染を伴う傷病者は、できるだけ脱衣して、通気性を

有する毛布又はシーツ等で覆い搬送するが、脱衣等の際に付着して

いた放射性物質が空気中に飛散し、隊員が吸入することにより、内

部被ばくを引き起こす可能性がある。このような場合、隊員は呼吸

保護具を着用し、内部被ばくを防ぐことが大切である。 
 

大量の表面汚染を伴う傷病者は、できるだけ脱衣して、通気性を

有する毛布又はシーツ等で覆い搬送するが、脱衣等の際に付着して

いた放射性物質が空気中に飛散し、隊員が吸入することにより、内

部汚染を引き起こす可能性がある。このような場合、隊員は呼吸保

護具を着用し、内部汚染を防ぐことが大切である。 
 

傷病者が被ばく・汚染を伴う場合には、地域防災計画に定める緊

急被ばく医療機関に搬送することを考慮する。 
原子力施設立地道府県以外の場所においては、受け入れ医療機関

の選定に時間を要する可能性があるため、医療機関の選定は早期に

行う。 

 
 

大量の内部汚染を伴う傷病者であっても、呼気中に含まれる放射

性物質による隊員等の影響は考え難い。たとえ呼気中に含まれても、

ほとんどが極めて微量の放射性ガスであるため、このような内部汚

染のみを伴う傷病者の搬送に際しては、特別な呼吸保護具の必要性

はない。 
ただし、大量の内部汚染を伴う傷病者の嘔吐物や喀痰等の体内か

らの排泄物は汚染している可能性があるため、ビニール袋等に入れ

汚染拡大防止を図る必要がある。 
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【医療機関側で必要としている情報】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 車両等の汚染防止措置 

（同右） 

 

 

 

① 搬送前の措置 

（同右） 

 

【医療機関側で必要としている情報】 

・ いつ、どこで、何が起こったか。 

・ 負傷者の数、状態、症状（重症度によって手術室の準備が必要 

かどうか） 

・ 被ばく・汚染の有無、部位、程度（特に養生が必要かどうかは

重要） 

・ 核種（特にα核種）、可溶性かどうか。 

・ 除染の有無を確認 

・ おおよその傷病者の被ばく量 

・ 病院到着予定時間 

・ 放射線管理要員が同行するかどうか 資機材を持参してくれる

のか。 

（具体的な測定器、ポリエチレンシート、ダストサンプラー等） 

・ 傷病者の仕事、家族の連絡先 

※ この全ての情報を消防が伝えるものではなく、事業者側からの情

報伝達も想定される。 

 
⑸ 車両等の汚染防止措置 

車両等の養生は、以下の点に留意し措置を行うことで、車両

等への汚染を防ぐことができる（ヘリコプターの養生も同様に

行う）。 

※ 除染が完了した傷病者の搬送等のみが想定される場合は、

特段の車内養生等は必要としない。 

① 搬送前の措置 

ア 搬送車両の運転要員には、汚染していない者を必ず充て

る。 
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② 搬送後の措置 

（同右） 

 

 
 
 
 

イ 車内の床、壁等をポリエチレンシート等で覆う。必要で

あれば片面防水シートも併せて使用する。 

ウ 汚染防止措置は床面を優先し、順次下から上へ広げてい

く。 

エ ストレッチャーの昇降機能及び傷病者固定機能を損な

わないよう留意する。 

オ 担架又はストレッチャーは、ポリエチレンシート等を敷

き、必要であれば片面防水シートも併せて使用する。その

際、滑りやすい場合は紙等を敷く。更に傷病者を包むため

シーツ等を敷いておく。 

カ 放射線に関する助言、対応のため、事業所側の放射線管

理要員等を同行させる。また、測定器等必要な資機材の携

行も依頼する。 

キ 搬送中は、放射線管理要員に、救急車内の汚染状況を確

認してもらい、処置を行う場合は、協力を受けること。 

ク 搬送車内には、放射線管理要員等以外の不必要な人員は

乗車させない。 

② 搬送後の措置 

ア 原則として、養生シートを上から順に取り除く。 

イ 隊員及び救急車等の汚染検査を行う（原則として、随行

した事業所側の放射線管理要員により、隊員及び救急車等

の汚染検査を受けること）。 

ウ 汚染が残存する場合は、拭き取り等の除染を行い、再度、

汚染の有無を確認する。 
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エ 第三者による車両及び隊員の安全宣言を行う体制を考

慮しておく。 

オ 汚染のおそれのある物は、施設側に処理を依頼する。 
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【救急車の養生と除去手順（例）】 

（双葉地方広域市町村圏組合消防本部提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【救急車の養生と除去手順（例）】 

（双葉地方広域市町村圏組合消防本部提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレッチャー、モニ

ター類の養生が見え

る写真を御提供いた

だけないか、相談 
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【ヘリコプターの養生（例）】（千葉市消防局提供） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ヘリコプターの養生（例）】（千葉市消防局提供） 
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第 14 活動隊員等の汚染検査・除染及び被ばく状況の記録等 

１ 隊員の汚染検査  

⑴ （同右） 
 
 
 

※ 同右 

 

※ 現場に関係者がいない場合は、空間線量率の測定値がバ

ックグラウンドレベルと同程度あるいは被ばく線量が通

常の消防活動の線量限度以下で管理できる場所であり、か

つ周辺状況（風上、高所、遮へい物の外側等）や関係者か

らの情報等を踏まえ、現場指揮者が安全で正しい測定が可

能と判断した場所のうち、汚染拡大防止措置の観点から活

動導線及び必要なスペースを確保できる場所に設置する。 

※ 汚染検査所は進入統制ラインの危険区域側に設定する。 

（同右） 

 
 

⑵ （同右） 
 
 
 
 

第 14 活動隊員等の汚染検査・除染及び被ばく状況の記録等 

１ 隊員の汚染検査  

⑴ 活動隊員の汚染検査所は、進入統制ラインの設定後速やかに

設置する。消防活動をより効率的に行い、緊急退避時にも確実

に汚染検査を実施できるよう、要救助者の汚染検査場所とは別

に設けること。 
※ 汚染検査所は、現場に関係者がいる場合、関係者の情報

を得て協議の上設置する。 

※ 現場に関係者がいない場合は、空間線量率の測定値がバ

ックグラウンドレベルと同程度であり、かつ周辺状況（風

上、高所、遮へい物の外側等）や関係者からの情報等を踏

まえ、現場指揮者が安全であると判断した場所のうち、汚

染拡大防止措置の観点から活動導線及び必要なスペース

を確保できる場所に設置する。 

 
 

 
 

⑵ 活動終了時又は放射線危険区域から退出する際、準危険区域

内（汚染検査所）で、できる限り事業者側の放射線管理要員に

汚染検査を実施してもらう。 
なお、消防機関において実施する場合には、関係機関と十分

連携をとる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P47侵入統制ラインと

同様 

 

記載の適正化 

 

 

設定場所の明記 
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⑶ 汚染検査は、表面汚染検査用サーベイメータを使用して測定

する。測定対象がβ線の場合は、検出器の汚染を防止するため、

ビニール袋等で測定器を包み、被検者の体表面又は衣服の表面

から１cm 程度の距離で測定を実施する。測定対象がα線の場

合は、α線が容易に遮へいされ正確な測定が行えないことか

ら、検出面を汚染させない範囲で可能な限り距離を縮めて測定

を行い、検出器の養生は行わない。なお、汚染検査中は、検出

面が汚染されていないことを適宜確認する。 
⑷ 汚染検査所は、最後の「関所」であるため、慎重かつ正確に

汚染検査を行う。また、入退域の管理を徹底する。 
※ 汚染に気付かず一度準危険区域から外に出た場合には、

汚染の発見が非常に困難である。 
⑸ （同右） 
 

※ 空気呼吸器を着装し、放射線危険区域又は準危険区域内 
へ進入する場合は、汚染検査のための空気呼吸器の残量を考

慮した活動を行うこと。 
※ 放射性物質の拡散が屋外又は広範囲に及ぶ災害では、放射

線危険区域から除染所までの間、人員の長距離輸送が必要と

なる場合がある。このような場合は、輸送時等における汚染

を軽減するため、放射線危険区域に進入する隊員は、あらか

じめ防護服を二重に着装して活動し、放射線危険区域退出時

に外側の防護衣を脱衣した後、汚染検査所まで移動し汚染検

査を実施すること。 
⑶ 汚染検査は、表面汚染検査用サーベイメータを使用して測定

する。測定にあたっては、測定器の汚染を防止するため、被検

者の体表面又は衣服の表面から１㎝程度の距離を設けるとと

もに、ビニール袋等で測定器を包み実施する。 
 
 
 

 
⑷ 汚染検査所は、最後の「関所」である。仮に時間を要しても

十分確信が持てるまで検査を行う。 
※ 汚染に気付かず一度準危険区域から外に出た場合には、

汚染の発見が非常に困難である。 
⑸ 専門家（医師等）と協議し、必要に応じ、内部被ばくスクリ

ーニング検査を実施する。汚染の環境下で活動した場合は、原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別箇所との整合性を

図るため修正 

 

 

 

 

 

別箇所との整合性を

図るため修正 
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⑹ （同右） 
 
 
 
 
 

 
 

２ 隊員の除染 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 

則、鼻スメアの検体採取を行う。 
※ 活動直後に鼻スメアなどの手法を実施する（活動直後に

検体の採取を行っておけば、必要に応じ、後で検査を行う

ことで、内部被ばく検査の必要性の判断材料に活用するこ

とができる）。 

なお、スクリーニング結果を踏まえ、必要に応じ、後日、

内部被ばく検査（ホールボディカウンターや甲状腺モニタ

等の体外計測やバイオアッセイ）を実施する。 

⑹ 汚染検査が終了し、準危険区域を退出するまでは、原則飲

食・喫煙は禁止とする。 
ただし、熱中症、脱水症状の予防のためにやむを得ない場合

は、現場指揮者の指示のもと内部被ばくに留意して水分補給を

することができる。 
※ やむを得ず、水分補給を行った場合は、内部被ばく検査

の必要性について専門家等に相談すること。 
 

２ 隊員の除染 

⑴ 放射線危険区域又は準危険区域内において活動した隊員に

あっては脱衣を行う。 
⑵ 活動中に受傷した場合には、直ちに退避し除染を行う。 
⑶ 除染は、脱衣、ガーゼ等での拭き取り、洗い流しの順位で実

施する。 
⑷ 汚染部位に創傷等があり、処置が必要な場合は、事業者側の

救急医療施設等で応急処置を受け医療機関に搬送する。 
⑸ その他汚染が認められる部位は、各部位ごとに汚染の拡大に
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３ 使用した資機材等の除染 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 被ばく時の措置 

（同右） 

 
 
 

 
５ 被ばく状況の記録 

（同右） 

 
 

６ 健康管理 

被ばくのあった者は、専門家（医師等）と協議し、必要に応じ

留意して除染する。 
 

３ 使用した資機材等の除染 

放射線危険区域及び準危険区域内で使用した車両及び資機材

については、汚染検査及び必要に応じて除染を行うこと。 
⑴ 水で湿らせたガーゼで拭き取る。 
⑵ 拭き取りだけで除染が不十分な場合には、中性洗剤等で洗い

流す。 
⑶ 早急に再使用する場合を除き、有機溶剤等は使用しない。 
⑷ 使用した資機材や廃棄物等は、ビニール袋に入れ準危険区域

内に保管し、最終処分については関係機関と協議のうえ決定す

る。 
 

４ 被ばく時の措置 

活動終了時に、個人警報線量計等で被ばくが確認されたら、事

業者側の放射線管理要員等によりその説明を受け、被ばくの結果

について、施設側から指示等が出た場合にはその指示に従って行

動すること。 
 

５ 被ばく状況の記録 

消防活動に従事した出動隊及び隊員の記録は、所定の様式によ 
り作成すること。 

 
６ 健康管理 

被ばく又は汚染のあった者は、専門家（医師等）と協議し、必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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健康診断を実施すること。 
（参考）（同右） 

 
 
 
 （同右） 

 
 
 

 

 

第 15 広報活動 

１ 周辺住民への広報のポイント 

（同右） 

 
 
 
 
 
 

 
２ 報道機関への広報要領 

（同右） 

 
 

要に応じ健康診断を実施すること。 
（参考）福島原発事故への活動後の臨時健康診断として、電離放射線障

害防止規則に規定される健康診断の項目の一部が含まれる内容で実施

された。 

 

【福島原発事故への活動後の臨時健康診断の例】 

・労働安全衛生法に定められる定期健康診断項目 

・白血球数及び白血球百分率の検査 

・メンタルヘルスチェック 

※ 長期的な健康管理の必要性については、発生した事案ごとに

その性質に応じて決められるものと考えられている。 

 

第 15 広報活動 

１ 周辺住民への広報のポイント 

⑴ 事実を伝える。 
⑵ 正確に伝える。 
⑶ 簡潔に伝える。 
⑷ 明確に伝える。 
⑸ 必要な事項は省略せずに伝える。  
⑹ あいまいな情報は慎む。 
⑺ 繰り返し行う。 

 
２ 報道機関への広報要領 

⑴ 報道機関への発表場所（プレスルーム）は、消防機関の業務

に支障をきたさないよう指揮本部等と別な場所を確保するこ

と。 
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【広報文の例】 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 努めて次回発表時刻を予告し、厳守するとともに、広報発表

の早期定時化を図る。 

⑶ 原則として広報担当者が発表するが、適時、事情に詳しい事

業者側関係者、専門家等を発表の場に同席させ、説明させる。 

⑷ プレスルーム以外での取材、広報担当者以外への取材は原則 

として行わないよう依頼し、これらの点について、発表初回時

に報道機関との間で確認をしておく。 

⑸ 国、県、市町村、輸送事業者からの発表等も考えられること

から、情報の共有等にも留意する。 

⑹ 原災法第 10条及び第 15条該当事象発生時は、オフサイトセ

ンター内又は近接場所にプレスルームが開設されるため、情報

の一元化に留意する（原子力施設、核燃料輸送における事故の

場合）。 

 

【広報文の例】 

本日午後（午前）○時○分頃、「○○施設」で事故が発

生いたしました。 
放射性物質による影響のおそれがあるため、○○の皆さ

んは、火の元を確認し、係員の指示に従って避難をして下

さい。 
また、○○地区では、念のため、建物の窓等を閉めて下

さい。 
今後のお知らせに注意して下さい。 
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【広報文の例】（避難） 

 
（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【広報文の例】（避難） 

 

 

 

 

 

 

こちらは、「広報○○」です。緊急のお知らせです。 
本日午後（午前）○時○分頃、「○○施設」で重大な事

故が発生いたしました。 
一部の地域では、放射線を防ぐため、避難が必要です。 
次の地域の皆さんは、安全な地域まで避難することとな

りました。対象地域は、「○○地区、○○地区･･･○○地区」

です。「○○地区にいる人は、○○公民館･･･に集まってく

ださい。 
その他の地域では、住民の皆さんは特別な行動をとる必

要はありません。落ち着いて、今後のお知らせや、テレビ、

ラジオの報道に注意して下さい。 
○○役場では、○○対策本部を設置し、詳しい情報の収

集に当たっています。 
状況に変化がありましたら、すぐにお知らせいたしま

す。 
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【広報文の例】（屋内退避） 

 
（同右） 

 

 

【広報文の例】（屋内退避） 

こちらは、「広報○○」です。緊急のお知らせです。 
本日午前（午後）○時○分頃、「○○施設」で重大な事

故が発生しました。 
一部の地域で、放射線を防ぐため、建物の中へ避難する

ことが必要です。 
次の地域の皆さんは、自宅などの屋内に退避して下さ

い。対象地域は、「○○地区、○○地区･･･○○地区」です。

「○○地区、○○地区･･･○○地区」の皆さんは、次の指

示があるまで、自宅などの建物の中に避難して下さい。 
○○役場では、○○対策本部を設置し、詳しい情報の収

集に当たっています。 
状況に変化がありましたら、すぐにお知らせいたしま

す。 

※「住民向け広報文作成の手引き」（平成 15年３月原子力・安全保安院

より） 
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第２節 地震災害を伴う原子力施設等における消防活動 

第１ （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 消防活動時の措置 

１．（同右） 

 

 

 

２．（同右） 

 

 

 

３．（同右） 

第２節 地震災害を伴う原子力施設等における消防活動 

第１ 被災状況の把握 
大規模地震時には、被災状況の確認、応急対応等に追われ混乱が予想

されるため、消防機関としても以下の項目に留意して、原子力施設等の

被災状況について把握することが望ましい。 

１．119番通報の受信状況から、原子力施設等の周辺地域において甚

大な被害が生じている可能性がある場合は、消防機関から専用回線

等により原子力施設等に対して被災状況の把握を行うよう努める

ことが望ましい。 

２．事態の進展を踏まえ、随時、被害状況について通報するよう通報

者に注意喚起を行うこと。 

３．消防機関は、原子力施設等の被災状況を把握するため、適時、都

道府県、市町村等の関係機関と情報交換を行い、情報収集に努める

こと。 

第２ 消防活動時の措置 

１．原子力施設等から消防機関に対して出動要請があった場合、詳細

な被災の状況及び自衛消防組織による対応状況を確認した上で、管

轄地域内における被災状況を踏まえ、出動すべき部隊決定を行う必

要があること。 
２．出動要請時には放射性物質の漏えいの可能性がないという情報が

入っても、躯体、配管、接合部等から放射性物質が漏えいしている

可能性も否定できないことから、放射線測定器、放射線防護服等を

持参し、汚染及び被ばくの可能性を考慮した措置を講じること。 
３．道路、橋りょう等の途中経路が被災し通行が困難な場合が想定さ
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４．（同右） 

 

 

 

 

５．（同右） 

 

６．放射性物質の漏えい等を伴う火災、救助又は救急事案であるか否

かを含め詳細な状況把握に努めるとともに、要請場所に至る経路の

構造的な損傷や放射性物質の漏えい等の状況についても詳細に把

握するように努めること。 

なお、必ず放射線管理要員等の同行を求めること。 

   ※ 搬送先の病院が被災している場合があるため、病院の受入れ

体制について事前に確認すること。 

７．（同右） 

 

 

８．余震により放射性物質が漏えい・拡大する場合に備え、個人警報

線量計やサーベイメータの測定値に注意し、測定値が急激に上昇し

た場合には、放射線管理要員等の指示に従い、直ちに安全な位置ま

で退避すること。また、その旨を現場指揮本部に報告し、その後の

活動について指示を受けること。 

れるので、途中経路の被災状況について、随時、通信指令室と交信

し、後続の消防隊へ情報提供するよう努めること。 

４．原子力施設等の被災状況を確認し、その状況を消防機関の通信指

令室へ報告すること。 
なお、消防機関は、被災状況に応じて、広域応援等の派遣要請を

検討し、派遣を要請する必要がある場合は市町村長（事務組合の場

合はその管理者）へその旨を要請すること。 

５．消火栓、防火水槽等の水源の健全性を確認し、使用できない場合

は、代替水源の確保を図る必要がある。 

６．放射性物質の漏えい等を伴う火災、救助又は救急事案であるか否

かを含め詳細な状況把握に努めるとともに、要請場所に至る経路の

構造的な損傷や放射性物質の漏えい等の状況についても詳細に把

握するように努めること。 

なお、必ず放射線管理要員等の同行を求めること。 

 

 

７．大規模地震発生後には、大きな余震が発生する可能性が高いこと

から、大きな余震が発生した場合は、直ちに事業者側に対して被害

状況の報告を求めること。 

８．余震により放射性物質が漏えい・拡大する場合に備え、個人警報

線量計や放射線測定器の測定値に注意し、測定値が急激に上昇した

場合には、放射線管理要員等の指示に従い、直ちに安全な位置まで

退避すること。また、その旨を現場指揮本部に報告し、その後の活

動について指示を受けること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東日本大震災の教訓

を反映 

 
 
 
 
用語整理 
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第３節 放射性物質テロ災害時における消防活動留意点 

放射性物質又は放射線を用いたテロ災害時の消防活動は、基本的に

は、原子力施設や輸送車両における災害時の消防活動に準ずるもので

ある。 
しかし、テロ災害時には、多数傷病者の発生、物質特定の困難、二

次災害の危険性などから、非常に困難な消防活動を強いられ、通常の

放射性物質災害よりも高い知識と判断力並びに統制が求められるこ

ととなる。 
また、テロ対処における現地関係機関等の基本的な連携モデルにつ

いては、平成 29年度３月に消防庁国民保護・防災部参事官付がとり

まとめた「平成 28年度救助技術の高度化等検討会報告書」を参照さ

れたい。 

ここでは、放射性物質テロ災害時における消防活動上の留意点につ

いて述べることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 放射性物質テロ災害時における消防活動留意点 

放射性物質又は放射線を用いたテロ災害時の消防活動は、基本的に

は、原子力施設や輸送車両における災害時の消防活動に準ずるもので

ある。 
しかし、テロ災害時には、多数傷病者の発生、物質特定の困難、二

次災害の危険性などから、非常に困難な消防活動を強いられ、通常の

放射性物質災害よりも高い知識と判断力並びに統制が求められるこ

ととなる。 

 
 
 
 

ここでは、放射性物質テロ災害時における消防活動上の留意点につ

いて述べることとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
記載が煩雑になるた

め、内容は記載せず報

告書の紹介にとどめ

る。 
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１ 想定されるテロの主な形態 

  ⑴ （同右） 
⑵ 線源の放置と放射性物質の拡散を組み合わせた複合的なテ

ロ、化学物質との複合的なテロ 
⑶ （同右） 
⑷ （同右） 

 
 

⑸ （同右） 

 
 

 

２ 放射性物質テロ災害における特性 

⑴ 防護措置 

放射性物質又は放射線によるテロ災害現場では、放射性物質

による汚染や放射線被ばくのおそれがある。特に、放射性物質

又は放射線の存在は五感で感じることができず、放射線測定器

が必要であり、また、放射性物質による汚染又は放射線被ばく

の危険性がある場所では、各種防護装備が必要となるなどの措

置が必要である。 
また、爆発テロなどテロ災害が疑われるような場合には、防

護服、サーベイメータ、個人警報線量計等を着装するなど、隊

員の安全を確保しつつ、放射線測定を行い、放射性物質の有無

を確認することが必要である。少しでも放射線や放射性物質の

１ 想定されるテロの主な形態 

⑴ 原子力施設を狙ったテロ 

 
 
⑵ 放射性物質輸送車両を狙ったテロ 
⑶ ダーティボム（爆発を伴う放射性物質の拡散） 

破壊、殺傷、汚染、混乱を引き起こす目的で、一定の地域に

放射性物質を拡散するように設計された爆弾 
⑷ 爆発を伴わない放射性物質の拡散 

車両、航空機からの放射性物質の散布、水源地への投げ込み

等 

 
２ 放射性物質テロ災害における特性 

⑴ 防護措置 

放射性物質又は放射線によるテロ災害現場では、放射性物質

による汚染や放射線被ばくのおそれがある。特に、放射性物質

又は放射線の存在は五感で感じることができず、放射線測定器

が必要であり、また、放射性物質による汚染又は放射線被ばく

の危険性がある場所では、各種防護装備が必要となるなどの措

置が必要である。 
また、爆発テロなどテロ災害が疑われるような場合には、防

護服、放射線測定器、個人警報線量計等を着装するなど、隊員

の安全を確保しつつ、放射線測定を行い、放射性物質の有無を

確認することが必要である。 

 
 
テロの形態を追記 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用語整理 

 
防護措置の追記 
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関与が疑われる場合は、防護措置を講ずる。 
⑵ 二次災害の防止 

（同右） 
 

⑶ テロ災害であることの把握の困難性 

（同右） 
 

⑷ 物質の特定の困難性 

（同右） 

 
 

３ 消防活動の主眼 

（同右） 

 
 

４ 留意点 

（同右） 

 

 

⑵ 二次災害の防止 

二次災害の防止に留意する必要があるため、警察関係者との

緊密な連携により、二次災害の防止を図る。 

⑶ テロ災害であることの把握の困難性 

犯行声明が出されるなどの場合を除き、発生の初期の段階で

テロであることを把握することは困難である。 
⑷ 物質の特定の困難性 

テロ発生の初期段階では、災害の概要の把握が困難であり、

原因となる放射性物質や放射線の特定が困難である。 

 
３ 消防活動の主眼 

人命救助及び二次災害の防止を主眼として、災害実態と危険性

を早期に把握し、総合的に判断して活動方針を決定する。 

 
４ 留意点 

⑴ 爆弾テロが疑われる事案であれば、NBCテロを疑い、測定資

機材、防護服等の保有部隊を出動させる。 
⑵ 消防部隊の増強準備 
⑶ NBCテロを想定した事前計画に基づいて出動体制を確保 
⑷ 関係機関との連携 

① 警察機関と緊密に連携を図るとともに、必要により、自衛

隊、保健所、医療機関、衛生部局等への情報提供を行う。 
② 消防庁、県、市町村との情報共有に努める。 
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第 4節 様式集 

 
（同右） 

 
 

 

 

第 4節 様式集 

 
放射性物質災害時における活動に関し、必要となる様式集(例)を示す。 

 
【様式例１】・・・・・通報受信時における情報収集様式 

【様式例２】・・・・・情報集約様式 

【様式例３－１】・・・部隊運用状況等 

【様式例３－２】・・・負傷者内訳 

【様式例４－１】・・・放射線測定記録票 

【様式例４－２】・・・放射線測定記録票 

（エリアモニタ・ダストモニタ等用） 

【様式例５】・・・・・出動隊活動記録票 

【様式例６】・・・・・区域設定及び検知記録票 

【様式例７】・・・・・放射線危険区域進入隊編成票 

【様式例８】・・・・・活動隊員個人被ばく管理票 

【様式例９】・・・・・放射線危険区域個人活動記録票 

【様式例 10】・・・・・放射線個人被ばく管理票（積算） 
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情報が得られていな

い場合を考慮 
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情報が得られていな

い場合を考慮 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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記載時間の短縮 
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測定器の表示を考慮 
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測定器の表示を考慮 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第２章第４節） 
新 旧 備考欄 

 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
測定器の表示を考慮 
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（同右） 
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（同右） 
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測定器の表示を考慮 
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記載時間の短縮 
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第３章 消防活動に係る事前対策 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 

 
第１ 事前調査 

１ 施設配置、立地状況等 

    施設の配置状況、消防水利、消火設備等の配置状況、消防活動

上支障が生じるおそれのある箇所、立入不可区域等の施設状況な

どについて、事業者から積極的に情報を得ておく必要がある。 
  なお、施設の配置状況等については、核物質防護の観点から留

意が必要となる情報も含まれるおそれがあることから、事前に事

業者と協議しておく必要がある。 

 
 
 
 

 
 

第３章 消防活動に係る事前対策 

原子力施設や放射性同位元素等取扱施設、放射性同位元素等輸送時に

おける災害は、放射性物質等による汚染や被ばくのおそれがある点が一

般的な災害と異なる。 
消防機関においては、原子力施設等における火災等発生時に消防活動

を有効かつ的確に行えるように、あらかじめ事業者側と十分に連絡をと

り、次の項目について把握し、施設等の実情に応じて、警防計画の作成、

火災予防査察、原子力規制事務所など関係機関との連携による自衛消防

組織（自衛消防隊）等に対する指導等を行っておく必要がある。 

 
第１ 事前調査 

１ 施設配置、立地状況等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-6 を引

用 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【原子力施設の場合】 

⑴ 法令に定める管理区域及び各施設の所在並びにそれを

示す標識の確認 

⑵ 土地の高低、消防水利、消火残水対策の状況 

⑶ 消防活動上又は避難上に有効な敷地内通路及び空地の

有効な確保状況 

⑷ 消防活動又は避難の際に障害となるものの有無 

⑸ 鍵その他閉鎖のための装置又は器具のある施設の解錠

の難易 

⑹ 危険物施設の耐震安全性確保の状況 

⑺ 大規模地震時に構造的被害を受けるおそれが低く、消防

水利として使用可能な耐震性貯水槽などの貯留水利の確

保の状況 

⑻ 原子力施設等の敷地内道路の配置状況及び消防署から

原子力施設等に至る複数の経路についても把握 

⑼ 施設の放射線遮へい効果 等 
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【放射性同位元素等取扱施設の場合】 

原子力施設の内容に加え、次の事項についても把握するこ

とが必要である。 

⑴ 放射性同位元素等使用施設の場合 

① 放射性同位元素等を使用する場合、その旨を自動表

示する装置の故障の有無（400GBqを越える密封線源又

は放射線発生装置の使用室） 

② インターロックの故障の有無及び室内からの脱出

の難易（100TBｑを越える密封線源又は放射線発生装

置の使用室） 

③ 洗浄設備、更衣設備、放射線測定器及び汚染除去に

必要な器材の状況（非密封線源を使用する場合の汚染

検査室） 

④ フード、ダンパー等の破損の状況 

⑤ エリアモニタ等放射線監視装置を設置している場

合の機能故障の有無 

⑥ 放射性同位元素等使用室、汚染検査室等を示す標識

の掲示状況 

※ 廃棄の業における廃棄物詰替施設も同様に留意 

⑵ 削除 

 

 

 

 

【放射性同位元素等取扱施設の場合】 

原子力施設の内容に加え、次の事項についても把握するこ

とが必要である。 

⑴ 放射性同位元素等使用施設の場合 

① 放射性同位元素等を使用する場合、その旨を自動表

示する装置の故障の有無（370GBqを越える密封線源又

は放射線発生装置の使用室） 

② インターロックの故障の有無及び室内からの脱出

の難易（111TBｑを越える密封線源又は放射線発生装

置の使用室） 

③ 洗浄設備、更衣設備、放射線測定器及び汚染除去に

必要な器材の状況（汚染検査室） 

 

④ フード、ダンパー等の破損の状況 

⑤ エリアモニタ等放射線監視装置を設置している場

合の機能故障の有無 

⑥ 放射性同位元素等使用室、汚染検査室等を示す標識

の掲示状況 

※ 詰替施設、廃棄物詰替施設も同様に留意 

⑵ 機器設置施設の場合 

① 放射性同位元素等の種類及び数量の記載の有無（貯

蔵容器） 

② 表示付放射性同位元素装備機器使用室等を示す標

識の掲示状況 

 

 

 

 

 

 

法令改正 

 

 

法令改正 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

法令改正 

法令改正 
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⑵ 貯蔵施設の場合 

① 放射性同位元素等の種類及び数量の記載の有無（貯

蔵容器） 

② 貯蔵室及び貯蔵箱等を示す標識の掲示状況 

 

※ 廃棄物貯蔵施設も同様に留意 

⑶ 廃棄施設の場合 

① 排気ダクトのダンパー等の破損の有無 

② 排水設備、排気設備、保管廃棄設備等を示す標識並

びに排水管及び排気管に必要な表示の掲示状況 

※ 放射線同位元素等取扱施設の許可、届出があった

場合は、その旨を放射性同位元素等の規制に関する

法律第 47 条に基づき消防庁が原子力規制委員会か

ら連絡を受け、都道府県を通じ関係消防機関に通知

している。 

⑷ 特定放射性同位元素の使用施設等の場合 

特定放射性同位元素の使用施設等においては、特定放

射性同位元素の盗取を防止するために、放射線障害防止

の他に防護措置(セキュリティ対策)が実施されている

ことを認識しておくことが必要である。 

① 検知機器(侵入検知装置、監視カメラ等) 

② 障壁設備(堅固な扉、固縛等) 

③ 通信機器 

④ 管理者の選任・特定放射性同位元素防護規程等 

   ※ 特定放射性同位元素を装備している機器(例)ガ

⑶ 貯蔵施設の場合 

① 放射性同位元素等の種類及び数量の記載の有無（貯

蔵容器） 

② 貯蔵室、貯蔵箱及び貯蔵容器等を示す標識の掲示状

況 

※ 廃棄物貯蔵施設も同様に留意 

⑷ 廃棄施設の場合 

① 排気ダクトのダンパー等の破損の有無 

② 排水設備、排気設備、保管廃棄設備等を示す標識並

びに排水管及び排気管を示す表示の掲示状況 

※ 放射線同位元素等取扱施設の許可、届出があった

場合は、その旨を放射線障害防止法第 47 条に基づ

き消防庁が原子力規制委員会から連絡を受け、都道

府県を通じ関係消防機関に通知している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

法令改正 

 

 

 

法令改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第３章） 
新 旧 備考欄 

 

154 
 

    

 
 

    

 
 

ンマナイフ、血液照射装置、アフターローディング

装置 等 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

核燃料物質や放射性同位元素等輸送時における火災等の

場合は、原子力施設等と異なり、事故発生場所が予め特定さ

れない点が特徴であり、原子力事業者や放射性同位元素等取

扱事業者及び輸送を委託されたものの輸送体系を把握する

など、実情に即した警防計画の作成を行っておくことが必要

である。 

⑴ 路線及び沿線状況（駅等人口集積施設、河川等）の位

置等の確認 

⑵ 土地の高低及び消防水利（消火栓、防火水槽等）の調

査 

※ 高架道等では下方の路線や家屋等に対する対策も

必要であることから、こうした地点も調査すること。 

 ⑶ 特定放射性同位元素の輸送の場合、緊急時対応計画の

内容 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

核燃料物質や放射性同位元素等輸送時における火災等の

場合は、原子力施設等と異なり、事故発生場所が予め特定さ

れない点が特徴であり、原子力事業者や放射性同位元素等取

扱事業者及び輸送を委託されたものの輸送体系を把握する

など、実情に即した警防計画の作成を行っておくことが必要

である。 

⑴ 路線及び沿線状況（駅等人口集積施設、河川等）の位

置等の確認 

⑵ 土地の高低及び消防水利（消火栓、防火水槽等）の調

査 

※ 高架道等では下方の路線や家屋等に対する対策も

必要であることから、こうした地点も調査すること。 
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２ 放射性物質の種類、性質、数量、保管場所等 
 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 放射性物質等の種類 

⑵ 放射性物質の物理的化学的性質（固体、液体、気体、揮

発性、熱・水との反応性等） 

⑶ 許可等に係る数量 

⑷ 放射線の種類、曝露時の予想（最大）放射線強度 

⑸ 密封、非密封の別及び収納している容器の種類並びに保

管場所 

⑹ 使用目的、使用場所 

⑺ 保管場所、使用場所等の耐震安全性確保の状況 

⑻ 防護措置の実施状況 

⑼ その他 

※ 一部の放射線発生装置には、運転停止後も放射性物質

が残留することがあるので、このような放射線発生装置

の所在を確認しておくことも重要である。 

※ 放射性廃棄物の所在と危険の程度についても、上記に

準じて把握しておくものとする。 
 
（同右） 

 
 
 
 
  

２ 放射性物質の種類、性質、数量、保管場所等 
 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 放射性物質等の種類 

⑵ 放射性物質の物理的化学的性質（固体、液体、気体、揮

発性、熱・水との反応性等） 

⑶ 許可等に係る数量 

⑷ 放射線の種類、曝露時の予想（最大）放射線強度 

⑸ 密封、非密封の別及び収納している容器の種類並びに保

管場所 

⑹ 使用目的、使用場所 

⑺ 保管場所、使用場所等の耐震安全性確保の状況 

 

⑻ その他 

※ 一部の放射線発生装置には、運転停止後も放射性物質

が残留することがあるので、このような放射線発生装置

の所在を確認しておくことも重要である。 

※ 放射性廃棄物の所在と危険の程度についても、上記に

準じて把握しておくものとする。 
 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

輸送における火災等事故は、放射性物質等による汚染や被

ばくのおそれのある点、また、事故発生場所が予め特定され

ないほか、輸送物の種類、性質、数量も予め特定できないこ

とから、通報段階から正確な情報を入手し、できるだけ早期

に事故等に備えた体制を整える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 
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３ 危険時の措置体制 

消防機関は、管理区域内において想定される火災等の事故や被

害状況、それぞれの活動の範囲及び活動内容について、事業者と

情報共有の充実に取り組んでいく必要がある。 
 
 

（同右） 
                                                        

３ 危険時の措置体制 

 
 
 
 

【原子力施設の場合】 

⑴ 原子力防災組織の編成状況 

⑵ 原子力防災管理者、副原子力防災管理者、放射線管理及

び放射線防護に関する知識を有する者等の氏名及び連絡

方法 

⑶ 自衛消防組織との関係 

※ 原子力防災組織と自衛消防組織が有機的に関係づけ

られているか把握しておくことが必要である（人員や資

機材の有効活用等）。 

なお、自衛消防組織が編成されていない施設に対して

は、消防機関と連携を密にし、施設責任者を中心とした

通報、消火、避難等の訓練を十分に行えるよう指導する

ことが必要である。 
                     

 

報告書ウ P5-6 を引

用 
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【放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 関係施設の責任者、放射線管理及び放射線防護等に関す

る知識を有する者の氏名及び連絡方法 

⑵ 放射性同位元素等の規制に関する法律第 21 条第 1 項及

び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第 21 条

に基づく放射線障害予防規程に定める危険時の措置（地

震、火災その他の災害が起こった時の措置を含む）体制・

要領 

なお、これらの体制等が自衛消防組織と有機的かつ矛盾

することなく定められているかも調査しておくものとす

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 関係施設の責任者、放射線管理及び放射線防護等に関す

る知識を有する者の氏名及び連絡方法 

⑵ 放射線障害防止法第 21 条第 1 項及び放射線障害防止法

施行規則第 21 条に基づく放射線障害予防規定に定める危

険時の措置（地震、火災その他の災害が起こった時の措置

を含む）体制・要領 

なお、これらの体制等が自衛消防組織と有機的かつ矛盾

することなく定められているかも調査しておくものとす

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

法令改正 

 

誤記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第３章） 
新 旧 備考欄 

 

158 
 

４ 測定機器、防災資機材の保有状況 

施設等の火災等の状況によっては、防護服及び呼吸保護具等を

着装した上で活動しなければならない事態が生じることが予想

される。事業者側の測定機器及び防災資機材の提供を求める場合

には、それらの資機材について事前に事業者と協議を実施した上

で、事業所から迅速に資機材の引き渡しを受けるとともに、それ

らの資機材が不足することがないよう、定期的に貸与可能な資機

材の種類や配備数、保管場所、引き渡し場所等について、事前に

確認しておく必要がある。 
また、借上げ等についてあらかじめ取決めをしておくことが必

要である。 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合（例）】 

⑴ 簡易防護服 

⑵ 化学防護服（再使用可能、限定使用） 

⑶ 陽圧式化学防護服 

⑷ 放射線防護消火服 

⑸ 全面マスク（吸収缶、防じんフィルター） 

⑹ 空気呼吸器 

⑺ 酸素呼吸器 

⑻ 個人警報線量計（アラーム付ポケット線量計） 

⑼ 空間線量率計 

① NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ 
② GM式サーベイメータ 
③ 電離箱式サーベイメータ 

４ 測定機器、防災資機材の保有状況 

施設等の火災等の状況によっては、防護服及び呼吸保護具等を

着用した上で活動しなければならない事態が生じることが予想

され、事業者側の測定機器及び防護資機材の提供を求める場合が

あるので、これらの保有状況について調査するとともに、借上げ

等についてあらかじめ取決めをしておくことが必要である。 

 
 
 
 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 簡易防護服 

⑵ 化学防護服（再使用可能、限定使用） 

⑶ 陽圧式化学防護服 

⑷ 放射線防護消火服 

⑸ 全面マスク（吸収缶、防じんフィルター） 

⑹ 空気呼吸器 

⑺ 酸素呼吸器 

⑻ 個人警報線量計（アラーム付ポケット線量計） 

⑼ 空間線量計 

① NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ 
② GM式サーベイメータ 
③ 電離箱式サーベイメータ 

 

 

記載の適正化 

 

報告書ウ P5-4 を引

用 

 

 

 

 

 

 

協議のうえ定めるた

め例示とする 

 

 

 

 

 

 

 

用語の適正化 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ レムカウンター 

⑽ 表面汚染検査計 

① GM式サーベイメータ 
② ZnS線用シンチレーションサーベイメータ 

⑾ 削除 

⑾ ホース・筒先 

⑿  泡消火薬剤・発砲器具 

⒀  耐熱服 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑽ 表面汚染検査計 

① GM式サーベイメータ 
② α線用シンチレーションサーベイメータ 

⑾ 中性子線測定器 

 

 

 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

○ 核燃料物質の輸送 

防災資機材を携行している輸送隊は、消防関係機関を含

む防災関係者への提供を考慮して携行しており、原子力事

業者等側の測定機器及び原子力防災資機材の提供を求め

ることができる。 

○ 放射性同位元素の輸送 

Ｂ（Ｍ）型輸送物の輸送隊は、放射線測定機器及び防災

資機材等を携行している。 

 

 

 

 

同表⑼④として記載 

報告書ウ P5-4 を引

用 
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５ 自衛消防組織の状況 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 自衛消防組織の状況 

 
【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

原子力施設及び自衛消防組織を有する一部の放射性同位元素

等取扱施設においては、その施設等の防火管理体制等の状況に

ついて把握しておくこと。 

⑴ 自衛消防組織の編成状況 

⑵ 自衛消防活動に係る人員、自衛消防活動資機材等の状況 

⑶ 原子力防災組織との関係（原子力施設の場合） 

※ この他の放射性同位元素等取扱施設についても、事業

所の防火管理体制等の状況について把握するよう努め

ること。 
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６ 原子力施設等の消防設備等の状況 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 原子力施設等の消防設備等の状況 

 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 各施設・室（特に管理区域）ごとの消防用設備等※の状

況 

⑵ 消防用設備等が作動した場合の汚染拡大等の可能性 

⑶ 管理区域付近を通行せずに消防用水へ接近できる経路

等の有無 

⑷ 火災等の状況把握、位置特定等の目的で設置されている

監視システム（監視室、監視カメラ、各種センサー等）の

設置状況 

⑸ 危険物施設の消防用設備等の状況 

⑹ 消防用設備等の耐震対策の状況及び自衛消防活動資機

材の状況 

※ 原子力施設については、原子力の安全確保の観点から

様々な火災防護のための設備（消火設備や火災検知設備

等）が設置されていることから、これらの設置状況につ

いても把握しておくことが望ましい。 
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７ 通報連絡体制等 

通報項目については、消防機関と事業者の間で認識が異ならな

いように、事前に通報項目を記載した書面又はチェックリスト方

式の通報様式等を定めておくことが望ましい。（第２章第４節「様

式例１」参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

７ 通報連絡体制等 

通報項目を記載した書面又はチェックリスト方式の通報様式

等を定めておくことが望ましい。（第２章第４節「様式例１」参

照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

報告書ウ P5-1 を引

用 
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（通報項目） 

① （同右） 
② （同右） 
③ （同右） 
④ （同右） 
⑤ （同右） 
⑥ （同右） 
⑦ （同右） 

 
⑧ （同右） 
⑨ 空間線量率の程度 
⑩ （同右） 
⑪ （同右） 
⑫ （同右） 

 
⑬ （同右） 

 
 

⑭ （同右） 
⑮ （同右） 

 

 

 

 
（通報項目） 

① 発生時刻 
② 災害の種別（火災、爆発、救助、救急、その他） 
③ 災害の場所（施設名） 
④ 燃焼物及び火災等の状況 
⑤ 放射性物質（放射線）の漏えいの有無 
⑥ 要救助者数と汚染及び被ばくの有無 
⑦ 消防活動を行う際の被ばく及び汚染のおそれの有無 

（内部被ばくか外部被ばくかの種別） 
⑧ 放射性物質と放射線の種類 
⑨ 放射線量率（特に空間線量率）の程度 
⑩ 放射性物質の拡散危険の有無 
⑪ 既に実施した防護措置、消火等の状況 
⑫ 通報者の氏名・所属・電話番号 

※ 今後の連絡先・連絡方法の確認も行うこと 
⑬ 消防用設備等の配置状況及び使用状況（放水の可否） 

※ 構想的被害の有無、自衛消防活動資機材が使用可

能かなど 
⑭ 消防隊が使用可能な測定機器 
⑮ その他消防活動に影響を及ぼす事項 

※ 毒劇物の漏えい等の可能性、地震による施設の被

災状況など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 
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（同右） 

 
 
 
 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合】 

⑴ 消防隊等が集結する事業所内の構内の入口名又は施設

名及び誘導者名 

⑵ 管理区域の内外及び管理区域への延焼危険の有無 

⑶ 自衛消防隊の活動状況、以後の対応状況等 
 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

⑴ 輸送物の種類（Ｌ型、Ａ型、Ｂ型、ＩＰ型）、収納物（核

種）、標識、輸送指数 

⑵ 輸送責任者、関連事業者等の名称及び連絡方法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第３章） 
新 旧 備考欄 

 

165 
 

８ 火災等事故時における事業者と消防機関の役割分担と連携方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 火災等事故時における事業者と消防機関の役割分担と連携方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 イ 消火残水が放射性物質に汚染される可能性を考慮し、排水処理につい

て床や地盤面の構造等を念頭において検討して置くことが必要である。 
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（同右） 
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９ 汚染検査、除染体制の状況 

 
（同右） 

 

 
 
 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 汚染検査、除染体制の状況 

 
【原子力施設、放射性同元素等取扱施設の場合】 

⑴ 汚染検査室の位置 

⑵ 除染に用いる機器 

⑶ 機器の使用方法並びに適用範囲 等 

 

【核燃料物質輸送、放射性同位元素輸送の場合】 

 汚染を受けた場合に備え、汚染検査及び除染の体制につい

て、活用する機器やその能力等を調べておく必要がある（関

係機関の協力を得る場合を含む）。 
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10 消防活動上の留意点 

⑴ （同右） 

⑵ （同右） 

 
⑶ 危険物等の消防活動阻害要因 
（例） 高圧ガス、毒劇物、安衛法危険物、火薬類、消防法危険

物、消防活動阻害物質、高電圧電源 等 

 
 
 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 消防活動上の留意点 

⑴ 火災による放射性物質飛散の危険性 
⑵ 放射性物質等の汚染の拡大又は危険な化学反応を引き起こ

すおそれがあるため、水あるいは消火液が使えない状況 
⑶ 危険物等の消防活動阻害要因 

 
 
 
 
 
 
 

【原子力施設、放射性同元素等取扱施設の場合】 

⑴ 放射線遮へい能力が低下するため、破壊・損壊を避ける

べき場所 

⑵ 放射線による危険があるため、立入りを制限するか禁止

すべき場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

例示の追記 
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第２ 放射線検出体制の整備 

１．事業者側とあらかじめ協議して、放射線危険区域の設定等の判

断資料を得るため、専門家（放射線管理要員等）の同行等を含め

た放射線検出体制及び連携方法について定めておく。 
２．消防隊員等の適切な被ばく管理等を行うため、消防隊員及び専

門家（放射線管理要員等）からなる検出体制も整備しておく。消

防隊員は、検出計測員及び検出記録員の２名１組の体制を原則と

する。 
３．（同右） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 放射線検出体制の整備 

１．事業者側とあらかじめ協議して、放射線危険区域の設定等の判

断資料を得るための放射線検出体制及び連携方法について定め

ておく。 
２．消防隊員等の適切な被ばく管理等を行うため、消防隊員からな

る検出体制も整備しておく。検出計測員及び検出記録員の２名１

組の体制を原則とする。 

 
３．放射線測定器等の整備・維持管理を行う。また、放射線測定記

録票（様式例４-１）を整備しておく。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

報告書ウ P5-3 を引

用 

 

報告書ウ P5-3 を引

用 
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第３ 被ばく防護資機材等の整備 

１ 整備すべき防護資機材 

⑴ （同右） 
⑵ （同右） 
⑶ 空間線量率計 

代表的な空間線量率計とその特徴は以下のとおり。 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 整備しておくことが望ましい防護資機材等 

⑴ （同右） 

⑵ （同右） 

⑶ （同右） 

⑷ （同右） 

⑸ （同右） 

⑹ 表面汚染検査計 

① GM式サーベイメータ 

第３ 被ばく防護資機材等の整備 

１ 整備すべき防護資機材 

⑴ 簡易防護服 
⑵ 個人警報線量計（アラーム付ポケット線量計） 

⑶ 空間線量計 

代表的な空間線量計とその特徴は以下のとおり。 

① NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ 

（代表的な測定範囲：0.05～30μSv/h） 

② GM 式サーベイメータ（代表的な測定範囲：0.5～300μ

Sv/h） 

③ 電離箱式サーベイメータ（代表的な測定範囲 1μSv/h～

10mSv/h） 

※ 原子力施設の保有状況を踏まえ、高線量下での消防活動

用として、必要に応じて、数百 mSv/h まで測定可能な電

離箱式サーベイメータを整備する。 

 

２ 整備しておくことが望ましい防護資機材等 

⑴ 陽圧式化学防護服 

⑵ 化学防護服（再使用可能、限定使用） 

⑶ 放射線防護消火服 

⑷ 酸素呼吸器 

⑸ 全面マスク（吸収缶、防じんフィルター） 

⑹ 表面汚染検査計 

① GM式サーベイメータ 

 

 

 

 

用語整理 
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② α線用シンチレーション式サーベイメータ 

  ③ 体表面モニター 

⑺ （同右） 

⑻ （同右） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② α線用シンチレーション式サーベイメータ 

 

⑺ 中性子線測定器 

⑻ 除染設備（可搬型の除染シャワー又は除染テント等） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

追記 
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第４ 消火活動体制の整備 

１ 消防機関の指揮命令系統 

原子力施設等の火災は、隊員の被ばくや汚染のおそれが生じる

ことから、活動統制が強く要求されるため、事前に現場指揮本部

の編成、自衛消防隊との役割分担・具体的な活動内容を含めた指

揮体制の整備及び現場指揮本部の設置場所について、事業者と情

報共有を図っておく必要がある。 
なお、現場指揮本部は火災等の状況に応じて複数の設置箇所を

想定し、事業所側責任者、放射線管理要員等の参加を求めること

が必要である。 
 

２ 警防計画の整備 

   施設の実情に即した警防計画となるよう、定期的に見直すこと

が必要である。 
（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 消火活動体制の整備 

１ 消防機関の指揮命令系統 

原子力施設等の火災は、隊員の被ばくや汚染のおそれが生じる

ことから、活動統制が強く要求されるため、事前に現場指揮本部

の編成を含めた指揮体制の整備を図っておく必要がある。 

 
 
なお、状況に応じて、指揮本部には事業所側責任者、放射線管

理要員等の参加を求めることが必要である。 
 

 
２ 警防計画の整備 

 

【原子力施設、放射性同元素等取扱施設の場合】 

⑴ 計画説明書 

① 施設の概要 

② 火災時における施設側の放射線検出員の有無 

③ 出動部隊名及び任務 

④ 消防隊の活動上の重点及び留意事項 

⑤ 人命救助・避難誘導上の対策 

⑥ 当該都道府県内の広域応援協定等に基づく応援体 

制 

⑦ その他活動上留意すべき事項 

⑵ 付近図 

⑶ 平面図 
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用 

 

 

 

 

 

 

警防計画の定期見直

しについて追記 
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第５ 救急・救助体制の整備 

（同右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５ 救急・救助体制の整備 

あらかじめ事業者、被ばく医療機関等と協議し、負傷者等の救急搬送

に係る受入体制について定めておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線危険区域内で発生した負傷者等については、原則として施

設関係者等が放射線危険区域外まで搬送し、救急隊はそこにおいて

引き渡しを受けること。 
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第６ 避難活動体制の整備 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６ 避難活動体制の整備 
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第７ 隊員等の被ばく管理、汚染検査、除染体制の整備 

１ （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 汚染検査体制 

汚染検査は事業者等に依頼するものとし、以下の事項について

予め事業者と協定等を定めておくものとする。 
（同右） 

 
 
 

３ 除染体制 

除染は業者等に依頼するものとし、以下の事項について予め事

業者と協定等を定めておくものとする。 

 

第７ 隊員等の被ばく管理、汚染検査、除染体制の整備 

１ 隊員等の被ばく管理体制 

⑴ 隊長等の中から被ばく管理責任者をあらかじめ選任 
⑵ 被ばく管理用書類の作成と管理（第２章第４節様式集参照） 

① 様式例３－１「部隊運用状況等」 
② 様式例３－２「負傷者内訳」 
③ 様式例５  「出動隊活動記録票」 
④ 様式例６  「区域設定及び検知記録票」 
⑤ 様式例７  「放射線危険区域進入隊編成票」 
⑥ 様式例８  「活動隊員個人被ばく管理票」 
⑦ 様式例９  「放射線危険区域個人活動記録票」 
⑧ 様式例１０ 「放射線個人被ばく管理票（積算）」 

 
２ 汚染検査体制 

原則として事業者等に依頼するものとするが、以下の事項にに

ついて予め定めておくものとする。 
⑴ 汚染検査所（原子力施設、放射性同位元素等取扱施設の場合） 
⑵ 汚染検査担当要員（放射線管理要員等） 
⑶ 汚染検査資機材 

 
３ 除染体制 

原則として事業者等に依頼するものとするが、以下の事項にに

ついて予め定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-5 を引

用、誤記 

 

 

 

 

 

報告書ウ P5-5 を引

用 
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⑴ （同右） 

 
⑵ （同右） 
⑶ （同右） 

⑷ （同右） 
⑸ （同右） 

⑹ 資機材が直ちに除染できなかった場合の具体的な措置 
※ 放射性同位元素等の輸送の場合は（社）日本アイソトープ

協会等廃棄業者への処理依頼 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑴ 隊員等の除染所・施設（原子力施設、放射性同位元素等取扱

施設の場合） 
⑵ 除染担当要員（放射線管理要員等） 
⑶ 除染資機材、除染剤 
⑷ 事業者側が行う汚染された消防装備・資機材の管理 
⑸ 事業者側が行う汚染物の処理 

 

※ 放射性同位元素等の輸送の場合は（社）日本アイソトープ

協会等廃棄業者への処理依頼 
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第８ 隊員等に対する教育・訓練 

（同右） 

 
 

１ 教育 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 訓練 

⑴ （同右） 
⑵ 放射線防護資機材の取扱訓練 

事業者から貸与される資機材も含み、資機材の種類や配備

数、保管場所、引き渡し場所について定期的に確認するため

の訓練 

第８ 隊員等に対する教育・訓練 

原子力事業者のほか、原子力規制事務所、都道府県、市町村等関係機

関と連携して実施する。 

 
１ 教育 

⑴ 職場研修による知識・技能の修得 

① 放射性物質や放射線に関する一般知識 

② 消防活動上の基本的留意事項 

③ 放射線防護資機材の取扱 

④ 当該原子力施設等の概要 等 

※ 必要に応じ、外部から専門家を招くなどにより研修内容

の充実を図る。 

⑵ 派遣研修（原子力防災関係機関主催の研修等への派遣） 

① 放射性物質や放射線に関する専門知識 

② 放射線測定器等の取扱 
③ 消防活動の実務的知識・技能 
④ 緊急被ばく医療活動 等 

 

２ 訓練 

⑴ 個人技能訓練 
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⑶ （同右） 
⑷ （同右） 

 
（同右） 

 

 

３ 原子力施設等の自衛消防組織に対する指導等 

   自衛消防隊の役割分担・具体的な活動内容を実践的な訓練により

確認し、事業者との連携体制を確立する必要がある。 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 原子力施設等の自衛消防組織との連携訓練 

⑶  訓練の評価 

 
【原子力施設の場合】 

国、都道府県、市町村等主催の原子力防災訓練への参加 

 

３ 原子力施設等の自衛消防組織に対する指導等 

 
 
 

【原子力施設、放射線同位元素等取扱施設の場合】 

原子力施設等の自衛消防体制の実効性を高めるため、原子力

規制事務所など関係機関と連携して、事業者が実施する教育や

訓練について事業者に対し必要に応じて指導・助言を行うとと

もに、訓練等を通じて自衛消防体制の実効性について検証し、

必要に応じて見直しを行うよう、事業者に対して指導・助言を

行う。 

⑴ 関係機関との意見交換等 

原子力規制事務所、都道府県、市町村など関係機関と連

携して、適宜、事業者と自衛消防体制について意見交換等

を行う。 

⑵ 事業者の火災予防教育・対策等に対する指導・助言 

⑶ 事業者の消防活動計画、訓練の実施に対する指導・助言 
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第９ 事業者との協定等 

消防活動の実効を期すため、事業者との間で、以下の項目についてあ

らかじめ協定又は覚書等で定めておくことが望ましい。 
１．（同右） 
２．（同右） 
３．（同右） 
４．（同右） 
５．（同右） 
６．（同右） 
７．（同右） 
８．（同右） 
９．（同右） 
10．（同右） 

11．（同右） 

① 消防活動計画 

② 訓練の実施による技術的な指導と計画の実効性の検

証 

③ 初期消火体制 

ア 初動要員の確保（夜間・休日も含む） 

イ 消火活動時における初動要員の役割分担 

ウ 火災の早期覚知体制（火災検知装置の配置、巡視点

検等を含む） 

 
 
第９ 事業者との協定等 

消防活動の実効を期すため、事業者との間で、以下の項目についてあ

らかじめ協定又は覚書等で定めておくことが望ましい。 
１．消火・救助活動の第一義的責務 
２．通報事項 
３．消防隊等への報告事項 
４．事業者による応急措置 
５．消防活動の相互協力 
６．現場指揮本部への参加 
７．放射線防護対策 
８．資機材の整備等 
９．消防訓練 
10．消防業務に関する協力 

11．定期協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表（第３章） 
新 旧 備考欄 

 

180 
 

  12. 汚染検査・除染 
  13. 放射性物質が混入した汚染水の処理 

  

第 10 広報体制の整備 

（同右） 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

第 10 広報体制の整備 

１．関係機関との連携による広報体制 

関係機関と連携して、地域防災計画等に基づき原子力施設の被

害状況の早期把握及び住民への情報提供を実施するよう、市町村

防災会議等において役割分担など広報体制についてあらかじめ

検討しておくことが望ましい。 
 

２．広報案文の作成 

あらかじめ広報文のひな形を作成しておく。 

 
３．報道機関への広報体制の整備 

あらかじめ以下の態勢等を整備しておく。 
⑴ 広報担当者 
⑵ 報道機関への発表場所（プレスルーム） 

原則として指揮本部等とは別の場所とする。 
 

 

 

報告書ウ P5-5 を引

用 
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第 4章 原子力緊急事態関連の留意事項 

第 4章 原子力緊急事態関連の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 原子力災害対策の全般的状況 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 
１ 原子力災害対策重点区域 

原子力災害が発生した場合において、放射性物質又は放射線の異

第 4章 原子力緊急事態関連の留意事項 

第 4章 原子力緊急事態関連の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 原子力災害対策の全般的状況 

原子力緊急事態関連においては、原子力災害対策特別措置法等に基

づき、原子力事業者、国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連

携を図り、原子力災害対策を実施することになるものであり、原子力

災害の特殊性に鑑みた制度的枠組みが設けられている。 

消防機関は、原子力災害となった場合には各市町村の地域防災計画

に定められている役割に従い、原子力災害対策の枠組みを踏まえて適

切な安全確保を図り、関係機関と緊密に連携を図りつつ活動する。 

 
 
 

 
 
原子力災害対策特別

措置法を基に修正 

 
 
 
 
原子力災害対策マニ

ュアルを基に修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力災害対策指針

を基に追記 

本章は、原子力災害対策特別措置法に定められる事態（放射性

物質又は放射線が異常な水準で原子炉等規制法に規定される原子

力事業所外又は運搬容器外へ放出された事態）に関連する内容で

あり、この対象となる可能性がある施設・輸送は、「原子力施設」

と「核燃料物質等の輸送」である（「放射性同位元素等取扱施設」

「放射性同位元素の輸送」は対象外）。 

ここでいう「原子力緊急事態関連」とは、原子力災害対策指針

でいう警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態に関連する

対応等をいう。 

 
※ 平成 26 年 2月改正時点の原子力

災害対策指針等に基づく状況 

（原子力災害対策は継続して見直

しが進められている） 

本章は、原子力災害対策特別措置法に定められる原子力緊急事態

（放射性物質又は放射線が異常な水準で原子炉等規制法に規定され

る原子力事業所外又は運搬容器外へ放出された事態）に関連する内

容であり、この対象となる可能性がある施設・輸送は、「原子力施

設」と「核燃料物質等の輸送」である（「放射性同位元素等取扱施

設」「放射性同位元素の輸送」は対象外）。 

ここでいう「原子力緊急事態関連」とは、原子力災害対策マニュ

アルで規定される情報収集事態、原子力災害対策指針でいう警戒事

態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態に関連する対応等をいう。 

 
※ 令和 3年 7 月時点の原子力災害

対策指針等に基づく状況 

（原子力災害対策は継続して見直

しが進められている） 
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常な放出による周辺環境への影響の大きさ、影響が及ぶまでの時間

は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件、周辺の環境状況、住

民の居住状況等により異なるため、発生した事態に応じて臨機応変

に対処する必要がある。その際、住民等に対する被ばくの防護措置

を短期間で効率的に行うためには、あらかじめ異常事態の発生を仮

定し、施設の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性がある区域

を定めた上で、重点的に原子力災害に特有な対策を講じておくこと

が必要である。そのため、当該対策が講じられる区域を「原子力災

害対策重点区域」と定義し、原子力施設ごとに同区域が設定されて

いる。 

実用発電用原子炉については、当該施設からの距離に応じて原子

力災害対策重点区域として、概ね半径５ｋｍの予防的防護措置を準

備する区域（PAZ：Precautionary Action Zone）、概ね半径 30ｋｍ

の緊急防護措置を準備する区域（UPZ: Urgent Protective Action 

Planning Zone）が設定されている。 

 
２ 緊急事態の区分及び防護措置 

緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出開始前か

ら必要に応じた防護措置を講じるため、原子力施設の状況に応じて

緊急事態の区分を「警戒事態 AL(Alert)」、「施設敷地緊急事態

SE(Site Area Emergency)」及び「全面緊急事態 GE(General 

Emergency)」の３つの事態に区分し、各区分における講ずべき措置

等を整理している。 

「警戒事態」は、公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 緊急事態の区分及び防護措置 

原子力施設等の事故に関する防護措置は、原子力施設等の状

況、当該施設等からの距離、計測される放射線量率等に応じて、

原子力事業者、国、地方公共団体等が相互に連携して適切に行う

こととされている。放射性物質の放出開始前から必要に応じた防

護措置を講じるため、施設の状況に応じて緊急事態の区分を決定

し予防的防護措置を実行するとともに、観測可能な指標に基づき

緊急時防護措置を実行する考え方によって枠組みが構築されてい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力災害対策指針

を基に修正 

 
 
 
 
 
原子力災害対策指針 

を基に修正 
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のものではないが、異常事象の発生またはそのおそれがあるため、

情報収集や施設敷地緊急事態要避難者(*)を対象とした避難等の予

防的防護措置の準備を開始する必要がある段階である。 

「施設敷地緊急事態」は、公衆に放射線による影響をもたらす可

能性のある事象が生じたため、原子力施設周辺における主な防護措

置の準備を開始する必要がある段階としている。この段階において

は、主に PAZ内において、基本的に全ての住民等を対象にした避難

等の予防的防護措置を準備し、また、施設敷地緊急事態要避難者を

対象とした避難等の予防的防護措置を実施する。 

「全面緊急事態」は、公衆に放射線による影響をもたらす可能性

が高い事象が生じたため、迅速な防護措置を実施する必要がある段

階である。この段階では PAZ内において基本的に全ての住民等を対

象に避難等の予防的防護措置を講じるとともに、UPZ内においては

屋内退避を実施しつつ、事態の規模、時間的な推移に応じて避難等

の予防的防護措置を講ずることとされている。 

なお、原子力災害対策指針には定められていないが、警戒事態に

至る前の事態として、原子力災害対策マニュアルに「情報収集事

態」が定められている。この段階においては、国は速やかに情報収

集事態の発生及びその後の被害情報等について関係省庁に連絡する

とともに、事態の発展に備え情報連絡体制をとること等を実施す

る。 
 (*)施設敷地緊急事態要避難者 

PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予

防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 

る。 
防護措置を決定するために考慮される原子力施設等の事故時の

状況は、「緊急時活動レベル（EAL: Emergency Action Level）」と

いわれており、「警戒事態（EAL1）」、「施設敷地緊急事態（EAL2）」

及び「全面緊急事態（EAL3）」の３つの事態に区分されている。 

実用発電用原子炉については、当該施設からの距離に応じて原

子力災害対策重点区域として、概ね半径５ｋｍの予防的防護措置

を準備する区域（PAZ：Precautionary Action Zone）、概ね 30ｋ

ｍの緊急時防護措置を準備する区域（UPZ: Urgent Protective 

action Planning Zone）等が設定されている。警戒事態が発生し

た場合には、PAZ内の要援護者等の避難の準備が考慮されること

となる。 

施設敷地緊急事態となった場合には、PAZ内の要援護者等の避

難実施や住民の避難準備が行われる。さらに、放射性物質が外部

に放出されるといった全面緊急事態に至った場合は、PAZ内の住

民の避難の実施が行われるとともに、緊急時モニタリング等の結

果から得られる放射線量率等が基準値として定められている「運

用上の介入レベル（OIL: Operational Intervention Level）」に

達した場合には、UPZ内の避難や一時移転、食物摂取制限といっ

た防護措置が講じられることとなっている。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力災害対策マニ

ュアルを基に追記 

 
 
 
 
原子力災害対策指針 

を基に追記 
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イ 災害対策基本法第 8条第 2項第 15号に規定する要配慮者(ロ

又はハに該当するを除く)うち、避難の実施に通常以上の時間

がかかるもの 

ロ 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要があ

る者 

ハ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者 

放射性物質の放出後、継続的に高い空間放射線量率が計測され

る地域が生じ、緊急時モニタリング等の結果から得られる空間放

射線量率等が基準値として定められている「運用上の介入レベル

（OIL: Operational Intervention Level）」に達した場合には、

避難や一時移転、飲食物の摂取制限といった防護措置が講じられ

ることとなっている。 
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図４-１  

発電用原子炉に係る緊急事態の区分と EAL・OILに基づく防護措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１  

発電用原子炉に係る緊急事態の区分と EAL・OILに基づく防護措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊 P1 参照 
原子力災害対策指針 

を基に修正 
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表４-１ 防護措置に関する関係機関の主な役割分担 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表４-１ 防護措置に関する関係機関の主な役割分担 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別冊 P2 参照 
原子力災害対策指針 

を基に修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警 戒 事 態 
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２ 緊急事態関連の対応体制 

⑴ 原子力緊急事態関連に係る拠点等及びその役割 

   国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及

び指定地方公共機関等の関係機関は、緊急事態の進展に応

じて、それぞれの役割を実施するにあたり、各拠点の情報

共有や連絡調整等の機能を活用し、連携協力して緊急事態

応急対策を実施することとされている。 
② 削除 

     

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 原子力災害時の実動組織の協力について 

① 国の実動組織の支援体制の基本的な考え方 

    原子力災害時には、関係機関が総力を挙げて対応することが必  

要であり、関係道府県や関係市町村から地域レベルで対応困難な

支援要請があった場合は、政府を挙げて、全国規模の実動組織に

よる支援を実施していくこととなる。 

消防による支援は、緊急消防援助隊の派遣（全国の市町村消防

が所属する都道府県単位による支援）であり、具体的な活動例と

２ 緊急事態関連の対応体制 

⑴ 原子力緊急事態関連に係る拠点等及びその役割 

① 国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及

び指定地方公共機関等の関係機関は、緊急事態の進展に応

じて、それぞれの役割を実施するにあたり、各拠点の情報

共有や連絡調整等の機能を活用し、連携協力して緊急事態

応急対策を実施することとされている。 
② 原子力災害対策は、オンサイトの迅速な事故の収束、オ

フサイトの迅速な住民の安全確保等の対応が中心となる。

原子力事業者が、災害の原因である事故等の収束に一義的

な責任を有すること及び原子力災害対策について大きな責

務を有していることに留意する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
番号の削除 

 
 
 
 
原子力事故の収束活

動についてＰ196※へ

移動 

 
 
 
 
 
 
報告書エ P2～6 を

引用 
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しては、避難行動要支援者の輸送の支援、傷病者の搬送、住民へ

の避難指示の伝達等が挙げられている。 

② 複合災害時の実動組織への資源の配分 

    複合災害の場合においては、特定(非常・緊急)災害対策本部と

原子力災害対策本部は合同会議の開催、相互に情報連絡要員派

遣、事案対処部門の一元化等により、情報共有、意思決定の一元

化及び連携が図られる。 

   実動組織に関する資源の配分は、特定(非常・緊急)災害対策本部

において一元的に調整が行われる。 

  ③ 合同調整所の活用 

    防災基本計画に基づき災害現場で活動する実動組織の部隊は、

必要に応じて、合同調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、

情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整、必要

に応じた部隊間の相互協力を行うものとされており、原子力災害

においても活用できると考えられることから、事前に調整を図っ

ておく必要がある。 
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図４-２ 原子力緊急事態関連の拠点と対応体制 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ 原子力緊急事態関連の拠点と対応体制 
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表４-２ 原子力緊急事態関連の各拠点等の役割 

  

 

表４-２ 原子力緊急事態関連の各拠点等の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊 P3参照 

原子力災対対策マニ

ュアルを基に修正 
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※１ 警は警戒事態 AL(Alert)、10 は施設敷地緊急事態（原災法 10条事象

SE(Site Area Emergency)）、15 は全面緊急事態（原災法 15条事象

GE(General Emergency)の段階で設置される組織。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 警は警戒事態（EAL1）、10 は施設敷地緊急事態（原災法 10条事象，

EAL2）、15 は全面緊急事態（原災法 15条事象，EAL3）の段階で設置さ

れる組織。 

 

別冊 P4参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記載の適正化 
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※２ （同右） 

 

 

※３ （同右） 

 

⑶ 原子力災害時における医療体制 

原子力災害時における医療対応には、通常の救急医療、災害医

療に加えて被ばく医療の考え方が必要となる。すなわち、被ばく

線量、被ばくの影響が及ぶ範囲、汚染の可能性等を考慮して、被

災者等に必要な医療を迅速、的確に提供することが必要となる。

そのためには、各地域の状況を勘案して、各医療機関等が各々の

役割（トリアージ、救急処置、避難退域時検査・指導、簡易除染

等）を担うことが必要であり、平時から救急・災害医療機関が被

ばく医療に対応できる体制と指揮系統を整備・確認しておくこと

が重要である。  
さらに、原子力災害対策重点区域内の道府県（以下「立地道府

県等」という。）の医療機関が、原子力災害時には広域で連携し

て対応できるようにしておくことが重要である。 
 

原子力災害時における医療体制は次のとおり整備されている。 
◎原子力災害拠点病院 

原子力災害時において、汚染の有無にかかわらず傷病者等を

受け入れ、被ばくがある場合には適切な診療等を行う。 
◎原子力災害医療協力機関 

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力災害対策等を支援

する。 
 

※２ 各拠点及び UPZ圏内の関係都道府県・市町村は、テレビ会議システ

ム等により、それぞれの拠点等の対応状況等情報共有等を行うことがで

きる体制となっている。 

※３ 原子力事業者に関するものは、発電用原子炉に関するものである。 

 

⑵ 被ばく医療体制 

原子力災害における医療対応には、通常の救急医療、災害医

療に加えて被ばく医療の考え方が必要となるとされている。地

域の医療事情に詳しい者を現地の医療総括責任者（国、地方公

共団体、医療機関等の間の情報交換、連携を円滑に実施するた

めの調整を行う原子力災害現地対策本部医療班の者をいう）と

して、災害時には、被ばく医療関係者の支援を受けつつ、多数

の傷病者の搬送先の指示等の対応にあたる体制が予定されてい

る。 

原子力災害時に救護所等で行われる被災者（周辺住民）へ

の汚染検査（スクリーニング）は、救急搬送を行う傷病者に

も適用される。 

搬送先は、現地の医療総括責任者の調整のもと決定される

こととなる。 

なお、現地には、医師等で編成される被ばく医療に係る医

療チームが派遣される。（例：放射線医学総合研究所は、放射

線の事故・災害が発生したときに、迅速に専門家を派遣し、

汚染物質の特定や、被ばく線量評価を行い、緊急被ばく医療

の支援、助言を行うためのチームとして、「緊急被ばく医療支

援チーム（REMAT：Radiation Emergency Medical Assistance 

Team）」を設置している） 

 

 
 
 
 
 
原子力災害対策指針 

を基に追記及び修正 
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◎高度被ばく医療支援センター 
原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な診療及び支

援並びに高度専門的教育研修等を行う。 
指定機関：弘前大学、福島県立医科大学、量子科学技術研究開発

機構、広島大学、長崎大学 
◎原子力災害医療・総合支援センター 

平時において、原子力災害拠点病院に対する支援や関連医療機

関とのネットワークの構築を行うとともに原子力災害時において

原子力災害医療派遣チームの派遣調整等を行う。 
指定機関：弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学 

◎原子力災害医療派遣チーム 
原子力災害拠点病院等に所属し、原子力災害が発生した立地道

府県等内において救急医療等を行う。 
◎基幹高度被ばく医療支援センター 

高度被ばく医療支援センターの中心的・先導的な役割を担う。 
指定機関：量子科学技術研究開発機構 
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立地道府県等は、原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力

機関について、国が示す施設要件に基づき整備し、あらかじめ指

定又は登録を行い、自然災害等との複合災害を見据え、救急医

療、災害医療に加え被ばく医療の体制等に詳しい原子力災害医療

調整官を指名し、緊急時は災害対策本部に配置し対応する。 
なお、原子力事業者は、原子力災害対策指針において事業所内

で発生した傷病者に対する初期対応等を行えるようにしておくこ

とが求められている。 
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第 2消防活動上の留意点 

１ 活動原則 

⑴ 消防の役割 

（同右） 

 

 

① 消火活動 

  避難区域等の消火活動に関すること 

  建物火災等の消火活動に関すること 

② 救助活動 

住民等の人命の救助に関すること 

  地震津波による倒壊家屋等からの救助活動 

③ 救急活動 

 一般傷病者の救急搬送に関すること 

被ばく傷病者等の救急搬送に関すること 

被ばく傷病者等の診断および処置への協力に関すること 

緊急時医療措置に対する協力に関すること 

入院患者等の搬送に関すること  

  搬送する傷病者に対する放射性物質の付着の確認 

  未避難者の一時避難所への搬送 

  社会福祉施設や避難所等からの避難行動要支援者の搬送 

④ その他 

 住民等に対する広報及び指示伝達、避難誘導に関すること 

 緊急事態応急対策実施区域及びその周辺の消防対策に関す

ること 

第 2消防活動上の留意点 

１ 活動原則 

⑴ 消防の役割 

消防活動の中核は消防組織法に基づく消火・救助・救急であ

り、加えて地域防災計画上の住民への災害情報伝達や避難支援

を当該地域の防災機関の一つとして担うものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書オ P63、P65

を引用 
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 避難・屋内退避指示等の実効性を上げるための措置に関す

ること 

※ 原子力事業者が、災害の原因である事故等の収束に一義的

な責任を有しており、そのための体制が整備されている

（P376～P381を参照）。 
万が一、原子力事業者だけでは十分な措置を講じることが

できない場合には、それまでに得られた情報や通報内容等を

踏まえ、原子力災害対策本部による調整の下、十分な安全確

保を行った上で、対応可能であると認めた活動の範囲内で、

消防機関を含めた実働機関は、事業者が行う事故収束活動の

支援活動を必要に応じ、各機関の能力を最大限発揮して実施

する。 

⑵ 消防活動の原則 

（同右） 

 

 

 

 

 
 
 

２ 対応体制 

（同右） 

 

 

 

 

 

※ 原子力事故の収束活動は、原子力事業者が一義的責任を有

するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 消防活動の原則 

原子力緊急事態における消防活動については、具体的な実施

内容の把握、状況に応じた安全管理体制の構築等の事前の準備

が極めて重要である。特に、施設敷地内での対応については、

様々な危険要因が想定されることから、必要な情報が得られな

い状況での消防活動は適切ではないことに留意する必要があ

る。 

 

２ 対応体制 

原子力緊急事態に至った場合には、状況に応じた住民防護等の

対策について、原子力災害対策本部を中心として、その技術的・

専門的な判断を踏まえ、多くの関係機関が活動することとなる。

消防機関は次の事項に留意する必要がある。 
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⑴ （同右） 

 

 

 

 

 

 

⑵ オフサイトセンターに派遣された職員は、現地事故対策連絡

会議（施設敷地緊急事態：原災法第 10条）や原子力災害合同

対策協議会（全面緊急事態（原子力緊急事態）：原災法第 15条

で開催）への出席等を通じ、防護措置、効果的な活動、適切な

安全管理等を実施するため,原子力施設の状況や周辺地域への

影響を含めた事態の進展予測、緊急時モニタリング結果や道

路・交通渋滞等の状況、関係機関の活動状況等を確実に把握す

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑴ 消防機関は、地域防災計画に基づきオフサイトセンターに職

員を派遣し、原子力災害対策本部体制による防護措置等の対応

体制を把握するとともに、各機関の活動状況等について情報収

集・情報共有を行い、関係機関と連携した消防活動を実施す

る。 

※ 放射線防護等に関する専門家も派遣されることから助言

等を得ることができる。 

⑵ オフサイトセンターに派遣された職員は、現地事故対策連絡

会議（施設敷地緊急事態：原災法第 10条）や原子力災害合同

対策協議会（全面緊急事態（原子力緊急事態）：原災法第 15条

で開催）への出席等を通じ、防護措置、効果的な活動、適切な

安全管理等を実施するため,原子力施設の状況や周辺地域への

影響を含めた事態の進展予測、緊急時モニタリング結果や拡散

予測、道路・交通渋滞等の状況、関係機関の活動状況等を確実

 

 

 

 

原子力災害対策指針

を基に修正 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状運用に基づく 

 

 原子力緊急事態においては、緊急時被ばく状況として通常時と

大きく異なる被ばく低減の考え方が取られている。例えば、UPZ

圏の住民避難、一時移転の基準がそれぞれ 500μSv/h（OIL1）、

20μSv/h（OIL2）とされていたり、除染を講ずるための基準

(OIL4)が 120Bq/cm2相当（β線：40,000cpm)や 40 Bq/cm2相当

（β線：13,000cpm、1か月後値）とされていることや（通常時

の放射線管理区域からの持ち出し基準は４Bq/㎠（β線：

1,300cpm相当））、通常時と大きく異なる対応が、技術的･専門的

な判断を踏まえてなされる。 

 

 原子力緊急事態においては、緊急時被ばく状況として通常時と

大きく異なる被ばく低減の考え方が取られている。例えば、UPZ

圏の住民避難基準が 500μSv/h（OIL1）や 20μSv/h（OIL2）と

されていたり、スクリーニングレベルが 40,000cpmや 13,000cpm

（OIL4）とされていたり（通常時の放射線管理区域の表面汚染

限度は 4Bq/㎠（1,300cpm相当））、通常時と大きく異なる対応

が、技術的･専門的な判断を踏まえてなされる。 
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るよう努めることが必要である。 

※ 原子力災害対策のために各拠点を結ぶテレビ会議システム

等の情報ツールが、オフサイトセンターや関係都道府県・市

町村等に結ばれており、活動にあたって必要な情報を入手す

る手段として活用することを考慮 

 

 

 

 

 

 

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下、「福島第一

原発事故」という。）では、原子力災害対策本部を中心とする情

報共有や連絡調整等の体制確立まで時間を要し事故の進展、避難

指示や対象区域の拡大等に伴い、消防活動に支障や混乱等が生じ

た。また、消防機関は、極端な情報不足あるいは不正確な情報の

中で活動を強いられることとなった。 

 

⑶ （同右） 

 

 

 

 

 

に把握するよう努めることが必要である。 

※ 原子力災害対策のために各拠点を結ぶテレビ会議システム

等の情報ツールが、オフサイトセンターや関係都道府県・市

町村等に結ばれており、活動にあたって必要な情報を入手す

る手段として活用することを考慮 

 

 

 

 

 

 

 福島原発事故では、原子力災害対策本部を中心とする情報共

有や連絡調整等の体制確立まで時間を要し事故の進展、避難

指示や対象区域の拡大等に伴い、消防活動に支障や混乱等が

生じた。また、消防機関は、極端な情報不足あるいは不正確

な情報の中で活動を強いられることとなった。 

 

⑶ 避難指示等の状況や施設状況の変化等の情報をオフサイトセ

ンター等で把握した場合は、消防機関に設置した対策本部等を

通じ、速やかに管内の全職員に対し、確実に伝達すること。 

特に、PAZや UPZ内で活動している隊員がいる場合は、状

況の変化に応じた防護装備について考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の適正化 
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 福島第一原発事故では、避難指示区域が段階的に広が

り、現地消防本部は署所の移転を余儀なくされた。 

 PAZや UPZ内の消防機関は、地域防災計画で定める署所

等の移転場所等により、管轄内への出動時間や車両等の

出動体制等が大きく変わる可能性があることを考慮。 

 
 

⑷ （同右） 

 

 

 

 

 

 
 

 福島第一原発事故では、水素爆発が発生し、がれきの

飛散とともに、高濃度に汚染された蒸気・粉塵が高速

に、かつ、数百メートルから１キロメートルを超える

範囲に広がる事態を生じているが、そうした危険性に

ついて原子力事業者等から現場の消防隊等に十分周知

されていなかった。 
 

⑸ 汚染のおそれのある傷病者の救急搬送等にあっては、地域の

原子力災害時における医療体制を踏まえた対応が必要である。 
避難指示区域が広範囲に及ぶ場合、通常時の（被ばく）医療

 福島原発事故では、避難指示区域が段階的に広がり、現

地消防本部は署所の移転を余儀なくされた。 

 PAZや UPZ内の消防機関は、地域防災計画で定める署所

等の移転場所等により、管轄内への出動時間や車両等の

出動体制等が大きく変わる可能性があることを考慮。 

 
 

⑷ 119番通報等による原子力施設への対応については、原子

力災害対策本部から得られる情報（事態の状況や安全に係る

情報）を踏まえて対応することが重要である。 

※ 原子力施設の状況が不明で深刻な場合は、特に、施設敷

地内での対応については、様々な危険要因が想定されるこ

とから、必要な情報が得られない状況での消防活動は適切

ではないことに留意する必要がある。 

 

 福島原発事故では、水素爆発が発生し、がれきの飛散と

ともに、高濃度に汚染された蒸気・粉塵が高速に、かつ、

数百メートルから１キロメートルを超える範囲に広が

る事態を生じているが、そうした危険性について原子

力事業者等から現場の消防隊等に十分周知されていな

かった。 
 

⑸ 汚染のおそれのある傷病者の救急搬送等にあっては、地域の

被ばく医療体制を踏まえた対応が必要である。 
避難指示区域が広範囲に及ぶ場合、通常時の（被ばく）医療

用語の適正化 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の適正化 
 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針 

を基に修正 
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体制が機能しなくなることがありえ、オフサイトセンター医療

班及び道府県の原子力災害医療調整官等と連絡を緊密にして対

応する必要がある。 
原子力事業所で発生した傷病者の救急搬送については、原子

力災害対策本部体制における調整を踏まえ、事業所外の引継場

所において引継ぎを実施することもある。（例：敷地内から引

継場所までは原子力事業者が搬送を行い、引継場所から医療機

関までは消防機関が搬送する等） 
 

 
 
 
 
 

３ 防護装備等 

⑴ 広範囲の災害への対応 

①  避難及び一時移転区域が広範囲に及ぶ場合においては、当該

区域内における活動場所が、入退域管理や汚染検査・除染等を

行う拠点と相当程度離れる場合も想定される。この場合の装備

上の工夫として、簡易防護服を２重に装着し、高濃度汚染の活

動場所から退出の際に外側の簡易防護服を脱衣し、除染場所に

移動する方法を考慮する。 

② （同右） 

 

 福島第一原発事故では、屋内退避区域からの救急搬送

にあたって、搬送先医療機関から傷病者のスクリーニ

ング済証の提示を求められる事案があり、苦慮した。 

体制が機能しなくなることがありえ、オフサイトセンター医療

班（医療総括責任者）等と連絡を緊密にして対応する必要があ

る。 
原子力事業所で発生した傷病者の救急搬送については、原子

力災害対策本部体制における調整を踏まえ、事業所外の引継場

所において引継ぎを実施することもある。（例：敷地内から引

継場所までは原子力事業者が搬送を行い、引継場所から医療機

関までは消防機関が搬送する等） 

 

 

 

３ 防護装備等 

⑴ 広範囲の災害への対応 

① 避難指示区域（汚染地域）が広範囲に及ぶ場合においては、

当該区域内における活動場所が、入退域管理や汚染検査・除染

等を行う拠点と相当程度離れる場合も想定される。この場合の

装備上の工夫として、簡易防護服を２重に装着し、高濃度汚染

の活動場所から退出の際に外側の簡易防護服を脱衣し、除染場

所に移動する方法を考慮する。 

② 全面マスクや簡易防護服を着用して長時間に及ぶ活動を行

う場合は、身体への負担軽減のための対策（例：熱中症予防

 福島原発事故では、屋内退避区域からの救急搬送にあ

たって、搬送先医療機関から傷病者のスクリーニング

済証の提示を求められる事案があり、苦慮した。 

 

原子力災害対策指針 

を基に修正 

 

 

 

 

 

 

用語の適正化 

 
 
 
 

 

 

原子力災害対策指針

を基に修正 
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⑵ 放射性ヨウ素対応 

（同右） 

 

 

 

 

※ 放射性ヨウ素は、身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、

数年から数十年後に甲状腺がん等を発症するリスクを上昇させ

る。また、年齢が低いほど、そのリスクが高い。 

 

① （同右） 

 

 

 

② 安定ヨウ素剤 

原則として、原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、原

子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基づいて、安定ヨ

ウ素剤を服用する 

 

 

※ （同右） 

 

 

※ 安定ヨウ素剤の効能又は効果は、放射性ヨウ素による甲

のためのクールベストの着用等）にも配慮する。 

⑵ 放射性ヨウ素対応 

放射性ヨウ素は、核分裂反応によって生じた揮発性の放射性

物質であるため、原子炉施設、核燃料施設（臨界事故）、使用済

核燃料再処理施設等における事故の際に発生する恐れがあるこ

とに留意が必要である。 

 

 

 

 

 

① 吸収缶 

放射性ヨウ素の放出が予測される場合、呼吸保護具として全

面マスクを選択する際は、吸収缶は、塵埃（放射性ダスト）＋

放射性ヨウ素対応を用いることが必要である。 

② 安定ヨウ素剤 

消防活動に際しては、隊員の健康管理を支援する専門家等

の助言に基づき、必要に応じて、安定ヨウ素剤を服用する。 

放射性ヨウ素が体内に取り込まれた後に安定ヨウ素剤を服

用しても効果は極めて小さくなるため、適切なタイミングで

速やかに服用することが必要である。 

※ 安定ヨウ素剤の服用不可（ヨウ素アレルギーと診断され

たことがある等）の職員を事前に把握しておくことも考慮

する。 

 

 
 
 
 
 

 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（原子力規制庁 

R3.7.21一部改正）を

基に修正 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（原子力規制庁 

R3.7.21一部改正）を

基に修正 
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状腺の内部被ばくの予防又は低減をすることに限定されて

おり、放射性ヨウ素以外の放射性核種に対しては服用効果

がないことに留意する。 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子力災害対策指針においては、個人警報線量計、防護

マスク及び防護服等の着用に加え、必要に応じ安定ヨ

ウ素剤の予防服用をさせること等が示されている。 
なお、防災業務関係者の放射線防護の係る指標は、

放射線業務従事者に対する線量限度を参考とするが、

防災活動に係る被ばく線量をできる限り少なくするこ

とが必要である。 
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「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（H25.７.19作成、

R3.7.21一部改正。原子力規制庁」において、以下のとおり記

載されている。 

 

安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって 

５．地方公共団体職員が屋外で防災関連業務に従事する場合の対

応 

 避難地域における住民の避難誘導、連絡等のために、全面緊

急事態以降において屋外で防災関連業務に従事する可能性のあ

る地方公共団体職員は、当該業務を開始する際に各所属機関か

ら安定ヨウ素剤の配布を受けて携行し、服用の指示に基づき服

用する。これらの業務に携わる可能性がある者は、事前に防災

業務関係者としての教育研修を受けるか、それに相当する放射

線防護に関する知識を習得しておくことが望ましい。  

安定ヨウ素剤を携行していない防災業務関係者がいる場合に

は、各所属機関から安定ヨウ素剤を緊急配布し、又は近隣の配布

場所で配布する必要がある。また、業務が 1 日以上継続する場

合には複数回の服用も考慮しなければならない。業務が長期間に

及ぶ場合には、交代要員を確保する等により、安定ヨウ素剤を複

数回服用する必要のない環境を整えることが望ましい。 

安定ヨウ素剤を複数回服用する可能性のある業務には、妊婦、

授乳婦及び妊娠可能な女性は除くべきである 

 

「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体用）

（H25.７.19作成、同年 10月９日修正。原子力規制庁原子力防

災課）」において、以下のとおり記載されている。 

 

安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体用） 

６. 地方公共団体職員が防災業務関係に携わった場合の安定ヨ

ウ素剤の服用について 

避難地域における住民の避難誘導、連絡等のために全面緊急

事態以降において屋外で災害対応業務に従事する可能性のある

地方公共団体職員は、当該業務を開始する際に各所属機関から

安定ヨウ素剤の配布を受けて携行し、服用の指示に基づき服用

する。（中略） 
業務が長期間に及ぶ場合には、交代職員の確保など安定ヨウ

素剤を長期間連用する必要のない環境を整えることが必要であ

るが、長期間服用することとなった場合には、甲状腺機能のモ

ニタを行うことが必要であり、また健康に異常が認められると

きは、速やかに医師に相談しなければならない。これらの作業

には、妊娠中、授乳中、妊娠可能な女性は除くべきである。こ

れらの業務に携わる可能性がある者は、事前に放射線業務従事

者としての教育研修を受けるか、それ相当の防護知識を習得し

ておくことが望ましい。 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（原子力規制庁 

R3.7.21一部改正）を

基に修正 
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⑶ オフサイト活動の基本的な考え方 

    原子力災害時にオフサイトで活動するために必要な防護装備等

は、活動内容、業務を行う期間や場所に応じて適切に装着する必

要がある。 

 防護装備等の装着に関する基本的な考え方を次に示す。 

① 警戒事態の防護装備等 

警戒事態においては、放射性物質は放出されていない状況な

ので、防護装備の装着は必要ない。 

活動内容が長期間に及ぶ場合や施設の状況が短期間に進展す

ることが予想される場合は、放射性物資の放出に備えて防護装

備等を携行する必要がある。 

② 施設敷地緊急事態の防護装備等 

施設敷地緊急事態においては、基本的に原子力施設敷地外へ

の放射性物質の放出はないため、基本的に防護服やマスク等の

装着は必要ないが、事態の変化に備えて、放射性防護資機材

（線量計、防護服、マスク等）や安定ヨウ素剤の携行が必要で

ある。また、放射線等の情報に注意を払うこととする。 

③ 全面緊急事態直後(放射性物質の放出前)の防護装備等 

     全面緊急事態直後は、まだ放射性物質の放出は起こっていな

いが、時間の経過に伴って事故が進展し、放射性物質の放出が

始まるおそれがある状況である。このような状況下では、業務

開始時には空間放射線量の上昇が検知されていない場合であっ

ても、原子力発電所内で事態が進展し、放射性プルームが飛来

するおそれが否定できないため、放射性物質の放出開始後に必

報告書オ P85を引用 
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要となる防護装備等を携行する。また、放射性物質の放出後に

速やかに防護装備等が着用できない現場においては、あらかじ

め防護装備等を装着する。 

     また、原則として、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくを低減

するために、安定ヨウ素剤の予防服用を行う。 

④ 放射性物質の放出開始後(放射性物質の飛来時期)の防護装備  

等 

全面緊急事態後、原子力発電所内での事態の進展により、放

射性物質の放出が始まる。 

内部被ばく防止対策として半面マスクを装着する。体表面汚

染の防止対策として、簡易防護服、ゴム手袋、靴カバー、帽子

を装着して皮膚の露出をできる限り少なくする。外部被ばくは

個人線量計を装着して管理する。放射性ヨウ素による甲状腺の

内部被ばくの予防又は低減については、指示に基づき安定ヨウ

素剤を服用する。 
⑤ 放射性物質の沈着後(放射性プルームの通過後)の防護装備等 

     放射性物質の放出後、原子力発電所からの放射性物質の放出

が止まった後では、新たなプルームの飛来がない場合は、屋外

活動を行う場合は、活動の内容によっては、地面から放射性物

質を含む粉塵が巻き上げられる（再浮遊）ことも考えられる。

よって、内部被ばく防止として使い捨て式防じんマスク（DS2
相当以上）を装着することが望ましい。 

UPZ の内で OIL1 及び OIL2 の基準を超えた地域で活動する

場合は、汚染の程度により評価・助言を受けた装備を着装す

 

 

 

オフサイトの防災業務

関係者の安全確保に関

する検討会報告

（H28.1.5）を基に追

記 
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る。一例として、内部被ばく防止対策として防塵マスクを装着

する。体表面汚染の防止対策として、放射性物質の飛来時期と

同様に簡易防護服、ゴム手袋、靴カバー、帽子を装着して皮膚

の露出をできる限り少なくする。外部被ばくは個人線量計を装

着して管理する。放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの予

防又は低減については、指示に基づき安定ヨウ素剤を服用す

る。 

 
⑷ 活動の種類、活動場所及び活動場所等毎の防護装備(例) 

活動を実施する期間に共通する防護装備である、簡易防護服、

ゴム手袋、靴カバー、帽子、個人警報線量計を、基本装備とし

て、状況に応じた呼吸保護具を選定する。 

不織布防護服は、熱中症等の恐れがある場合等は、作業環境等

を考慮して柔軟に着用の有無を判断することも必要である。  

降雨時は、簡易防護服の上から一般的なビニール製の雨合羽

（フード付）を着用することが有効である。  

放射性物質用の防護装備は、汚染拡大防止を考慮し、使い捨て

式（ディスポ製品）を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書オ P86～87を

引用 
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表４－３ 消火活動における防護装備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

別冊 P5参照 
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表４－４ 救助活動における防護装備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別冊 P6参照 
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表４－５ 救急活動における防護装備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊 P7参照 
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表４－６ 広報活動・避難等の実効性を上げる活動における防護装備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

別冊 P8参照 
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表４－７ 避難誘導における防護装備 
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⑸ 装備に関する注意事項・留意点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

報告書オ P92～94を

引用 
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（１）放射性物質の特徴 

 

図 1-1-1：主な放射線の透過力と被ばくの特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）放射性物質の特徴 

 

図 1-1-1：主な放射線の透過力と被ばくの特徴 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 
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（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 実 体 透 過 力 

アルファ 

（α）線 

陽子2個と 

中性子2個 

からなる粒

子 

極めて小さい 
紙1枚で止められる。 

ベータ 
（β）線 

電 子 
小さい 

厚さ数mmのアルミニウムやプラスチック

で止められる。 

ガンマ 
（γ）線 

電磁波 
大きい 

鉄、鉛など密度の大きい物質や厚いコンク

リートで止められる。 

中性子線 中性子 
大きい 

水やコンクリートなどの水素の多い物質

で止められる。 
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図 1-1-2：放射線･放射能･放射性物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-2：放射線･放射能･放射性物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

私たちが一口に放射線と呼んでいるものには、エックス線や宇宙線な

ど色々な種類がありますが、原子力防災において重要な放射線は放射性

物質から放出される放射線です。放射性物質とは放射線を出す能力すな

わち「放射能」をもつ物質のことです。 

放射性物質、放射線及び放射能の関係をランタンに例えると、「ランタ

ン」が放射性物質に、ランタンから出る「光」が放射線に、そして、ラ

ンタンの「光を出す能力」が放射能に対応します。 

「放射線」と「放射能」はよく似た言葉ですが、意味が異なるので注

意する必要があります。例えば「放射能漏れ」という表現がしばしば用

いられますが、正しくは「放射性物質漏れ」のことで、放射線が漏れる
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「放射線漏れ」とは異なります。 

ベクレル（Bq）からシーベルト（Sv）に換算するには、放射性核種毎

の換算計数を用いる必要があります。主な放射性核種の1cm線量当量率定

数は次のとおりとなります。 

 

点状線源による線量率計算のための 1cm線量当量率定数〔μSv･m2･MBq-1･h-1〕 

核種名 1cm線量当量率定数 核種名 1cm線量当量率定数 
22Na 0.333 131I 0.0650 
24Na 0.492 137Cs 0.0927 
59Fe 0.171 192Ir 0.139 
60Co 0.354 226Ra 0.251 
95Zr 0.117 235U 0.0278 
106Ru 0.0331 241Am 0.00529 

アイソトープ手帳 10版、(社)日本アイソトープ協会(2002) 
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（２）放射線と放射性物質 

表 1-1-1：放射能と放射線の主要単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）放射線と放射性物質 

表 1-1-1：放射能と放射線の主要単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 
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表 1-1-2：放射線に関する単位の旧単位から新単位への換算方法 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1-2：放射線に関する単位の旧単位から新単位への換算方法 

 

 

 

 

 

 

 

（例）放射能の Ciから Bqへの換算：5Ciは、5×(3.7×1010)＝1.85×1010 

Bqとなります。実効線量の remから Svへの換算：5remは、5×0.01＝

0.05Svとなります。 

※1：s-1は、1/sに相当し、1秒間あたりの原子核が壊変する個数で、ベクレル

に相当します。 

※2：レントゲン(R)(照射線量)は、γ線や X線が空気中の原子や分子をどのくら

い電離するかを現します。 

時間あたりのレントゲン(R/h)(照射線量率)は、Sv/hに相当し、1 R/hはおおよ

そ 10mSv/h (0.01Sv/h)に相当します。 

※3：cpsや cpmは、1秒間(1分間)に測定器が計測した数です。汚染密度は、

cps(cpm)から計算式で Bq/cm2に換算します。例えば、GM計数管式表面汚染検査

用サーベイメータの日立アロカメディカル製の TGS-146や TGS-136等では

40,000cpmは、120Bq/cm2に相当します。 
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表 1-1-3：SI接頭語 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表 1-1-3：SI接頭語 
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表 1-1-4：危険度による放射性物質の分類 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 1-1-4：危険度による放射性物質の分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(IAEA Safety Series No.38 “Radiation Protection Procedures” 1973 Edition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危
険
度 

階級 核          種 

極
め
て
高
度 

1 

Pb-210 

Th-227 

U-233 

Pu-241 

Cm-244 

Po-210 

Th-228 

U-234 

Pu-242 

Cm-245 

Ra-223 

Th-230 

Np-237 

Am-241 

Cm-246 

Ra-226 

Pa-231 

Pu-238 

Am-243 

Cf-249 

Ra-224 

U-230 

Pu-239 

Cm-242 

Cf-250 

Ac-227 

U-232 

Pu-240 

Cm-243 

Cf-252 

高 

度 

2 

Na-22 

Co-60 

Ag-110m 

Te-129m 

Cs-137 

Tb-160 

Bi-207 

Pa-230 

Cl-36 

Sr-89 

Cd-116m 

I-124 

Ba-140 

Tm-170 

Bi-210 

Th-234 

Ca-45 

Sr-90 

In-114m 

I-126 

Ce-144 

Hf-181 

At-211 

U-236 

Sc-46 

Y-91 

Sb-124 

I-131 

Eu(13y)-162 

Ta-182 

Pb-212 

Bk-249 

Mn-54 

Zr-95 

Sb-125 

I-133 

 

Ir-192 

Ra-224 

Co-56 

Ru-106 

Te-127m 

Cs-134 

Eu-154 

Tl-204 

Ac-224 

中 
 

等 
 

度 

3 

Be-7 

P-32 

Sc-47 

Fe-52 

Ni-65 

As-74 

Kr-87 

Y-93 

Tc-97m 

Rh-105 

Cd-115 

Te-127 

I-134 

La-140 

Nd-149 

Eu-166 

Er-169 

W-185 

Os-191 

Pt-197 

Hg-203 

Bi-212 

C-14 

S-35 

Sc-48 

Fe-55 

Cu-64 

As-76 

Rb-86 

Zr-97 

Tc-97 

Pd-103 

In-115m 

Te-129 

I-136 

Ce-141 

Pm-147 

Gd-153 

Er-171 

W-187 

Os-193 

Au-196 

Tl-200 

Rn-220 

F-18 

Ar-41 

V-48 

Fe-59 

Zn-65 

As-77 

Sr-85 

Nb-93m 

Tc-99 

Pd-109 

Sn-113 

Te-131m 

Xe-135 

Ce-143 

Pm-149 

Gd-159 

Tm-171 

Re-183 

Ir-190 

Au-193 

Tl-201 

Rn-222 

Na-24 

K-42 

Cr-51 

Co-57 

Zn-69m 

Se-75 

Sr-91 

Nb-95 

Ru-97 

Ag-105 

Sn-125 

Te-132 

Cs-131 

Pr-142 

Sm-151 

Dy-165 

Yb-175 

Re-186 

Ir-194 

Au-199 

Tl-202 

Th-231 

Cl-38 

K-43 

Mn-52 

Co-58 

Ga-72 

Br-82 

Y-90 

Mo-99 

Ru-103 

Ag-111 

Sb-122 

I-130 

Cs-136 

Pr-143 

Sm-153 

Dy-166 

Lu-177 

Re-188 

Pt-191 

Hg-197 

Pb-203 

Pa-233 

Si-31 

Ca-47 

Mn-56 

Ni-63 

As-73 

Kr-85m 

Y-92 

Tc-96 

Ru-105 

Cd-109 

Te-125m 

I-132 

Ba-131 

Nd-147 

Eu(9.2h)-152m 

Ho-166 

W-181 

Os-185 

Pt-193 

Hg-197m 

Bi-206 

Np-239 

低 

度 

4 

H-3 

Ge-71 

Nb-97 

Xe-131m 

Os-191m 

U-238 

O-16 

Kr-85 

Tc-94m 

Xe-133 

Pt-193m 

U(Nat) 

Ar-37 

Sr-85m 

Tc-99m 

Cs-134m 

Pt-197m 

Co-54m 

Rb-87 

Rh-130m 

Cs-135 

Th-232 

Ni-59 

Y-91m 

In-133m 

Sm-147 

Th(Nat) 

Zn-69 

Zr-93 

I-129 

Re-147 

U-235 
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表 1-1-5：主な放射性核種の一般的性質 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1-5：主な放射性核種の一般的性質 

核 種 性          質 

H-3 
H-3 は極度に低いエネルギーのβ線を出すので、一般には内

部照射の影響は他の放射性同位元素に比べて少ない。 

C-14 
動物体内での交替は割合速い。またそのβ線エネルギーは

低いので危険度は低い部類に入る。 

Na-22 

Na-24 

Na-22もNa-24もいずれもγ放射体であり、そのエネルギーも

大きいが体液全体にび漫するので critical organ というものは

なく、排泄も速いので危険性は中程度である。 

P-32 

骨格のリン、デオキシリボ核酸のリンは回転が遅い。しかし、

P-32 の物理的半減期が短いので、そのβ線エネルギーが大

であるにもかかわらず危険性は中程度である。 

S-35 

体内ではこれらイオウ化合物は分解して主に硫酸の形で排泄

される。半減期は長いが身体全体に分布（毛にはかなり集ま

る）するし、人体内の量もそう多くないし、β線エネルギーも低

いので危険性は低い部類に入る。 

K-42 

K-42 はエネルギーの高いβ線とγ線とを出し、人体では筋肉

組織内に比較的多く入る。しかし筋肉は容積が大きく、放射線

に敏感でもないし、ことに K-42 は物理的半減期が短いので危

険性は低い部類に入る。 

Ca-45 

骨格に沈着したカルシウムは回転が遅いから Ca-45 は一度

骨に入ってしまうとなかなか抜け出ない。ただ、Ca-45 の物理

的半減期が長いとはいっても半年であり、またβ線のエネル

ギーが低いので Sr-90 ほどの危険性はない。 

Cr-51 

人体内に入ると腎臓を通じて徐々に排泄される。Cr-51 は生

物学的半減期は長いが物理的半減期はそれほど長くなく、エ

ネルギーの低いγ線を少量出すのみなので生物学的影響は

少なく、危険度は低い部類に属する。 

Fe-55 

Fe-59 

動物では鉄の吸収率ははなはだ低いが、いったん体内に入っ

たものは繰り返しヘモグロビン、ミオグロビンの生産に利用さ
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れてきわめて徐々にしか排泄されない。赤血球に入った鉄は

赤血球が寿命（人では 120 日）を終えて崩壊するまで代謝回

転をしない。赤血球以外の鉄は主に骨髄、肝臓、脾臓にある。

このように鉄は体にとどまり、骨髄のような放射線に敏感な組

織に多く存在するということと Fe-59のγ線が比較的エネルギ

ーが高いので危険性はやや高いが、物理的半減期はあまり

長くないので中等度危険の部類としていい。Fe-55 は物理的

半減期が長いが、軟X線を出すのみなので Fe-59に比べて危

険性は低い。 

Co-60 
Co-60 は物理的半減期が長く、エネルギーの高いγ線を出す

が、排泄が速いので危険性は中程度である。 

Cu-64 
Cu-64 は物理的半減期が短いので危険性は低い部類に入

る。 

Zn-65 
放射線のエネルギーが低いので Sr-90 ほど危険性は高くなく

中程度の部類に入る。 

Rb-86 
物理的半減期は長いが人体から排出されるのが速くて危険性

は中程度である。 

Sr-89 

Sr-90 

Sr-90 は物理的半減期がきわめて長く、その娘元素である

Y-90 のβ線エネルギーがきわめて高いので体内に入った場

合に非常に危険である。 

Sr-89 は半減期が数十日であるから長く害を及ぼすということ

もないので、Ca-45 程度の危険性と見ればいい。 

I-131 

ヨウ素イオンの形で腸から吸収されると速やかにその大部分

が、甲状腺に集まる。甲状腺は身体全体に比べるときわめて

小さい器官なので I-131 がそこへ濃縮されることになるので、

半減期が短いにもかかわらず危険性はかなり高いということ

になる。 

Cs-137 
物理的半減期は長いが、排泄されやすいので危険性はそれ

ほど大きくなく中程度の部類に入る。 
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critical organ：決定器官 生体の放射線による被ばくに際し、放射線に対

する感受性と生体におけるその機能の点で重要と考えられる器官。最も問題

となる器官としては造血器官、生殖腺、眼の水晶体、皮膚等があげられる。 
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表 1-1-6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（1/2） 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1-1-6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（1/2） 
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表 1-1-6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（2/2） 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1-1-6：放射性核種の種類と放出放射線の種類（2/2） 
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（３）日常生活と放射線 

 

表 1-1-7：アイソトープ利用方法の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）日常生活と放射線 

 

表 1-1-7：アイソトープ利用方法の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現状運用に基づく 
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（出典：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典：(独)放射線医学総合研究所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-3：放射性被ばくの早見図 

資料１ １.放射性物質の特性等 

 

図 1-1-3：放射性被ばくの早見図 
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出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

私たちは、日常生活の中でどこにいても宇宙や大地からの放射線、そ

して体内に摂取された食物を通じて放射線を受けています。これらは自

然放射線と呼ばれます。 

自然放射線の量は、地域によって差があります。日本国内でも、関東

地方や東北地方では 0.81～1.06mSv/年、関西地方や中国地方等の花崗岩

地帯では 1.01～1.19mSv/年と差があります。外国ではイラン、ブラジル、

インド、中国の一部の地域で高いことが知られており、ブラジルのガラ

パリでは、日本の約 10倍被ばくすることになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-4：自然放射線の空間放射線量率ナノグレイ/ 時（ミリシーベルト/ 年） 

・実効線量への換算には 0.7 シーベルト/ グレイを使用 

図 1-1-4：自然放射線の空間放射線量率ナノグレイ/ 時（ミリシーベルト/ 年） 

・実効線量への換算には 0.7 シーベルト/ グレイを使用 

資料１ １.放射性物質の特性等 
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（１）日常生活における年間線量 

図 1-2-1：自然及び人工放射線源から受ける一人あたりの年間線量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

（１）日常生活における年間線量 

図 1-2-1：自然及び人工放射線源から受ける一人あたりの年間線量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-2：日常生活における被ばく（年間） 図 1-2-2：日常生活における被ばく（年間） 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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（２）被ばく線量限度 

表 1-2-1：我が国の放射線業務従事者の線量限度 

区 分 
実効線量限度（全

身） 

等価線量限度（組

織・臓器） 
根拠法令※４ 

放

射

線

業

務

従

事

者 

平

常

時 

100mSv/5年※1かつ 

50mSv/年※2 

眼の水晶体 

100mSv/5年※1 

かつ 50mSv/年 

皮膚 500mSv/年※2 

電離則 

人事院規則 

炉規法 

放射性同位

元素等規制

法 

妊娠可能な女性 

 5mSv/3月間※3 妊娠中の女性 

2mSv 

（出産までの間の

腹部表面） 

妊娠中の女性 

1mSv 

（出産までの間の

内部被ばく） 

緊

急 

作

業

時 

100mSv 

眼の水晶体 

300mSv 

皮膚 1Sv 

電離則 

人事院規則 

炉規法 

放射性同位

元素等規制

法 

一

般

公

衆 

平

常

時 

1mSv/年※2 

眼の水晶体 

15mSv/年※2 

皮膚 50mSv/年※2 

炉規法 

（２）被ばく線量限度 

表 1-2-1：我が国の放射線業務従事者の線量限度 

 
 

区 分 
実効線量限度（全

身） 

等価線量限度（組織・

臓器） 
根拠法令※４ 

放

射

線

業

務

従

事

者 

平

常

時 

100mSv/5年※1か

つ 

50mSv/年※2 

眼の水晶体 皮膚 

500mSv/年※2 

電離則 

人事院規則 

炉規法 

障害防止法 

妊娠可能な女性 

 5mSv/3月間※3 
妊娠中の女性 2mSv 

（出産までの間の腹

部表面） 

妊娠中の女性 

1mSv 

（出産までの間

の内部被ばく） 

緊

急 

作

業

時 

100mSv 
眼の水晶体 300mSv 

皮膚 1Sv 

電離則 

人事院規則 

炉規法 

障害防止法 

一

般

公

衆 

平

常

時 

1mSv/年※2 

眼の水晶体 15mSv/

年※2 

皮膚 50mSv/年※2 

炉規法 

 
 
 
 
 
法令改正 
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（注）上記の数値は、外部被ばくと内部被ばくの合計線量 

自然放射線及び医療行為による被ばくは含まない。 

※1 平成 13年 4月 1日以降 5年毎に区分 

※2 4月 1日を始期とする 1年間 

※3 4月 1日、7月 1日、10月 1日、1月 1日を始期とする 3月間 

※4 根拠法令 

・電離則:労働安全衛生法（電離放射線障害防止規則） 

・人事院規則 

・炉規法:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

・放射性同位元素等規制法:放射性線同位元素等の規制に関する法

律 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）上記の数値は、外部被ばくと内部被ばくの合計線量 

自然放射線及び医療行為による被ばくは含まない。 

※1 平成 13年 4月 1日以降 5年毎に区分 

※2 4月 1日を始期とする 1年間 

※3 4月 1日、7月 1日、10月 1日、1月 1日を始期とする 3月間 

※4 根拠法令 

・電離則:労働安全衛生法（電離放射線障害防止規則） 

・人事院規則 

・炉規法:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

・障害防止法:放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する

法律 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
法令改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1-2-2：ガンマ線急性吸収線量のしきい値 表 1-2-2：ガンマ線急性吸収線量のしきい値 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-3：急性放射線症の病期 図 1-2-3：急性放射線症の病期 
被ばく時 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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図 1-2-4：放射線の人体への影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-4：放射線の人体への影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

 

1895年の放射線（X線）の発見に引き続き、1896年には放射性物質が

発見されました。これらが公園の見世物や医療の現場で使われるように

なると、ほぼ同時期から放射線の使用している人たちに、放射線を受け

たことが原因で考えられる障害が見られるようになりました。 

放射線の人体へ及ぼす影響は、放射線を受けた本人に現れる身体的影響

と、放射線を受けた本人には現れませんがその子孫に現れる遺伝性影響

です。 

身体的影響は、さらに、急性障害（皮膚紅斑、脱毛、不妊など）、胎児

発生の障害（精神遅滞）及び晩発障害（白内障、白血病、がん）の三つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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に分けられます。 

遺伝性影響については、人間では、広島・長崎の原爆被ばく生存者の

方々から生まれたお子さんについて、様々な指標を用いて調査が行われ

ていますが、現在までに遺伝性影響は確認されていません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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（３）放射線防護の考え方 

図 1-2-5：外部被ばく、内部被ばく、汚染 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

被ばくについて 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

（３）放射線防護の考え方 

図 1-2-5：外部被ばく、内部被ばく、汚染 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

被ばくについて 

① 体から離れたところにある放射性物質（線源）からの放射線によ

り被ばくすることを「外部被ばく」といい、全身被ばくと局所被ば

くがあります。 

② 吸入・飲食・傷口により放射性物質が体の中に入り、体に取り込

まれた放射性物質からの放射線により被ばくすることを「内部被ば

く」といいます。本人及び周りの人々が被ばくする場合があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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汚染について 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

１．外部被ばくの防護 

外部被ばくから身体を護るためには、次の 3つの方法を組み合わせ

て行います。 

図 1-2-6：外部被ばくの防護 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

汚染について 

① 体の表面や衣服に放射性物質が付着することを「体表面汚染」と

いいます。また、傷口に（創傷部）に放射性物質が付着することを

損傷汚染といい、体の中に放射性物質を取り込んだ状態を体内汚染

といいます。 

② 体の表面や衣服に付着した放射性物質から被ばくする可能性が

あります。 

 

１．外部被ばくの防護 

外部被ばくから身体を護るためには、次の 3つの方法を組み合わせ

て行います。 

図 1-2-6：外部被ばくの防護 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典の更新 

 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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① 放射性物質からできるだけ離れること（距離） 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 放射線を遮ること（遮へい） 

   （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 放射性物質からできるだけ離れること（距離） 

放射性物質から離れれば離れるほど受ける放射線の量は低く

なります。これは、電灯の光が離れれば離れるほど暗くなってい

くのと同様です。その割合は、距離の比の二乗に反比例します。

つまり、放射性物質から距離が 2倍になると受ける線量は 1/4に

なります。 
 

 

 

 

② 放射線を遮ること（遮へい） 

放射線は物質中を透過するとき、自分のエネルギーをその物質

に与えるため弱くなります。γ線に対する遮へいは鉛やコンクリ

ートなど密度の大きなものが有効です。中性子線は、水やパラフ

ィンなど水素を多く含むものが有効です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用語整理 

 
 
 
 
 
 
 
 

（Co-60 のγ線の例）線量率を 1/10 にするために必要な厚さ 

→ 水：約 30cm  コンクリート：約 15cm  鉛：約３cm 

（Co-60 のγ線の例）空間線量率を 1/10 にするために必要な厚さ 

→ 水：約 30cm  コンクリート：約 15cm  鉛：約３cm 

1m で 4mSv/h であったとすると、 

4mSv/h     1mSv/h           0.25mSv/h 

放射性物質 
1m        2m        3m        4m 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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③ 放射線を受ける時間を短くすること（時間） 

   （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．内部被ばくの防護 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 放射線を受ける時間を短くすること（時間） 

放射線を受ける量は、1時間あたりの線量が高いところに長く

居るほど高くなります。したがって、その場所にいる時間を短く

することにより放射線を受ける量を減らすことができます。 

 
 

 

 

 

 

２．内部被ばくの防護 

放射性物質が体内に入る経路には、呼吸によるもの、経口によるも

の、傷口から浸入するものの 3通りがあります。 
呼吸からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、マスクなど

の呼吸保護具を使用し、放射性物質を含んだ空気をフィルターで浄化

します。 
経口からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、放射性物質

が付着した食物を食べない、放射性物質が混入した飲料水を飲まない

ようにします。また、放射性物質で汚染した区域では、喫煙や化粧も

避ける必要があります。 
傷口からの放射性物質の体内への取り込みを防ぐには、大きな傷が

ある人は、汚染した区域での活動を避けることや活動中に怪我をした

場合は、速やかに汚染した区域から退出し傷口の汚染検査を行いま

す。 

 
 
 
 
 
用語整理 

 
 
 

0.8mSv/h の線量率の場所で作業を行うとすると、 

15 分間作業すると 0.2mSv 

30 分間作業すると 0.4mSv 

1 時間作業すると 0.8mSv    放射線を受けることになります。 

0.8mSv/h の空間線量率の場所で作業を行うとすると、 

15 分間作業すると 0.2mSv 

30 分間作業すると 0.4mSv 

1 時間作業すると 0.8mSv    放射線を受けることになります。 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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３．汚染の防護 

（同右） 
 

 
 
 

３．汚染の防護 

汚染を防護するためには、防護服を着用します。体表面に汚染があ

ると内部被ばくの原因となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ ２.放射線の人体への影響等 
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（１）施設の種類と特性 

表 2-1-1：施設の分類 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設の種類と特性 

表 2-1-1：施設の分類 

施設の 

分類 
施設の種類 施設の説明等 

原子力 

施設 

発電用原子炉施設 
原子力発電所 

研究開発段階炉（もんじゅ） 

試験研究用等原子

炉施設 
臨界実験装置を含む 

精錬施設 ウラン、トリウム等の精錬 

加工施設 
核燃料の転換、核燃料の濃

縮、核燃料の製造 

再処理施設 使用済核燃料の再処理 

使用施設 核燃料物質等の使用 

廃棄埋設施設 

廃棄管理施設 

高レベル放射性廃棄物貯

蔵管理施設 

低レベル放射性廃棄物埋

設施設 

使用済燃料貯蔵施

設 
使用済核燃料の貯蔵 

放射性同

位元素等

取扱施設 

放射性同位元素

（RI）使用施設 

（詰替施設、貯蔵施

設、廃棄施設、 

廃棄物詰替施設、

大学、病院、研究所等での

RI の使用 
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（出典：原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法） 

 

表 2-1-2：施設の取扱又は内蔵放射性物質の種類と量 
（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物貯蔵施設） 

放射線発生装置使

用施設 
リニアック、サイクロトロン等 

（出典：原子炉等規制法、放射線障害防止法） 

 

表 2-1-2：施設の取扱又は内蔵放射性物質の種類と量 

施設の種類 主要放射性物質の種類 

取扱量又

は 

内蔵量 

発電用原子炉 核分裂生成物（ＦＰ） 極大 

試験研究用等原子炉施設 核分裂生成物（ＦＰ） 大 

精錬施設 イエローケーキ（Ｕ３Ｏ８） 中 

加工施設 ウラン（ＵＦ６、ＵＯ２） 中 

再処理施設 
核分裂生成物（ＦＰ）、ウラ

ン、プルトニウム 
極大 

使用施設 ウラン、プルトニウム 極小～中 

高レベル放射性廃棄物貯蔵

管理施設 

核分裂生成物（ＦＰ） 極大 

低レベル放射性廃棄物埋設

施設 

Ｃｏ、Ｃｓ、Ｓｒ 極小～大 

使用済燃料貯蔵施設 核分裂生成物（ＦＰ） 極大 

放射性同位元素（RI）使用

施設 

密封 RI、非密封 RI 極小～中 

放射線発生装置使用施設 加速器、放射化物 極小～大 

 
 
 
法令改正 
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（２）原子力施設の特性等 

 
 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）原子力施設の特性等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：原子力・エネルギー図面集 2013 日本原子力文化振興財団） 

 
原子力施設等で火災・爆発等の災害が発生したとの通報があった場

合、災害・事故の特性として、発生箇所が管理区域内か外か、また、

放射性物質又は放射線の放出がないかを確認する必要があります。そ

れによって、携行する放射線防護装備が異なります。 

事故の概要が不明な段階では、放射性物質又は放射線の放出がある

ものと見なして活動するものとします。 

また、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第 10

図 2-1-1：原子力発電所の区域区分 
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図 2-1-1：原子力発電所の区域区分 
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１．施設の種類 

（同右） 

 
 

２．管理区域に係る規制の概要 

（同右） 

 

⑴ 管理区域 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条に規定される事象や同法第 15条の規定により内閣総理大臣から原

子力緊急事態宣言が発出された場合には、当該市町村の地域防災計画

の定めに従い活動します。 

 
１．施設の種類 

発電用原子炉施設、試験研究用等原子炉施設、加工施設、再処理施

設、使用施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施

設があります。 
２．管理区域に係る規制の概要 

原子力施設には、管理区域、保全区域（原子力発電所の一部の施設

に適用）及び周辺監視区域が定められています。 

⑴ 管理区域 

管理区域は、その区域内に常に立ち入る者の滞在時間を基にして

線量率の区分けが行われています。また、加工施設の管理区域は上

記と同様に設定されていますが、取扱う核燃料物質等が非密封状態

であるか密封状態であるかによって、それぞれ第 1種管理区域及び

第 2種管理区域に区分されています。 

管理区域の状態を連続的に把握監視する手段として、エリアモニ

タ、ダストモニタ等の固定放射線監視設備が設置され、中央制御室

にて連続監視されています。表面汚染密度については、定期的に確

認が行われています。 

汚染のおそれのある区域の出入口には更衣設備が設けられ、汚染

防護衣類などの着脱、汚染検査等が行われます。 

なお、原子力発電所では、管理区域を線量率、表面汚染密度、空

資料２ 1.施設の種類と特性 
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⑵ 保全区域 

（同右） 

 

 

⑶ 周辺監視区域 

（同右） 

 

 
表 2-1-3：原子力発電所の管理区域区分の例 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気中放射性物質濃度により区分しており、区分の基準及び呼称は全

電力会社で統一が図られています。汚染区域 B～Dの区域を管理区域

と呼び、また、線量率区分 3と汚染区域 Dの区域は立入制限措置が

行われています。 

⑵ 保全区域 

保全区域は、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする施

設の周辺で管理区域以外のところが設定され、標識の掲示、人の立

入制限、物品の持出制限等の措置が講じられています。 

⑶ 周辺監視区域 

周辺監視区域は、通常は原子力施設敷地境界に設定され、居住禁

止、立入制限等の措置が講じられています。 

 
表 2-1-3：原子力発電所の管理区域区分の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）表面汚染密度の基準値は、原則としてスミア法による値とする。 
空気中の放射性物質濃度については、60Coとする。 
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図 2-1-2：管理区域等に設置されている標識 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-2：管理区域等に設置されている標識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

保全区域 
 

許可なくして立

入りを禁ず 

 

周辺監視

区域 
 

みだりに立入

ることを禁ず 
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（３）放射性同位元素等取扱施設の特性等 

 
表 2-1-4：放射性同位元素等の種類と危険性 

（同右） 

 
 
 
 
 
１．密封された放射性同位元素（RI） 

  （同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．密封されていない放射性同位元素（RI） 

（同右） 

 

 

 

（３）放射性同位元素等取扱施設の特性等 

 
表 2-1-4：放射性同位元素等の種類と危険性 

 
 
 
 
 
 
１．密封された放射性同位元素（RI） 

① 密封線源 

通常の使用状態（一般におこりうる誤操作を含む）では、開封又

は破壊される恐れはない。また、漏洩、浸透等により散逸して汚染

する恐れもない。ただし、開封又は破壊があった場合は、密封され

ていない RIとして取り扱うこと。 

② 照射装置 

大量の RIを内蔵している装置もあり、不測の事故で RIが格納さ

れていない状態では、放射線被ばくにより生命の危険を伴う可能性

があるため、最も注意が必要。 
２．密封されていない放射性同位元素（RI） 

① 気体、液体、固体状で存在。 

② 液体状が一番多く使用されている。 

③ ガラス瓶等に入っているため割れやすい。 

④ 使用するフード等は、排気ダクトに接続されている。 
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３．放射線発生装置 

（同右） 

 
 
 
 
 
 

表 2-1-5：放射性同位元素等の取扱施設において、 
主に取り扱われている危険物 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．放射線発生装置 

① 使用中は、放射線が発生している。 
② 設置部屋は、その放射線の遮へいのために厚いコンクリート壁等

を使用している。 
③ 電源を遮断すれば放射線の発生は止まるが、ごく一部の装置では

停止直後に若干の残留放射線の影響がある。 
④ 高圧電源を使用しているので注意が必要である。 

 
表 2-1-5：放射性同位元素等の取扱施設において、 

主に取り扱われている危険物 

 
 
 
 
 
 

※1 水噴霧も有効 

※2 少量の場合は、水噴霧で消火可能 

 
 
 
 
 
 
 

資料２ 1.施設の種類と特性 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

252 
 

写真 2-1-1：密封線源（例） 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-1-2：非密封線源（例） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-1-1：密封線源（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 2-1-2：非密封線源（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①60Co医療用大線源 
②198Au医療用線源 
③192Ir医療用線源 

(先端部が

線源) 

④192Ir非破壊用線

源 

(左側の先

端部が線源) 

⑤60Co工業用小線源 

⑥60Co照射用大線源 
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3H、14C、32P

等の標識

化合物を

収納した

バイヤル 

① 

⑥ 
④ 

⑤ 

② 

③ 
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写真 2-1-3：放射線発生装置（例） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-1-3：放射線発生装置（例） 
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直線加速装置

（ライナック） 
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図 2-1-3：γ線照射施設（例） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-3：γ線照射施設（例） 
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図 2-1-4：管理区域等に設置されている標識 
放射線施設 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2-1-4：管理区域等に設置されている標識 
放射線施設 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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図 2-1-5：エックス線装置等を設置された部屋の入口 

 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-5：エックス線装置等を設置された部屋の入口 
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（４）考慮すべき事故と消防活動上の留意点 

 

表 2-1-6：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点 

（BWR の例） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）考慮すべき事故と消防活動上の留意点 

 

表 2-1-6：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点 

（BWR の例） 

考慮

すべ
き事故

と 

形態 

場所、施設あるいは 
装置の種類 

消防活動に際しての留意点 

放射線防護関係 

火気に対
する 

危険性 

（火災の場

合） 

施設の消火

設備 
（*2制御室等

から起動可

能な固定式
消火設備） 

そ の 他 

防

護
の 
要

否 

防護レベ

ル 
（*1具体
的には現

場指揮者

の指示に
従うこと) 

可燃物 
（放射性

物質にて
汚染され

たもの等：

注３） 

 

火災 

発電

所 

本館
外 

 

事務本館 
訓練セン

ター 
一般倉庫

等 

否 － － 一般火災と

同様 
 近くに変圧器

等がある場合

があり、注水時
等には現場指

揮官との連携

が必要（以下
同じ） 

変圧器 

等 
否 － － 電気火災 

油 火 災 
消火設備有

り *2 

（水噴霧式

等） 

 

軽油タン
ク 

重油タン

ク 

否 － － 油 火 災 消火設備有
り *2 

（泡消火式

等） 

 

焼却炉建
屋 

一部
要

（一

部が
管理

区

域） 

要*1（放射
性物  質

の飛散の

恐れがあ
る場合に

は マ ス ク

着用） 
Ｎ、Ｆ 

紙、布等
低レベル

放射性廃

棄物 

焼却炉（密封
式） 
（プロパン

ガス着火） 

消火設備有
り *2 

（注水式

等） 

 

固体廃棄

物 
貯蔵庫 要 

要*1 

Ｎ 

ドラム缶

内の放射
性廃棄物

等 

なし（火

気使用が
ほとんど

なく、火
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災の可能

性少な
い） 

制御

建屋 
 

中央制御

室 
否 － 

－ 電気火災 24 時間運

転員が常
駐。 
初期消火が

可能。 

 

ケーブル

処理室 
否 － 

－ 電気火災 消火設備有

り*2 

（ＣＯ2消
火式等） 

 

重油ボイ

ラ室 
否 － 

－ 油 火 災 消火設備有

り*2 

（ＣＯ2消
火式等） 

 

 

 

ディーゼ

ル発電機
(ＤＧ)室 否 － 

－ 油 火 災 消火設備有

り*2 

（ＣＯ2消

火式等） 

 

ＤＧ燃料
油 

ディタンク

室 

否 － 

－ 油 火 災 消火設備有
り*2 

（ＣＯ2消

火式等） 

 

モータ等 
各種機器

類 
否 － 

－ 電気火災  
油 火 災 

  

原子
炉 

建屋 

モータ等 
各種機器

類 
要 

要*1 

Ｆ 

－ 電気火災  
油 火 災 

  

ター

ビン
建屋 

 

発電機 

要 
要*1 

Ｆ 

－ 電気火災 
Ｈ2 漏れ
火災 

消火設備有

り*2 

（ＣＯ2消

火式等） 

 

タービン潤
滑油・ 

制御油タン

ク室 

要 
要*1 

Ｆ 

－ 油 火 災 消火設備有り*2 

（ハロン消火

式等） 

 

モータ等 
各種機器

類 
要 

要*1 

Ｆ 

－ 電気火災 
油 火 災 

モータ等各

種 
機器類 

 

廃棄
物 

雑固体廃
棄物減容

要 
要*1 

Ｆ 
紙、布等
低レベル

火気使用
禁止 
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処理

建屋 

機室 放射性廃

棄物 
固化処理装

置（アスファ

ルト、プラス
チック固化） 

要 
要*1 

Ｆ 

使用済樹

脂、濃縮

廃液 等 

火気使用

禁止 
消火設備有

り *2（注水

式等） 

注水の可否は、固

化方式に よって

異なるので、現場
指 揮者の指示に

従う 

 
  モータ等

各種機
器類 

要 要*1 

Ｆ 
－ 電気火災 

油 火 災 
  

 屋外 Ｈ2 ボン
ベ庫 

否 － － Ｈ2 漏れ
火災 

  

負傷 
事故 
（救
助） 

管理区域外 否 － － － － － 

 管理区域内 要 要*1 

Ｎ 
－ － － 

 
 

 

負傷者等の除
染等（汚染拡大
防止措置を含
む）、応急措置
等は電力側で
行う。（シャワ
ー室、応急処置
室等）。管理区
域外への搬出
については現
場指揮者の指
示に従う。 

被ば
く事
故 
（救
助） 

管理区域内 
要 要*1 

Ｎ 
－ － － 

 
注 1：網掛け部分は「管理区域」を意味する。 

注 2：発電所によって建屋の構造、施設、装置の配置・種類が異なることか

ら、本表は個別に作成する必要がある。 

注 3：定期点検時等の場合、溶接機等の各種機材や紙、布、ビニールシート

等の資材を様々な所で使用していることから、現場指揮官からの情

報・指示に従うことが重要である。 

注 4：防護レベル欄の記号の意味については、N：normal（通常）、P：poison

（有毒）、F：fire（火災）である。 
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表 2-1-7：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点 

（RI 等取扱施設の例） 

１．火災 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1-7：消防機関が考慮すべき事故と消防活動に際しての留意点 

（RI 等取扱施設の例） 

１．火災 

 

密
封・ 
非密封
等の区
別 

施設の種類と設
備 

消防活動に際しての留意点 

放射線防護関係 
火気に対
する 
危険性 
（火災の
場合） 

注水の適否 そ の 他 
防護の要否 

可燃物（放
射性物質
にて汚染
されたも
の等） 

非密

封RI 

使用
施設 

作業室 

ＲＩの飛散等
による内部被
ばくの恐れが
あるため 要 

紙等低レ
ベル放射
性廃棄物 

引 火 性
液 体 の
使 用 の
可 能 性
あり 

汚 染の拡 大
の可 
能性あり 否 

大量のＲＩを使
用する場合 
は、サーベイメ
ータや個人警報
線量計の装備 
要 

汚染検査
室 

同 上   同 上 
 

貯蔵
施設 

貯蔵室 
貯蔵箱 
貯蔵容器 

同 上 
（貯蔵施設
は耐火性） 

 

微 量 の
引 火 性
液 体 の
保 管 あ
り 

同 上 

大量のＲＩを貯
蔵している場合
は、サーベイメ
ータや個人警報
線量計装備 要 

廃棄
施設 

排気設備 同 上   同 上  

排水設備 同 上   同 上  

保管廃棄 
（設備） 

同 上 
耐火性のドラム
缶に入れ保管） 

紙等低レ
ベル 

放射性廃
棄物 

引 火 性
液 体 の
保 管 の
可 能 性
あり 

 
同 上 

 

密封

RI 

使用
施設 

使用室 
ＲＩの密封の状
態によっては 
要 

  
ＲＩの密封の状
態によっては 
否 

大量のＲＩを使
用する場合は、
サーベイメータ
や個人警報線量
計の装備 要 

機器設
置施
設 

使用室 否  

引 火 性
液 体 の
使 用 の
可 能 性

適 
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２．負傷事故（救助） 

 
（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり 

貯蔵
施設 

貯蔵室 
貯蔵箱 
貯蔵容器 

ＲＩの密封の状
態によっては 
要 

  
ＲＩの密封の状
態によっては 
否 

大量のＲＩを貯
蔵している場合
は、サーベイメ
ータや個人警報
線量計の装備 
要 

放射線 

発生装

置 

使用
施設 

使用室 
放射化物に
よっては 
要 

  
放射化物によっ
ては 否 

放射化したター
ゲットの状態で
は、サーベイメ
ータや個人警報
線量計の装備 
要 

 
２．負傷事故（救助） 
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３．被ばく事故（救助） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．被ばく事故（救助） 

密封・ 
非密封
等の区
別 

施設の種類と設備 

消防活動に際しての留意点 

放射線防護関係 火気に対す
る 

危険性 
（火災の場

合） 

注水の適否 その他 
防護の要否 

可燃物（放
射性物質に
て汚染され
たもの等） 

非密封
RI 

使用施
設 

作業室 

RI によっ
ては外部
被ばくの
恐れがあ
るため要 

 
― 

 
― 

 
― 

大量のＲＩを使用
する場合 
は、サーベイメー
タや個人警報線量
計の装備要 

汚染検査
室 

否 ― ― ―  

貯蔵施
設 

貯蔵室 

RI によっ
ては外部
被ばくの
恐れがあ
るため要 

 
― 

 
― 

 
― 

大量のＲＩを貯蔵
している場合は、
サーベイメータや
個人警報線量計の
装備要 

廃棄施
設 

排気設備 否 ― ― ―  

排水設備 否 ― ― ―  

保管廃棄 
設備 

保管するも
のによって
は要 

― ― ― 
 

密封
RI 

使用施
設 

使用室 

RI によっ
ては外部
被ばくの
恐れがあ
るため要 

 
― 

 
― 

 
― 

大量のＲＩを使用
する場合は、サー
ベイメータや個人
警報線量計の装備
要 

機器設
置 
施設 

使用室 
否 ― ― ― 

 

貯蔵施
設 

貯蔵室 

RI によっ
ては外部
被ばくの
恐れがあ
るため要 

 
― 

 
― 

 
― 

大量のＲＩを貯蔵
している場合は、
サーベイメータや
個人警報線量計の
装備要 
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放射線
発生装
置 

使用施
設 

使用室 

放射化物
によって
は外部被
ばくの恐
れがある
ため要 

 
― 

 
― 

 
― 

放射化したターゲ
ットの状態では、
サーベイメータや
個人警報線量計の
装備要 
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（１）輸送物の特性 

図 2-2-1：輸送容器（例） 
（同右） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）輸送物の特性 

図 2-2-1：輸送容器（例） 
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（同右） 

 
 

 

１．輸送物 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の輸送事故の特殊性は、原子力施設のように発生場所が特

定されず、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように

事故発生場所があらかじめ特定されないこと等の特殊性がある。 
 

１．輸送物 

放射性輸送物は、収納物の放射能量の少ない順に L型、A型、B型

の 3つに区分され、その他に放射能濃度が低い放射性物質（低比放射

性物質や表面汚染物）で危険性の少ないものとして、IP型が定められ

ている。また、臨界安全の確保が必要な輸送物「核分裂性輸送物」と

して区分されている。 

(1) 輸送容器と収納物 

① B型輸送容器 

収納物の例：使用済燃料、MOX燃料、高レベルガラス固化体 

② A型輸送容器 

収納物の例：新燃料、濃縮酸化ウラン、濃縮六フッ化ウラン、

天然六フッ化ウラン 

③ L型輸送容器 

収納物の例：低レベル放射性廃棄物 

④ IP型輸送容器 

収納物の例：低レベル放射性廃棄物、再処理後回収ウラン 

(2) 主な輸送物 

① 使用済燃料 

我が国では、船舶による海上輸送が主力であり、陸上輸送は浜

岡原子力発電所の場合の数 km等限られた輸送のみである。この

資料２ ２.放射性物質の輸送 
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２．輸送に係る書類等の携行等 

(1) 核燃料物質等 

（同右） 

 

 

 

 

(2) 放射性同位元素 

（同右） 

 

陸上輸送は隊列を組んで、伴走車に護られている。 

② 新燃料 

堅牢輸送容器に新燃料は入れられており、輸送車両が万が一火

災炎上しても容器の健全性は担保するよう法令で試験が課せら

れている。また、仮に新燃料が外部に漏出したとしても、放出さ

れる放射線は微弱なγ線であり、外部被ばくは考慮する必要はな

い。 

③ 放射性同位元素 

L型、A型、B型などの輸送容器に収納され輸送されている。一

部のものは宅配便などで輸送されており、梱包の表面には放射能

標識（L型輸送物以外）が貼付けられている。法令により十分な

安全性が保たれているが、特に非密封の線源の収納容器が破損し

たときの事故・火災の場合、消防関係者は注意しなければならな

い。 

２．輸送に係る書類等の携行等 

(1) 核燃料物質等 

核燃料物質等の輸送においては、輸送物の種類に応じて輸送の際

の留意事項、事故時の措置等について記載した書類等の携行、専門

家の同行が行われている。 

また、一般に核燃料物質の輸送にあたっては、必要な資機材を携

行している。 

(2) 放射性同位元素 

輸送物（L型輸送物以外）は、輸送の際の留意事項、事故時の措

置等について記載した書類等を携行している。 
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図 2-2-2：核燃料物質等輸送隊列の例 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、B型輸送物の輸送にあたっては、専門家が同行し、必要な

資機材が携行されている。 

 

図 2-2-2：核燃料物質等輸送隊列の例 

 
（注１）警備員が状況に応じて乗車している。 

（注２）近距離の場合、運転者は各車１名の場合もある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-2-1：核燃料輸送隊列の例 写真 2-2-1：核燃料輸送隊列の例 
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（同右） 
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写真 2-2-2：使用済燃料陸上輸送 
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（２）輸送に係る書類等の携行等 

 

表 2-2-1：核燃料物質の陸上輸送に係る携行される書類等 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）輸送に係る書類等の携行等 

 

表 2-2-1：核燃料物質の陸上輸送に係る携行される書類等 

 簡易運搬 車両運搬 

書類

の 

携行 

測定器、保

護具等の携

行 

専門

家の

同行 

書類

の 

携行 

測定器、保

護具等の携

行 

専門

家の

同行 

L型輸送物 － － △ － － △ 

IP型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △ 

A型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △ 

BM型輸送物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

BU型輸送物 ○ ○ △ ○ △ △ 

（事業所外運搬規則第 17条第 5号、第 6号、車両運搬規則第 14条、第 17条） 

注 1） 表中の○印は関係法令による義務づけを示し、△印は原子力事

業者等が輸送に関し、実態として又は必要に応じて（大量輸送の

場合、特に取扱いに注意を要する場合）資機材の携行及び専門家

の同行が行われている旨を示す。 

注 2） 簡易運搬とは、工場又は事業所の外における車両運搬以外の運

搬（船舶又は航空機によるものを除く）（例：人や台車等） 
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表 2-2-2：核燃料物質輸送の時の携行資機材の例 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

表 2-2-2：核燃料物質輸送の時の携行資機材の例 
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表 2-2-3：放射性物質等の陸上輸送に係る携行される書類等 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2-3：放射性物質等の陸上輸送に係る携行される書類等 

 簡易運搬 車両運搬 

書類

の 

携行 

測定器、保

護具等の携

行 

専門

家の

同行 

書類

の 

携行 

測定器、保

護具等の携

行 

専門

家の

同行 

L型輸送物 － － － － － － 

IP型輸送物 － － － ○ － － 

A型輸送物 ○ － － ○ － － 

BM型輸送物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

BU型輸送物 ○ － － ○ △ △ 

（ＲＩ車両運搬規則第 13条、第 16条） 

注 1） 表中の○印は関係法令による義務づけを示し、△印は原子

力事業者等が輸送に関し、実態として又は必要に応じて（大

量輸送の場合、特に取扱いに注意を要する場合）資機材の携

行及び専門家の同行が行われている旨を示す。 

注 2） 簡易運搬とは、工場又は事業所の外における車両運搬以外

の運搬（船舶又は航空機によるものを除く）（例：人や台車

等） 
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表 2-2-4：放射性輸送物のうち B型輸送物の携行資機材の例 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2-2-4：放射性輸送物のうちＢ型輸送物の携行資機材の例 

№ 品   名 数 量 

1 サーベイメータ［ガンマ線用（電離箱又は GM

式）］ 

1台 

2 ガラス線量計又はポケット線量計 各従事者毎 

3 ゼブラロープ 50m 

4 立入禁止標識 4毎 

5 信号炎管 2個 

6 パーキングスタンド 4本 

7 ウエス 約 2kg 

8 ポリ袋 50枚 

9 ペーパータオル 6箱 

10 ビニールテープ 2個 

11 消火器（ABC内容量 3.5kg） 2本 

12 停止表示板 1個 

13 赤旗 1本 

14 ゴム手袋・布手袋 各 5双 

15 無線機 1台／各車 

16 拡声器 1台 
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図 2-2-3：輸送関係の標識 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-3：輸送関係の標識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1類白標識 

表面の最大線量率が5μSv/h

以下であり、かつ、輸送指数が

0のもの 

第 2類黄標識 

表面の最大線量率が 500μ

Sv/h以下であり、かつ、輸送

指数が 1を超えないもの 

第 3類黄標識 

表面の最大線量率が 500μ

Sv/h超え、かつ、輸送指数が 1

を超えるもの 

※輸送指数：運搬物の表面から 1メー

トル離れた位置における１㎝線量当量

率の最大値を mSv/hで表した値の最大

値の 100倍をいう。 

臨界安全指数 

※上記標識の近接した個所

に表示 
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（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コンテナ標識 

コンテナの場合は、コン

テナの 4側面に貼附する。 

国連番号用副標識 

大型コンテナに収納して

国際複合一貫輸送を行う場

合、品名に応じた国連番号

をコンテナ標識の下半分又

は国連番号用副標識に記入

してコンテナ標識の近くに

貼附する。 

車両標識 

コンテナを積載した車両

にあっては、車両の両側面

及び後面の見やすい箇所に

車両標識を貼附する。 
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（３）輸送容器の試験条件（例）（参考） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）輸送容器の試験条件（例）（参考） 
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（４）消防活動の留意点 

① 放射性物質収納物別 

濃縮六フッ化ウラン（濃縮度 2～4％） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）消防活動の留意点 

① 放射性物質収納物別 

濃縮六フッ化ウラン（濃縮度 2～4％） 

 

資料２ ２.放射性物質の輸送 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

280 
 

 
（同右） 
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二酸化ウラン（濃縮度 2～4％） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二酸化ウラン（濃縮度 2～4％） 
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発電炉用燃料集合体（二酸化ウラン） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発電炉用燃料集合体（二酸化ウラン） 
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（同右） 
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使用済燃料 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料 
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（同右） 
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天然二酸化ウラン 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天然二酸化ウラン 
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天然金属ウラン（固体） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天然金属ウラン（固体） 
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酸化トリウム（固体） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酸化トリウム（固体） 
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低レベル放射性廃棄物（LSA-Ⅱ） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低レベル放射性廃棄物（LSA-Ⅱ） 
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天然六フッ化ウラン 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天然六フッ化ウラン 
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八酸化三ウラン（濃縮度 10～20％） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

八酸化三ウラン（濃縮度 10～20％） 
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濃縮金属ウラン（固体） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濃縮金属ウラン（固体） 
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研究炉用燃料要素（ウランアルミニウム分散型合金）（濃縮度 20～93％） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究炉用燃料要素（ウランアルミニウム分散型合金）（濃縮度 20～93％） 
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診断用放射性医薬品 研究用 RI試薬 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診断用放射性医薬品 研究用 RI試薬 
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ガスクロマトグラフ検出器、測定器校正用微量線源、機器類（文字盤等） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガスクロマトグラフ検出器、測定器校正用微量線源、機器類（文字盤等） 
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極低レベル RI廃棄物 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

極低レベル RI廃棄物 
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低レベル RI廃棄物 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低レベル RI廃棄物 
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治療用放射性医薬品又は研究用 RI試薬 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治療用放射性医薬品又は研究用 RI試薬 
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研究用線源、治療用線源、計測機器、（厚さ計、密度計等）の線源容器、

非破壊検査装置の照射機 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究用線源、治療用線源、計測機器、（厚さ計、密度計等）の線源容器、

非破壊検査装置の照射機 
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医薬品の原料（99Mo） 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医薬品の原料（99Mo） 
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遠隔治療装置用線源、滅菌プラント装置用線源 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠隔治療装置用線源、滅菌プラント装置用線源 
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② ＲＩ輸送物別 

 

表 2-2-5：ＲＩ等の火災等事故時における輸送物の状況 

 
（同右） 

② ＲＩ輸送物別 

 

表 2-2-5：ＲＩ等の火災等事故時における輸送物の状況 
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簡易防護服着脱要領 【横須賀市消防局提供資料を元に作成】 
○着衣要領 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

簡易防護服着脱要領 【横須賀市消防局提供資料を元に作成】 

○着衣要領 
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（同右） 
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（同右） 
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○脱衣要領 

 
 （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○脱衣要領 
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（同右） 
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（同右） 
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（１）放射線の作用と測定器 

 
図 2-4-1：放射線の検出方法と検出器 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（１）放射線の作用と測定器 

 
図 2-4-1：放射線の検出方法と検出器 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

電離箱式サーベイメータは放射線の電離作用によって電離箱内の空気

中を流れる電流を測定することにより、放射線の量を測る測定器です。

GM計数管式サーベイメータも放射線の電離作用を利用した測定器です

検 出 方 法 測 定 器 の 例 主な測定対象放射線 

気体の電離作用を利

用 

電離箱式サーベイメータ γ線 

GM計数管式サーベイメータ β線，γ線 

固体の電離作用を利

用 

電子式ポケット線量計 γ線 

半導体検出器 γ線 

蛍光作用を利用 

シンチレーション式サーベ

イメータ 
γ線，α線 

TLD、蛍光ガラス線量計 γ線，β線 

写真作用を利用 フィルムバッチ β線，γ線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電離作用 蛍光作用 写真作用 
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が、GM計数管は信号を増幅しているため電離箱よりも感度がよく、微量

な放射線の測定に適しています。 

個人線量計の一つである電子式ポケット線量計は固体（半導体）の電離

作用を利用した測定器です。同じ作用を利用したものに、γ線のエネルギ

ーの違いから放射性核種の種類を判別するために用いられるゲルマニウ

ム半導体γ線スペクトロメータがあります。 

シンチレーション式サーベイメータはシンチレータと呼ばれる蛍光物

質が出す光を電気信号に変えて計測することにより、放射線の量を測定す

る測定器です。TLD（熱ルミネセンス線量計）及び蛍光ガラス線量計は、

放射線を照射した後に所要の処理を施すことにより蛍光を発する作用を

利用しています。 

フィルムバッチは通常の写真と同じように写真乳剤に放射線があたる

と感光し黒化することを利用した測定器で、以前は個人被ばく測定器とし

て多く利用されていましたが、最近は他の測定器が多く使われています。 
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（削除） 

図 2-4-2：放射線測定器の種類と用途（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和２年度版 環境

省 

① GM計数管式サーベイメータ（GM型サーベイメータ（ガイガーカウ

ンター）） 

GM計数管式表面汚染サーベイメータで測定可能な放射線は、β線で

す。一般に身体表面や衣服に付着した放射性物質を検出するのに用い

ます。また、空間線量率の測定にも用いられます。 

測定可能な計数域は、バックグラウンド計数率～100,000cpm（参考:

～6,000Bq,～300Bq/cm2）です。 

高汚染で実際より低い値になる「数え落とし」、全く計測しなくな

る「窒息現象」に注意する必要があります。 

※参考の値は、対策指針の 40,000cpmは 120Bq/cm2相当を基にして算

出。 

（１）放射線の作用と測定器 

図 2-4-2：放射線測定器の種類と用途（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典：放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成 24年度版 

ver.2012001 環境省） 

① GM計数管式サーベイメータ（GM型サーベイメータ（ガイガーカウン

ター）） 

GM計数管式表面汚染サーベイメータで測定可能な放射線は、β線で

す。一般に身体表面や衣服に付着した放射性物質を検出するのに用い

ます。また、放射線量率の測定にも用いられます。 

測定可能な計数域は、バックグラウンド計数率～100,000cpm（参考:

～6,000Bq,～300Bq/cm2）です。 

高汚染で実際より低い値になる「数え落とし」、全く計測しなくなる

「窒息現象」に注意する必要があります。 

※参考の値は、対策指針の 40,000cpmは 120Bq/cm2相当を基にして算

出。 

記載の適正化（標題

の重複） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典の更新 

 

 

 

 

 

 

用語整理 
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② 電離箱式サーベイメータ 

電離箱式サーベイメータで測定可能な放射線は、γ線とβ線です。

一般に事業所管理区域内の等のγ線の線量の高い所で使用されます。 

測定可能な線量域は、1μSv/h～1,000mSv/hです。 

プローブの窓キャップを外すことによりβ線を測定することも可能

です。 

 

 

③ NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ 

（同右） 
 

 

④ 個人線量計 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 電離箱式サーベイメータ 

電離箱式サーベイメータで測定可能な放射線は、γ線とβ線です。

一般に事業所管理区域内の等のγ線の線量の高い所で使用されます。 

測定可能な線量域は、0.030mSv/h～1,000mSv/hです。 

プローブの窓キャップを外すことによりβ線を測定することも可能

です。 

湿度の影響を受けやすいので、保管時にも湿度の影響を受けない配

慮（デシケータ等での保管）が必要です。 

③ シンチレーション式サーベイメータ 

NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータは、γ線測定用です。環

境放射線測定のような比較的線量の低い所で使用されます。 

測定可能な線量域は、バックグラウンド～30μSv/hです。 

④ 個人線量計 

個人線量計は、装着者本人が外部から受けた放射線量を測定する測

定器です。γ線や中性子線を測定できるものや警報器付きのものなど、

いろいろなタイプがあり、最近は線量率を測定できるものもあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

適正値に修正 

 

 

 

 

説明機材の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

 

 

放射線測定器は、使用温度範囲（例：-20℃～+50℃等）や使用湿度範囲（例：

35℃の場合で 10～90％等）等の使用環境が決められており、特に野外で

測定する際には、使用環境の範囲で使用することが必要です。 

また、急激な温度差のある環境で使用する場合には、指示値が不安定にな

る場合があるので、測定器の温度と使用環境とにできるだけ温度差を生じ

させないよう注意する必要があります。 

サーベイメータは、使用温度範囲（例：-20℃～+50℃等）や使用湿度範囲

（例：35℃の場合で 10～90％等）等の使用環境が決められており、特に

野外で測定する際には、使用環境の範囲で使用することが必要です。 

また、急激な温度差のある環境で使用する場合には、指示値が不安定にな

る場合があるので、測定器の温度と使用環境とにできるだけ温度差を生じ

させないよう注意する必要があります。 
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（２）GM管式サーベイメータを用いた表面汚染検査要領 

１ GM管式サーベイメータの使用方法 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）GM管式サーベイメータを用いた表面汚染検査要領 

１ GM管式サーベイメータの使用方法 

（下記に一例として ALOKA製 TGS-133/TGS-136について示す。） 

① GM管式サーベイメータの汚染防止のため、ビニール袋で検出器本体

と検出部を覆う。（負傷者の測定で放射性物質が浮遊していない環境

では検出部だけ覆えばよい。） 

② FUNCTIONスイッチを BATT（バッテリー）に切替え、メータの針が

緑の BATTの範囲に入っているか確認。 

次に FUNCTIONスイッチを HV（ハイボル）に切替え、メータの針が

赤の HVの範囲に入っているか確認。 

③ FUNCTIONスイッチを USE又はスピーカの絵（音が出る）に切替え

ると測定が開始される。なお、負傷者等の人の汚染検査を行う場合

には、音による恐怖心を与えないよう配慮し、必ず USEの位置で使

用。 

④ 測定の際メータの針が中央付近に来るように、適宜 COUNT RATEス

イッチを選択する。 

⑤ TIME CONST（時定数）切替スイッチは、初めは 10で使用。 

（測定対象物からの計数率が大きい場合は 3、小さい場合は 30が適し

ているため、必要により適宜切替えを行う。） 

⑥ バックグラウンドの測定を行い、測定結果記録表へ記載。 

⑦ 測定対象物から 1cm程度離し、1秒間に 5cm程度の速さで測定する。

なお、汚染が検出された位置で検出器を静止し、時定数の 3倍の時

間が経過した後に指示値を読み取り、測定結果記録表へ記載。 

（②から⑥までの取扱いは NaIシンチレーション式サーベイメータも
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（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同じ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーベイメータの日常点検 

<1> BATTの範囲に入っているか。範囲外の場合は、裏のフタを外

し電池を交換。 

<2> HVの範囲に入っているか。範囲外の場合は、修理が必要なた

め業者に連絡。 

<3> 検出器と測定部の接続部分（コネクタ）に触れた時メータの

針が揺れないか。 

 
 

写真 2-4-1：GM管式サーベイメータ 写真 2-4-1：GM管式サーベイメータ 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 汚染部位（箇所）の確定 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-2： 

【参考】NaIシンチレーション式サーベイメータ（空間線量計） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 汚染部位（箇所）の確定 

GM管式サーベイメータで測定を行う場合、その数値は汚染を計ってい

るのかそれとも空間線量を計っているのか、はっきりしない場合はウエ

スを湿らせて汚染していると思われる箇所を拭き取り、拭き取ったウエ

スを GM管式サーベイメータで計測すればよい。 

測定の結果、汚染部位が確定したら（測定出来ていない部位は汚染と

して扱う）測定結果記録表へ記載し、除染もしくは汚染の拡大防止を行

う。 

測定結果記録表には、使用した測定器の型番、シリアル番号、指示値

及び使用した測定器の測定単位（cpmや Bq/cm2等）を記録する。 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-2： 

【参考】NaIシンチレーション式サーベイメータ（空間線量率計） 

資料２ ４.放射線の測定 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

316 
 

３ 留意事項 

（同右） 
 

 

 

 

 

（同右） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 留意事項 

GM管式サーベイメータの測定では、体表面から 1～2cmの距離で、毎秒

5～6cmの早さで移動させて汚染箇所を探索するため、人を頭の先から足

の裏まで測定するのに約 5分から 10分程度必要となる。 

GM管式サーベイメータで計測できる範囲の汚染については、即座に身

体に危険を及ぼすレベルではない。 

GM管式サーベイメータの検出部を破損しないように注意する。 
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（同右） 
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（３）放射線測定器の取扱要領 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）放射線測定器の取扱要領 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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（同右） 
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４ 電離箱式サーベイメータ（ICS-313型） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 
  （同右） 

 
② 電池のチェック 
  （同右） 

 
 
③ 測定 
  （同右） 

 
 

４ 環境測定用サーベイメータ（ICS-313型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 

電離箱式サーベイメータを水平にして「RANGE」スイッチを「ZERO」

にする。 

② 電池のチェック 

電源スイッチを「OFF」から「＋B」次に「－B」へと切り替え、指針

がいずれの時も「緑」の範囲内にあることを確認する。指針が「緑」

から外れている場合は電源スイッチを「OFF」にし電池を交換する。 

③ 測定 

・電源スイッチを「USE」に切り替える。 

・メータの指針が「0」の位置にあるかを確認する。「0」の位置にない

場合は「ZERO ADJ.」つまみを回し、メータの位置を「0」に合わせ

機器の明確化 
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④ メータの読み方 
  （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 測定終了 
  （同右） 

 
⑥ 注意事項 

る。この状態で約 5分間放置し、動作が安定するのを待つ。 

・メータを見ながら「RANGE」スイッチの「ZERO」から順に切り替え、

指針がメータの中央付近にくるような「RANGE」を選択する。 

・長時間測定する場合は、時 「々RANGE」スイッチを「ZERO」にし、「ZERO 

ADJ.」つまみを静かに回してメータの指針を「0」の位置に合わせる。 

④ メータの読み方 

・「RANGE」スイッチの右側の目盛、10～300はμSv/hで、左側の１～

300は mSv/hとなっている。 

・目盛は上部目盛では、「0」から「3」μSv/h又は mSv/hとなっている。 

・下部目盛では、「0」から「1.0」μSv/h又は mSv/hとなっている。 

・測定値は、RANGEが「3」、｢30｣、「300」の時は上部目盛を読み、RANGE

が「3」の時は読取り値のまま、RANGEが「30」、「300」の時はそれぞ

れ読取り値の「10倍」、「100倍」にする。 

・RANGEが「1」、｢10｣、「100」の時は下部目盛を読み、RANGEが「1」

の時は読取り値のまま、RANGEが「10」、｢100｣のときは、それぞれ「10

倍」、「100倍」にする。 

・指示値は、「RANGE」スイッチが右側の「10」から「300」μSv/hのと

きは、約 30秒待って、また、左側の「1」から「300」mSv/hでは約

10秒待って、指針の振れ幅の中央付近の値を読み取る。 

・指針の読取は、メータの正面から行う。 

⑤ 測定終了 

「RANGE」スイッチを必ず「ZERO」にし、電源スイッチを「OFF」にす

る。 

⑥ 注意事項 
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  （同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・使用前に必ず作動させ、動作が正常かどうか確認すること。 

・精密機器なので、衝撃を与えたり落下させないように注意すること。 

・測定中は検出器部分に触れないこと。 

・ 雨天時や、汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメー

タをポリエチレン袋等で被い、濡れたり汚染させたりしないように

すること。 

・性能確認のために、1回/年をめやすに、点検・校正を実施するのが

望ましい。 

・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出し乾燥した場所に保

管すること。 
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５ 電離箱式サーベイメータ（ICS-321型） 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① バイアス状態のチェック 

（同右） 
 

 

 

 

② ゼロチェック 

（同右） 
 

 

③ ウォームアップ 

５ 環境測定用サーベイメータ（ICS-321型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① バイアス状態のチェック 

・電源スイッチを 2秒間押す。液晶表示器が全セグメント点灯→日付

表示（年月日）→時刻表示→バイアス状態表示になる。 

・バイアスの状態が正常ならば［HV：OK］が表示され、ゼロチェック

状態になる。異常がある場合は［HV：N］が表示され、動作が停止す

る。 

② ゼロチェック 

・ゼロチェック状態で約 1分間待つ。液晶表示器には［ZERO］及び動

作中を示すバーグラフの目盛りが表示され、全てのメモリが点灯す

ると完了となる。 

③ ウォームアップ 

機器の明確化 
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（同右） 
 

 

 

 

④ 測定状態 

・バックグラウンドでは、デジタル表示は 0.0μSv/h（又はμSv）とな

り、アナログ表示のレンジは（又は 10μSv）に設定される。 

・メータのレンジ切替は空間線量率測定時には自動となっており、10

μSv/h → 100μSv/h → 1000μSv/h → 10mSv/hの順に切り替わ

る。積算線量測定時は 10μSv固定となる。 

⑤ 電池のチェック 

（同右） 
 

⑥ 測定の方法 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・ゼロチェックが完了すると測定状態になるが、装置の状態によって

検出器出力が逆ぶれ状態になる。通常はしばらくすると（最大約 4

分）解消される。 

・逆ぶれが解消されない場合は［Err1］と液晶画面に表示され動作停

止となるので、再度電源スイッチを押して、電源を入れ直す。 

④ 測定状態 

・バックグラウンドでは、デジタル表示は 0.0μSv/h（又はμSv）とな

り、アナログ表示のレンジは（又は 10μSv）に設定される。 

・メータのレンジ切替は線量率測定時には自動となっており、10μSv

→ 100μSv/h → 1000μSv/h → 10mSv/hの順に切り替わる。積算線

量測定時は 10μSv固定となる。 

⑤ 電池のチェック 

・電池の残量は液晶表示器の右下に表示され、点滅状態では 20％以下

を示しており、早めに電池を交換する。 

⑥ 測定の方法 

・測定器本体は、台の上に置いても手に持っても良いが、出来るだけ

水平にして測定する。 

・検出器の向きは、野外（環境）での測定ではどちらを向けても良い

が、一応色々な方向で測定し、 
もし極端に高い値を示すことがある時は、何らかの原因があると

考えられるので、確かめるとともに備考欄に記録し報告する。 

・ゼロチェックは通常必要がないが、長時間使用する場合、急激な温

度変化のある場所等ではゼロチェック動作を行う。HOLD「H」又は

LIGHTスイッチを押して自動ゼロチェック動作を選択し、MEMORY「M」

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 
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⑦ メータの読み方 

（同右） 
 

⑧ 測定終了後 

（同右） 
 

⑨ 注意事項 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

⑩ 点検・保守 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

スイッチを押してゼロチェックを行う。 

⑦ メータの読み方 

・指示値が変動するときは、10秒程度観測し、振れ幅の中央値を読み

取る。 

⑧ 測定終了後 

・電源スイッチを 2秒間押す。液晶表示器の表示がすべて消灯し、電

源が切れる。 

⑨ 注意事項 

・動作が正常かどうかは、必ず出動前に確認する。 

・精密機械なので、取扱いは丁寧にし、ショックを与えない。 

・雨天時や汚染レベルの高い区域での測定は、ポリエチレン袋等を用い

て測定器や検出器が濡れたり汚染したりしないようにする。なお、測

定の対象となる放射線はγ線なので、ポリエチレン袋による影響は無

視できる。 

・測定中に検出器の部分に触れない。 

⑩ 点検・保守 

・湿気の少ない場所に保管する。 

・長時間使用しない場合は、電池を取り出してサーベイメータと一緒

に保管する。少なくとも、1ヶ月に 1回は電池をチェックして、常に

サーベイメータが正常に動作することを確認する。故障原因は、電

池の腐食による接点不良や、液漏れによる回路破損が最も多い。 

・性能確認のため、1回/年をめやすに、点検校正を実施するのが望ま

しい。 
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６ NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ（TCS-161型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 

（同右） 
② 電池のチェック 

（同右） 

 
 
 
③ 高電圧のチェック 

（同右） 
 

 

 

 

６ 環境測定用サーベイメータ（TCS-161型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 

「RANGE」スイッチを最大値にしておく。 

② 電池のチェック 

・「FUNCTION」スイッチを「OFF」から「BATT.」に切り替える。 

・メータの指針が「緑」の範囲にあることを確認する。指針が「緑」

から左側に外れている場合は、「FUNCTION」スイッチを「OFF」にし、

電池を交換する。 

③ 高電圧のチェック 

・「FUNCTION」スイッチを「BATT.」から「HV」に切り替える。 

・メータの指針が「赤」の範囲にあることを確認する。指針が「赤」

から外れている場合は、正しい計測ができないので調整をメーカー

等に依頼する。 

 

機器の明確化 
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④ 測定 

（同右） 
 

 

 

 

⑤ 時定数（TIME CONST.）の選択 

（同右） 
 

・空間線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又

は「10」を選択する。バックグラウンドを測定する場合は、「30」sec

を選択するのが好ましい。 

⑥ メータの読み方 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 測定 

・「FUNCTION」スイッチを「HV」から「USE」に切り替える。 

・メータを見ながら「RANGE」スイッチを最大値から順に切り替え、指

針が中央付近にくるような「RANGE」を選択する。 

・測定中に放射線の計測を“音”で確認したいときは、「FUNCTION」ス

イッチを「  」に切り替える。 

⑤ 時定数（TIME CONST.）の選択 

・「TIME CONST.」スイッチは「3」、「10」、「30」secと 3段階に分かれ

ている。 

・線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」

を選択する。バックグラウンドを測定する場合は、「30」secを選択

するのが好ましい。 

⑥ メータの読み方 

・目盛は、上部目盛で「0」から「3」まで、下部目盛で「0」から「10」

までとなっている。 

・測定値は、レンジが「0.3」、「3」、「30」のときは上部目盛で読み、

レンジが「0.3」のときは読取り値を 1/10、レンジが「3」のときは

読取り値のまま、レンジが「30」のときは読取り値を 10倍する。レ

ンジが「1」、「10」のときは下部目盛で読み、レンジが「1」のとき

は読取り値を 1/10、レンジが「10」のときは読取り値のままにする。 

・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振

れ幅の中央付近の値をメータの真上から読み取る。 
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⑦ 測定終了 

（同右） 
 

⑧ 注意事項 

（同右） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 測定終了 

測定が終了したら「RANGE」スイッチを最大値にして「FUNCTION」スイ

ッチを「OFF」にする。 

⑧ 注意事項 

・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。 

・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意するこ

と。 

・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータ

をポリエチレン袋等で覆い、濡れたり汚染したりしないようにする

こと。 

・性能確認のため、１回/年をめやすに、点検校正を実施するのが好ま

しい。 

・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に

保管すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ４.放射線の測定 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

334 
 

７ NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ（TCS-171型） 

 
 
 
 
 
 
 
① 電源スイッチ 

・電源スイッチを約 2秒間押すと、液晶表示器の表示が下記のように

なり、自動的に電源チェック等が行われ、問題がなければ測定状態

となる。 

□ＡＬＯＫＡ□ＴＣＳ－１７１□□ ：型  名 

↓ 

□０４／０３／０１□１３：３０□ ：時  刻 

↓ 

□□□□□□ＢＡＴＴ．＝■■■■ ：電池残量 

↓ 

□□□□□□□ＨＶ□＝□ＯＫ□□ ：HV状態 

↓ 

□□３□□□０．０６μＳｖ／ｈ□ ：測定状態 

↑       ↑ 

時定数     空間線量率値 

（同右） 

７ 環境測定用サーベイメータ（TCS-171型） 

 
 
 
 
 
 
 
① 電源スイッチ 

・電源スイッチを約 2秒間押すと、液晶表示器の表示が下記のように

なり、自動的に電源チェック等が行われ、問題がなければ測定状態

となる。 

□ＡＬＯＫＡ□ＴＣＳ－１７１□□ ：型  名 

↓ 

□０４／０３／０１□１３：３０□ ：時  刻 

↓ 

□□□□□□ＢＡＴＴ．＝■■■■ ：電池残量 

↓ 

□□□□□□□ＨＶ□＝□ＯＫ□□ ：HV状態 

↓ 

□□３□□□０．０６μＳｖ／ｈ□ ：測定状態 

↑       ↑ 

時定数     線量率値 

なお、エラー表示については、以下のとおりである。 

機器の明確化 
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② 測定 

・空間線量率測定レンジのスイッチ「▲」（UP）及びスイッチ「▼」（DOWN）

により、指針が中央付近にくるようなレンジを選択する。 

（同右） 
 

③ 時定数（TIME CONST.）の選択 

（同右） 
 

・空間線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又

は「10」を選択する。バックグラウンドを測定する場合は「30」sec

を選択するのが好ましい。 

④ メータの読み方 

（同右） 
 

 

 

 

・電池残量表示 

電池残量表示が BATT.＝■□□□で点滅している場合、バッテリーダ

ウン予告表示なので電池を早めに交換する。なお、測定中に液晶表

示器の左に“B”が点灯した場合も同様である。 

・HV状態表示 

□□□□□□□HV□＝ERRORは、HV出力異常のため、正しい計測が

できないので、調整をメーカー等に依頼する。 

② 測定 

・線量率測定レンジのスイッチ「▲」（UP）及びスイッチ「▼」（DOWN）

により、指針が中央付近にくるようなレンジを選択する。 

・測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、モニタ音ス

イッチを押す。 

③ 時定数（TIME CONST.）の選択 

・「TIME CONST.」スイッチは、「3」、「10」、「30」secと 3段階に分かれ

ている。 

・線量率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」

を選択する。バックグラウンドを測定する場合は「30」secを選択す

るのが好ましい。 

④ メータの読み方 

・目盛は、上部目盛では「0」から「3」まで、下部目盛では「0」から

「10」までとなっている。単位切替えスイッチにより、μSv/hとμGy/h

を切り替えることができるので、測定したい単位を選択する。 

・測定値は、レンジが「0.3」、「3」、「30」のときは上部目盛で読み、

レンジが「0.3」のときは読取り値を 1/10、レンジが「3」のときは

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 

 

 

 

 

 

 

用語整理 
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⑤ 測定終了 

（同右） 
⑥ 注意事項 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

読取り値のまま、レンジが「30」のときは読取り値を 10倍する。 

・レンジが「1」、「10」のときは下部目盛で読み、レンジが「1」のと

きは読取り値を 1/10、レンジが「10」のときは読取り値のままにす

る。 

・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振

れ幅の中央付近の値をメータの真上から読み取る。 

⑤ 測定終了 

・電源スイッチを約 2秒間押し「OFF」にする。 

⑥ 注意事項 

・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。 

・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意するこ

と。 

・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータ

をポリエチレン袋等で覆い、濡れたり汚染したりしないようにする

こと。 

・性能確認のため、1回/年をめやすに、点検校正を実施するのが好ま

しい。 

・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に

保管すること。 
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８ GM計数管式サーベイメータ（TGS-133型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 

（同右） 
② 電池のチェック 

（同右） 
 

 

 

③ 高電圧のチェック 

（同右） 
 

 

 

④ 測定 

（同右） 

８ 汚染検査用サーベイメータ（TGS-133型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 使用前の状態 

・「COUNT RATE」スイッチは最大値。 

② 電池のチェック 

・「FUNCTION」スイッチを「OFF」から「BATT.」に切り替える。 

・メータの指針が「緑」の範囲にあることを確認する。指針が「緑」

から左側に外れている場合は、「FUNCTION」スイッチを「OFF」にし、

電池を交換する。 

③ 高電圧のチェック 

・「FUNCTION」スイッチを「BATT.」から「HV」に切り替える。 

・メータの指針が「赤」の範囲にあることを確認する。指針が「赤」

から外れている場合は、正しい計測ができないので調整をメーカー

等に依頼する。 

④ 測定 

・「FUNCTION」スイッチを「HV」から「USE」に切り替える。 

機器の明確化 
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⑤ 時定数（TIME CONST.）の選択 

（同右） 
 

 

 

 

⑥ メータの読み方 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 汚染測定の方法 

（同右） 

・メータを見ながら「COUNT RATE」スイッチを最大値から順に切り替

え、指針が中央付近にくるような「COUNT RATE」を選択する。 

・ 測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、「FUNCTION」

スイッチを「  」に切り替える。 

⑤ 時定数（TIME CONST.）の選択 

・「TIME CONST.」スイッチは「3」、「10」、「30」secと 3段階に分かれ

ている。 

・計数率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」

を選択する。バックグラウンドを測定する場合は、「30」secを選択

するのが好ましい。 

⑥ メータの読み方 

・目盛は、上部目盛で「0」から「300」min-1まで、下部目盛で「0」

から「100」min-1までとなっている。 

・測定値は、「COUNT RATE」が「300」、「3k」、「30k」のときは上部目盛

で読み、「COUNT RATE」が「300」のときは読取り値のまま、「COUNT RATE」

が「3k」、「30k」のときは、それぞれ読取り値を 10倍、100倍にする。 

・また、「COUNT RATE」が「100」、「1k」、「10k」、「100k」のときは下部

目盛を読み、「COUNT RATE」が「100」のときは読取り値のまま、「COUNT 

RATE」が「1k」、「10k」、「100k」のときは、それぞれ読取り値を 10

倍、100倍、1000倍にする。 

・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振

れ幅の中央付近の値をメータの真上から読み取る。 

⑦ 汚染測定の方法 

・検出器を対象物の表面から 1cm程度はなしてゆっくり移動させなが
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⑧ 測定終了 

（同右） 
 

⑨ 注意事項 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら測定する。 

⑧ 測定終了 

・「COUNT RATE」スイッチを最大値にし、「FUNCTION」スイッチを「OFF」

にする。 

⑨ 注意事項 

・使用前に必ず作動させ、正常であることを確認すること。 

・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意するこ

と。 

・突起等のあるものを測定するときは、GM計数管の窓を破損させない

ように注意すること。 

・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータ

をポリエチレン袋等で覆い、濡れたり汚染したりしないようにする

こと。 

・汚染の測定をするときは、検出器の前面に薄いポリエチレンシート

をかぶせ、検出器の先端に付いているゴムバンドで固定して使用す

ること。 

・性能確認のため、1回/年をめやすに、点検校正を実施するのが好ま

しい。 

・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に

保管すること。 
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９ GM計数管式サーベイメータ（TGS-146型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 電源スイッチ 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 汚染検査用サーベイメータ（TGS-146型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 電源スイッチ 

・電源スイッチを約 2秒間押すと、液晶表示器の表示が下記のように

なり、自動的に電源チェック等が行われ、問題がなければ測定状態

となる。 

□ＡＬＯＫＡ□ＴＧＳ－１４６□□ ：型 名 

↓ 

□０３／０１／１３□１３：３０□ ：時 刻 

↓ 

□□□□□□ＢＡＴＴ．＝■■■■ ：電池残量 

↓ 

□□□ＡＬＡＲＭ□□ＯＦＦ□□□ ：警報動作設定 

↓ 

□□□□□□□ＨＶ□＝□ＯＫ□□ ：HV状態 

↓ 

機器の明確化 
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② 測定 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

□□３□□□□□□□□□□０□□ ：測定状態 

↑          ↑ 

時定数        計数率 

 

なお、測定状態で表示を警報設定値表示にしたとき下記の表示になる。 

□□３□ＡＬ□□□□１．００ｋ□ 

↑         ↑ 

時定数      警報設定値 

エラー表示については、以下のとおりである。 

・電池残量表示 

電池残量表示が BATT.＝■□□□で点滅している場合、バッテリーダ

ウン予告表示なので電池を早めに交換する。なお、測定中に液晶表

示器の左に“B”が点灯した場合も同様である。 

・HV状態表示 

□□□□□□□HV□＝ERRORは、HV出力異常のため、正しい計測が

できないので、調整をメーカー等に依頼する。 

② 測定 

・測定レンジ切り替えスイッチ「▲」（UP）及び測定レンジ切り替えス

イッチ「▼」（DOWN）により、指針が中央付近にくるようなレンジを

選択する。 

・測定中に放射線の計測数を“音”で確認したいときは、「  」モニ

タ音スイッチを押す。 
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③ 時定数（TIME CONST.）の選択 

（同右） 
 

 

 

 

④ メータの読み方 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 測定終了 

（同右） 
 

 

 

⑥ 注意事項 

（同右） 

③ 時定数（TIME CONST.）の選択 

・「TIME CONST.」時定数設定.スイッチは、「3」、「10」、「30」secと 3

段階に分かれている。 

・計数率が小さいときは「10」又は「30」、大きいときは「3」又は「10」

を選択する。バックグラウンドを測定する場合は「30」secを選択す

るのが好ましい。 

④ メータの読み方 

・目盛は、上部目盛では「0」から「3」まで、下部目盛では「0」から

「10」までとなっている。 

・測定値は、レンジが「300」、「3k」、「30k」のときは上部目盛で読み、

レンジが「300」のときは読取り値を 100倍、レンジが「3k」のとき

は 1,000倍、「30k」の時は 10,000倍する。 

・レンジが「100」、「1k」、「10k」、「100k」の時は下部目盛で読み、レ

ンジが「100」のときは読取り値を 10倍、「1k」の時は 100倍、「10k」

の時は 1,000倍、「100k」の時は 10,000倍する。 

・指示値は、選択した時定数の 3倍の時間が経過してから、指針の振

れ幅の中央付近の値をメータの真上から読み取る。 

⑤ 測定終了 

・測定レンジを最大の 100kにする。 

・電源スイッチを約 2秒間押し「OFF」にする。 

なお、この測定器では、スイッチを「ON」にすると、自動的に終了

時の測定レンジにセットされる。 

⑥ 注意事項 

・使用前に必ず作動させ、正常であるかを確認すること。 
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・精密機器なので、衝撃を与えたり、落下させないように注意するこ

と。 

・雨天時や汚染レベルの高い区域で測定するときは、サーベイメータ

をポリエチレン袋等で覆い、濡れたり汚染したりしないようにする

こと。 

・汚染の測定をするときは、検出器の前面に薄いポリエチレンシート

をかぶせ、検出器の先端に付いているゴムバンドで固定して使用す

ること。 

・性能確認のため、1回/年をめやすに、点検校正を実施するのが好ま

しい。 

・長期間使用しないときは、電池をすべて取り出して乾燥した場所に

保管すること。 
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（１）汚染検査手順例 

○緊急検査（目標約 1分/1人） 

・重篤な外傷等により救命対応を優先させる必要がある要救助者に

対して、体表面の空間線量率を短時間で測定する汚染検査（救助

者の外部被ばくの軽減を念頭において場の安全を確保する） 
・（削除） 

 
・緊急時は脱衣等でも汚染の可能性がある、頭部、顔面、両手、両

足、創傷部を約１分で測定する簡易検査とする。 

・具体的には NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータを使用し、

要救助者から10cm程度の位置で体の中央付近を頭から足まで前面

と背面を測定する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）汚染検査手順例 

○緊急検査（目標 1分以内/1人） 

・重篤な外傷等により救命対応を優先させる必要がある要救助者に

対して、体表面の空間線量率を短時間で測定する汚染検査（救助

者の外部被ばくの軽減を念頭において場の安全を確保する） 
・緊急検査を実施する要救助者の周囲の空間線量率（単位：μSv/h

等）を測定 

 

 

環境測定用放射線測定器を使用し、要救助者から 10cm程度の位置で

体の中央付近を頭から足まで前面と背面を測定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

救助者の安全確保

は、個人線量計と活

動する場所の空間

線量率の測定で十

分であるため削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前面） 

（背面） 

例）検査員の活動装備 例）測定の手順 

NaI式 

（前面） 

（背面） 

例）検査員の活動装備 例）測定の手順 

NaI式 
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○汚染検査 

・サーベイメータにより、全身（全体）を確実に測定する汚染検査 

・計数率（単位：cpm等）を測定 

 

GM計数管式サーベイメータを要救助者から 1cm程度離し、１秒間に

５cm程度の早さで測定する。 

なお、測定値が変化した位置で測定器を静止し汚染を確認する。検

査は全身を詳細に実施する。 
（検査時に容体が悪化した場合には速やかに緊急検査に移行する。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○詳細検査 

・放射線測定器により、全身（全体）を確実に測定する汚染検査 

・計数率（単位：cpm等）を測定 

 

汚染検査用放射線測定器を要救助者から 1cm程度離し、1秒間に 5cm

程度の早さで測定する。 

なお、測定値が変化した位置で測定器を静止し汚染を確認する。検

査は全身を詳細に実施する。 
（検査時に容体が悪化した場合には速やかに緊急検査に移行する。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

用語整理 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例）検査員の活動装備 
例）測定の手順 

GM管

  

例）検査員の活動装備 
例）測定の手順 

GM管
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（２）内部被ばくスクリーニング検査（鼻スメア）手順例 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）内部被ばくスクリーニング検査（鼻スメア）手順例 
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（同右） 

 
 
（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 収納する袋に試料番号、氏名、採取日時を記入する代わりに予めシ

ール等を用意しておくと効率的に行うことができる。 
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（３）各部位の除染 

【創傷部の除染】 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

【頭髪、頭部の除染】 

（同右） 

 

 

 

 

【眼の除染】 

（同右） 
 

 

【鼻の除染】 

① （同右） 
② 拭き取った綿棒は、内部被ばくの試料となるのでポリ袋に入れて

保管する。 

（３）各部位の除染 

【創傷部の除染】 

① 創傷部位の周りに汚染拡大防止措置をし、注射器に入れた生理食

塩水又は水を創傷部位に流し除染する。除染の際は、洗い流した水

はタオル・おむつ（高吸水性ポリマー）等を使用して吸水させる。 

② 除染後は再度汚染検査を実施し、汚染が残存している場合は、除

染を繰り返す。 

③ 除染終了後は、創傷部位を滅菌ガーゼで覆いテープ等で止める。 

※創傷部の除染は、基本的に医療従事者が実施する。 

 

【頭髪、頭部の除染】 

① 水で湿らせたタオル等で毛先に向かって拭き取る。 

② 拭き取りだけでは除染が不十分な場合には、シャンプー又は中性

洗剤で洗い流す。 

③ 洗い流す際、眼、鼻、口等に水が入らないように注意する。 

 

【眼の除染】 

① 生理食塩水又は水で除染する側を下にして受水器を当てながら洗

い流す。洗い流した後、余分な水分はガーゼで拭き取る。 

 

【鼻の除染】 

① 鼻をかませ、湿らせた綿棒で粘膜を傷つけないように拭き取る。 

② 拭き取った綿棒は、内部汚染の試料となるのでポリ袋に入れて保

管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語整理 
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【口の除染】 

① （同右） 
 

 

【耳の除染】 

（同右） 
 

 

 

 

【健常部位の除染】 

（同右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【口の除染】 

① 唇や口の周辺を拭き取った後、水でうがいをする。洗い流した後、

余分な水分はガーゼで拭き取る。 

 

【耳の除染】 

① 耳たぶの内側と外側をよく拭

き取る。 

② 綿棒に水を湿らせて、傷つけ

ないように拭き取る。 

 

【健常部位の除染】 

① 水で湿らせたガーゼで中心に 

向かって拭き取る。 

② 除染後に再度汚染検査を実施  

し、汚染が残存している場合

は、除染を繰り返す。 
③ 除染が不十分な場合には中性洗剤で洗い流す。 
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【除染剤と方法】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【除染剤と方法】 

対 象 除染剤 方 法 

頭 髪 シャンプー 
拭き取る 

洗い流す 

皮 膚 中性洗剤（原液） 
拭き取る 

洗い流す 

粘 膜 
生理食塩水 

水 
洗い流す 

創 傷 生理食塩水 洗い流す 

皮膚汚染は、多くの場合家庭用の中性洗剤で除染できるが、頑固な

除染には、除染クリーム（オレンジオイル）も考慮する。中性洗剤は

原液で使用しますが、皮膚かぶれを起こす人に対しては、2～数倍に希

釈して用います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ５.汚染検査・除染 

 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

351 
 

【拭き取り時の留意事項】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水を使用した除染時の留意事項】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拭き取り時の留意事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水を使用した除染時の留意事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 除染を行う場合いずれの部位においても常に汚染を中心

に向かって行い、汚染を広げないように注意する。 

② 一度使用したガーゼ等は再度使用しない。 

③ 皮膚が赤くなるまでこすらない。 

④ 原則として汚染している部位を下側にして除染する。 

⑤ 劇的に汚染している場合を除き除染は 3 回まで（3 回以上

行っても除染できない場合は、それ以上の汚染拡大はない

と考えられる。） 

⑥ 除染中の飛散に注意。床に飛散したならば直接踏まないよ

う、汚染箇所にウエスを敷いたり、布テープを貼ったりし

て対処する。 

① 除染に使用した水は、流さずに溜めておく。 
② 除染水が少量の場合は、保管を容易にするため、可能な限

り紙等に染み込ませる（誤ってこぼして拡大させないた

め。）。 
③ 飛沫に注意する。 
④ 脱衣を行う際、プライバシーに配慮し更衣場所を確保する。 
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１．被ばく線量限度等 

 

【１回の活動あたりの被ばく線量の上限】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

【被ばく線量限度】 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．被ばく線量限度等 

 

【１回の活動あたりの被ばく線量の上限】 

① 通常の消防活動 

1回あたり 10mSv以下 

（根拠）通常の消防活動における 1回の活動あたりの被ばく線量の

上限であり、一定の消防活動効果を得ながら、合理的に実行可

能な手法により、消防隊員の被ばく線量をできる限り低く抑え

ることを考慮する。 

 

【被ばく線量限度】 

② 救命救助等の緊急時活動（「人命救助」、「放置すれば事態の急激な

悪化をもたらし、消防機関が介入すれば相当な効果が期待できる消

火活動」等） 

１回あたり 100mSv 

（根拠）原子力災害対策指針に示された防護措置（「参考①」を参照）

を踏まえ、電離放射線障害防止規則を準用（「参考③」を参照）。 

（運用時の留意点）本活動の活動環境は極めて厳しいものが予想され

る。そのような場合であっても消防隊員の被ばく線量を確実に

実効線量限度以下にするため、その実効線量限度の運用（個人

警報線量計の警報設定値、活動時間管理等）にあたっては、消

防活動の特殊性（「参考②」を参照）を考慮し、安全率を 2～3

倍にとり、以下の通りとする。 

１回 30～50mSv 
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２．留意事項 

（同右） 

 

 

 

＜参考＞ 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 繰り返し消防活動を行う場合 

決められた５年間の線量が 100mSv（ただし、任意の１年に 50mSv

を超えるべきでない。） 

（根拠）原子力災害対策指針に示された防護措置（「参考①」を参照）

を踏まえ、電離放射線障害防止規則を準用（「参考③」を参照）。 

 

２．留意事項 

上記の考え方は、原則であり、具体的には、対象とする原子力施設

等の種類・特性、各消防本部の原子力災害時等に備えた消防力（職員、

防護資機材等）等の実績を考慮するものとする。 

 

＜参考＞ 

① 原子力災害対策指針で定める基準（原子力規制委員会告示） 

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力規制委員会が定める原子

力災害対策指針（平成 25年 9月改正）では、防災業務関係者の防護措

置について以下のように記載されている。 
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（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消防活動の特殊性（消防活動において考慮すべき状況） 

（同右） 

 

 

 

 

 

③ 労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則で定める実効線量限度 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消防活動の特殊性（消防活動において考慮すべき状況） 

ア．消防活動が重要な局面をむかえている場合（まさに救助が行われ

ており継続することが救命につながる状況下にある場合、消火寸前

でかつ継続しないと再び拡大する場合など）の活動時間の延長 

イ．活動中の事故、けがによる活動時間の延長 

ウ．その他、不測の事態が発生し、退出等が遅れる場合など 

 

③ 労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則で定める実効線量限度 

電離放射線障害防止規則(平成 25年 7月改正)では、放射線業務従事

者の一定期間内における線量限度について、以下のように記載されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災業務関係者については、安全を確保し、ある程度の被

ばくが予想されることを踏まえた防護措置が必要である。具

体的には、直読式個人線量計（ポケット線量計、アラームメ

ータ等）、被ばくを低減するための防護マスク及びそのフィル

ター並びに必要な防護衣を十分な数量を配布するとともに、

必要に応じて安定ヨウ素剤を予防服用させること、後日にお

いてホールボディカウンターによる内部被ばく測定を行うこ

と等が必要である。さらに、輸送手段、連絡手段の確保が必

要である。 
また、防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線

業務従事者に対する線量限度を参考とするが、防護活動に係

る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。 
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（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射線業務従事者の被ばく限度） 

ア．実効線量が五年間につき 100mSvを超えず、かつ、一年

間につき 50mSvを超えないようにしなければならない。 

イ．女性の放射線業務従事者（妊娠する可能性がないと判

断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。）の受け

る実効線量については、三月間につき 5mSvを超えないよ

うにしなければならない。 

ウ．妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線

量が、妊娠と診断されたときから出産までの間につき、

内部被ばくによる実効線量については、1mSvを超えない

ようにしなければならない。 
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（１）我が国の主な原子力施設立地地点 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

（１）我が国の主な原子力施設立地地点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（原子力規制委員会資料を基に作成） 
我が国には、原子力施設として、原子力発電所、核燃料使用施設、

核燃料加工施設等が立地しています。 
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（２）原子力災害対策重点区域の範囲 

 
（同右） 

 
 
 
 
 
 

 

① 実用発電用原子炉の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）原子力災害対策重点区域の範囲 

 
原子力災害が発生した場合において、その事態に応じて臨機応変に

対処する必要があります。 
その際、住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行う

ためには、あらかじめ異常事態の発生を仮定し、施設の特性等を踏ま

えて、その影響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重点的に原子

力災害に特有な対策を講じておくこと（以下、当該対策が講じられる

区域を「原子力災害対策重点区域」という。）が必要です。 
 

① 実用発電用原子炉の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指

針を基に修正 

 

 

 

地域防災計画（原子力災害対策
編）を策定すべき地域の目安とし
て、福島原発事故以前は原発か
ら８～１０ｋｍとされていたが、原
子力規制委員会が定める原子力
災害対策指針では３０ｋｍ（ＵＰＺ）
に拡大

このことに伴い、関係都道府県及
び関係市町村の範囲も拡大

関係都道府県数 １５→ ２１
関係市町村数 ４５→１３５
関係消防本部数 ２７→ ８８

※実用発電用原子炉に係る数(H26.1月現在)

（H24.3.22原子力安全委員会「原子力施設等の防災対策について」の
見直しに関する考え方について（中間とりまとめ）より作成）
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実用発電用原子炉の場合は、予防的防護措置を準備する区域（PAZ）

として、原発から概ね半径 5kmは原子力緊急事態となった場合には

直ちに避難することとされ、また、重点的に緊急防護措置を準備す

る区域（UPZ）について、原発から概ね半径 30kmを目安とすること

とされています。 

（削除） 

 

 

 

UPZ外においては、UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退

避を行う必要があります。このため、全面緊急事態に至った時点で、

必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の

注意喚起を行わなければなりません。また、放射性物質の放出後に

ついては UPZ内における対応と同様、OIL１及び OIL２を超える地域

を特定し、避難や一時移転を実施しなければなりません。 

 

② 試験研究用等原子炉施設の場合 

試験研究用等原子炉施設に係る原子力災害対策重点区域の範囲

の目安は、次のとおり定めるものとし、当該原子力災害対策重点

区域の全てが UPZになります。 
原子力災害対策重点区域の範囲は、試験研究用等原子炉を一定

の熱出力で継続して運転する場合におけるその熱出力の最大値に

応じ、 当該試験研究用等原子炉施設からおおむね次の表に掲げる

距離が目安となります。 

実用発電用原子炉の場合は、予防的防護措置を準備する区域（PAZ）

として、原発から概ね半径 5kmは原子力緊急事態となった場合には

直ちに避難することとされ、また、重点的に緊急時防護措置を準備

する区域（UPZ）について、原発から概ね半径 30kmを目安とするこ

ととされています。 

この目安については、原子力規制委員会において、主として参照

する事故の規模等を踏まえ迅速で実効的な防護措置を講ずることが

できるよう検討した上で、継続的に改善されることとされています。 

また UPZ外においても、プルーム通過時には放射性ヨウ素の吸入

による甲状腺被ばく等の影響もあることが想定されますが、プルー

ム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域（PPA）の

具体的な範囲や防護措置の実施の判断の考え方についても、今後、

原子力規制委員会において検討のうえ、指針に反映することとされ

ています。 

 

 

② 実用発電用原子炉以外の場合 

 

 

用語の適正化 

 

 

現状運用に基づき

削除 

 

 

原子力災害対策指

針を基に修正 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指

針を基に追記 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

359 
 

 
 

 
 

③ ウラン加工施設の場合 

ウラン加工施設（濃縮又は再転換のみを行うものでウラン 235
の取扱量が 0.008ＴＢｑ未満のものを除く）に係る原子力災害対策

重点区域の範囲の目安は、次のとおり定めるものとされ、当該原

子力災害対策重点区域の全てが UPZとなります。 
原子力災害対策重点区域の範囲は、核燃料物質（質量管理、形

状管理、幾何学的安全配置等による厳格な臨界防止策が講じられ

ている状態で、静的に貯蔵されているものを除く）を不定形状（溶

液状、粉末状、気体状）又は不定性状（物理的・化学的工程）で

継続して取り扱う運転時におけるその取扱量の最大値に応じ、当

該加工施設からおおむね次の表に掲げる距離が目安となります。 

 
 

④ プルトニウムを取り扱う加工施設の場合 

日本原燃株式会社再処理事業所に設置される MOX燃料加工施設

に係る原子力災害対策重点区域の範囲は当該加工施設からおおむ
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ね半径１ｋｍを目安とし、当該原子力災害対策重点区域の全てが

UPZになります。 
⑤ 再処理施設の場合 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学

研究所及び日本原燃株式会社再処理事業所に設置されている再処

理施設に係る原子力災害対策重点区域の範囲は当該再処理施設か

らおおむね半径５ｋｍを目安とし、当該原子力災害対策重点区域

の全てが UPZになります。 
⑥ その他の原子力施設  

次に掲げる原子力施設については、原子力災害対策重点区域の

設定を要しないとされています。 
・発電用原子炉若しくは試験研究用等原子炉について廃止措置計

画の認可を受け、かつ、全ての燃料体が当該発電用原子炉施設

若しくは当該試験研究用等原子炉施設外に搬出されているもの

又は当該発電用原子炉施設若しくは当該試験研究用等原子炉施

設内にある全ての燃料体が乾式キャスクにより貯蔵されている

もの 
・熱出力（一定の熱出力で継続して運転する場合におけるその熱

出力）の最大値が２ＭＷ以下の試験研究用等原子炉施設 
・濃縮又は再転換のみを行うウラン加工施設であってウラン２３

５の取扱量が０．００８ＴＢｑ未満のもの 
・使用済燃料貯蔵施設（使用済燃料を乾式キャスクのみによって

貯蔵する施設に限る。）、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は

使用施設等 
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（３）安定ヨウ素剤の服用 

放射性ヨウ素が呼吸や飲食物を通じて人体に取り込まれると、甲状

腺に集積し、放射線被ばくの影響により数年～数十年後に甲状腺癌等

を発生させる可能性があります。 

安定ヨウ素剤とは、放射性でないヨウ素を内服用にヨウ化カリウム

のような形で製剤化したもので、放射性ヨウ素が体内に取り込まれる

前に安定ヨウ素剤を服用すると、血中の安定ヨウ素濃度が通常以上に

高くなり、甲状腺ホルモンの合成が一時的に抑えられ血中から甲状腺

へのヨウ素の取り込みが抑制されるとともに、血中のヨウ素濃度の大

半を安定ヨウ素で占めることにより甲状腺への放射性ヨウ素の到達量

を低減させることができます。  

ただし、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ばくに対する

防護効果に限定されることから、避難や屋内退避等の防護措置と組み

合わせて活用する必要があります。 

また、放射性ヨウ素にばく露された後であっても、ばく露後 8時間

であれば、約 40％の抑制効果が期待できるとされていますが、ばく露

後 16時間以降であればその効果はほとんどないと報告されており、安

定ヨウ素剤の服用効果を十分に得るためには、適切なタイミングで速

やかに服用することが必要です。 

（削除） 

 

 

 

 

 （３）安定ヨウ素剤の予防服用 

放射性ヨウ素が呼吸や飲食物を通じて人体に取り込まれると、甲状

腺に集積し、放射線被ばくの影響により数年～数十年後に甲状腺癌等

を発生させる可能性があります。 

安定ヨウ素剤とは、放射性でないヨウ素を内服用にヨウ化カリウム

のような形で製剤化したもので、放射性ヨウ素が体内に取り込まれる

前に安定ヨウ素剤を服用すると、血中の安定ヨウ素濃度が通常以上に

高くなり、甲状腺ホルモンの合成が一時的に抑えられ血中から甲状腺

へのヨウ素の取り込みが抑制されるとともに、血中のヨウ素濃度の大

半を安定ヨウ素で占めることにより甲状腺への放射性ヨウ素の到達量

を低減させることができます。  

ただし、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ばくに対する

防護効果に限定されることから、避難や屋内退避等の防護措置と組み

合わせて活用する必要があります。 

また、放射性ヨウ素が体内に取り込まれた後に安定ヨウ素剤を服用

しても効果は極めて小さくなるため、適切なタイミングで速やかに服

用するが必要です。 

 

 

他方、以下の安定ヨウ素剤の服用不適項目に該当する者（以下｢服用

不適切者｣という。）や慎重投与の必要性がある者（以下「慎重投与対

象者」という。）は、副作用の可能性があるので留意が必要です。 

 

 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（R3.7.21一部改正 

原子力規制庁）を基

に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（R3.7.21一部改正 

原子力規制庁）を基

に修正 
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① 副作用の可能性 

安定ヨウ素剤の副作用としては、急性のアレルギー反応と甲状腺

ホルモンの分泌異常による中長期的な健康影響が考えられます。  
ヨード系造影剤により引き起こされるようなアナフィラキシーシ

ョックを含むアレルギー反応は、ヨウ素含有量や投与方法等が異な

り、安定ヨウ素剤の服用で生じる可能性は極めて低いです。また、

安定ヨウ素剤に含まれるヨウ化カリウムによりアレルギー症状が生

じる可能性は極めて低く、ヨウ化カリウム以外の添加物についても、

他の薬剤及び食品添加物として汎用されている使用実績や、含有量

が微量である点からも安全性は極めて高いといえる。甲状腺ホルモ

ンの分泌異常による中長期的な健康影響についても、単回服用で生

じる可能性は極めて低いです。 
 

 ② 地方公共団体職員が屋外で原子力防災活動に従事する場合の対応 

   避難地域における住民の避難誘導、連絡等のために、全面緊急事

態以降において屋外で原子力防災関連業務に従事する可能性のある

地方公共団体職員は、当該業務を開始する際に各所属機関から安定

ヨウ素剤の配布を受けて携行し、服用の指示に基づき服用します。

これらの業務に携わる可能性がある者は、事前に防災業務関係者と

しての教育研修を受けるか、それに相当する防護知識を習得してお

くことが望ましいです。 

安定ヨウ素剤を携行していない防災業務関係者がいる場合には、

各所属機関から安定ヨウ素剤を緊急配布し、又は近隣の配布場所で

配布する必要があります。また、業務が１日以上継続する場合には

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤は、緊急時に服用するものですが、副作用の可能性が

あることを理解して下さい。副作用として、一般的な過敏症（発疹な

ど）、消化器系（悪心・嘔吐、胃痛、下痢、口腔・咽喉の灼熱感、金属

味覚、歯痛、歯肉痛、血便（消化管出血）など）、その他（甲状腺機能

低下症、頭痛、息切れ、かぜ症状、不規則性心拍、皮疹、原因不明の

発熱、首・咽喉の腫脹など）の症状が報告されています。 

安定ヨウ素剤の服用回数は原則 1回としています。ただし、再度の

服用がやむを得ないと原子力規制委員会が判断し、その判断に基づい

て、原子力災害対策本部又は地方公共団体からの指示があった場合に

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（R3.7.21一部改正 

原子力規制庁）を基

に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤の配

布・服用に当たって

（R3.7.21一部改正 

原子力規制庁）を基

に修正 

 

 

 

 

 

 

○服用してはいけない方 
・安定ヨウ素剤の成分、または、ヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある方 
（ポピドンヨード液（うがい薬に含まれます）及びルゴール液使用後並び

にヨウ化カリウム丸服用後に蕁麻疹や呼吸困難や血圧低下などのアレル

ギー反応を経験した方） 
 
○慎重に服用する必要のある方 
・ヨード造影剤過敏症と言われたことのある方 
・甲状腺機能亢進症と言われたことのある方 
・甲状腺機能低下症と言われたことのある方 
・腎機能障害と言われたことのある方 
・先天性筋強直症と言われたことのある方 
・高カリウム血症と言われたことのある方 
・低補体血症性蕁麻疹様血管炎と言われたことのある方 
・肺結核の患者と言われたことのある方 
・ジューリング疱疹状皮膚炎と言われたことのある方 
 
○下記の薬を服用している場合には安定ヨウ素剤と相互作用を起こす可

能性があります。 
・カリウム含有製剤、カリウム貯留性利尿剤、エプレレノン 
・リチウム製剤 
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複数回の服用も考慮しなければならない。業務が長期間に及ぶ場合

には、交代要員を確保する等により、安定ヨウ素剤を複数回服用す

る必要のない環境を整えることが望ましいです。 

安定ヨウ素剤を複数回服用する可能性のある業務には、妊婦、授

乳婦及び妊娠可能な女性は除くべきです。 

 

  ※「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」（令和３年７月21日一部改正原

子力規制庁） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

のみ 24時間の間隔を空けて服用することとなっています。 

 

※「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体用）」（H25.7.19作成、

同年10.9修正 原子力規制庁原子力防災課）より記載 
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（４）REMAT（緊急被ばく医療支援チーム） 

放射線被ばく事故等が発生した際には、汚染物質の特定や被ばく線

量の推定等の情報をもとに迅速に診断および治療を行うため、被ばく

医療の専門医師、線量評価や放射線防護に関する専門家が、緊密に連

携して活動する必要があります。 

2010年１月、独立行政法人 放射線医学総合研究所（現、国立研究

開発法人 量子科学技術研究開発機構（QST））は、万が一の放射線被

ばく事故や原子力災害の発生に備えて、被ばく医療の専門医師、線量

評価や放射線防護の専門家を事故・災害対応の現場や関連施設、医療

機関等に派遣するため、緊急被ばく医療支援チーム（REMAT; Radiation 

Emergency Medical Assistance Team）を発足させました。これは世界

初の被ばく医療のチームです。 

派遣されるチームは、REMAT専任職員の他、各分野の専門知識を有す

る放医研職員で構成され、原子力災害に限らず、国内外の放射線被ば

く事故、放射性物質による汚染事故等に対応します。 

 

（同右） 

 
 
 
 
 
 
 

（４）REMAT（緊急被ばく医療支援チーム） 

放射線被ばく事故等が発生した際には、汚染物質の特定や被ばく線

量の推定等の情報をもとに迅速に診断および治療を行うため、被ばく

医療の専門医師、線量評価や放射線防護に関する専門家が、緊密に連

携して活動する必要があります。 

独立行政法人 放射線医学総合研究所（以下、放医研）は 2010年 1

月、万が一の放射線被ばく事故や原子力災害の発生に備えて、被ばく

医療の専門医師、線量評価や放射線防護の専門家を事故・災害対応の

現場や関連施設、医療機関等に派遣するため、緊急被ばく医療支援チ

ーム（REMAT; Radiation Emergency Medical Assistance Team）を発

足させました。これは世界初の被ばく医療のチームです。 

派遣されるチームは、REMAT専任職員の他、各分野の専門知識を有す

る放医研職員で構成され、原子力災害に限らず、国内外の放射線被ば

く事故、放射性物質による汚染事故等に対応します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

組織改正を反映 
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＜資機材＞ 

（同右） 

 

 

 

１．REMAT車両 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

＜資機材＞ 

REMATは、派遣先での被ばく医療の支援および助言、そのための被ば

く線量の推定や分析、放射線防護に必要な機材を装備し、派遣に備えて

います。 

 

１．REMAT車両 

すべての車両には、REMAT隊員の過剰な被ばくを防ぐため、遠隔地

からでも安全の確保を確認できるラジプローブシステムや複合災害

時でも通信を確保するための衛星通話通信装置を装備しています。 

支援車：約 40台の放射線計測機を装備し、被災者や環境の放射線サ

ーベイを展開することができます。また現場における REMATの指

揮機能も有しています。シャワー設備も備えていて、放射性物質

で汚染した被災者の除染も可能です 

大型救急車：汚染の可能性のある複数の患者を搬送することが可能

です。 

検査測定車：発災初期段階の支援活動で被災者の被ばく線量の推定

と分析を行うことを主目的としています。現地活動用の高性能小

型計測器等を搭載するほか、簡易ドラフト、薬品保管庫を設置し

ており、簡易な試料の計測、分析等も可能です。 
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（同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．ラジプローブ 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．ラジプローブ 

可搬型の機材により、ガンマ線・中性子線線量率、ガンマ線エネ

ルギースペクトル、位置情報、周辺映像の情報を収集し、地上通信

網や衛星通信網によって、遠隔地へリアルタイムに情報を伝送する

システムです。 

情報はリアルタイムにウェブページに加工され、インターネット

に接続した PCなどから閲覧可能です。放医研等にいる後方支援者は

現地の放射線情報、位置情報などを常に把握し、この情報を基に派

遣者に指示を送ることができます。 
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（同右） 
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（５）医薬品等資機材の例 

＜医薬品（主に除染剤）＞ 

（表は同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．医薬品 

主に除染剤等を準備しています。 

 薬 剤 効 能 

 

プルシアンブル

ー 

フェロシアン化第二鉄  

体内から Cs-137を体外 

 

アルギン酸ナト

リウム 

ラジウムの消化管吸収を抑

制する。 

 

ヨウ化カリウム

丸 

放射性ヨウ素が甲状腺に蓄

積するのを抑える。また、放

射性ヨウ素の内部被ばくの

治療剤。 

 

ジメルカプロー

ル 

体内に取り込んだ鉛、水銀、

ポロニウム、金などの重金属

を排出させる。 

 

ペニシラミン 

体内に取り込んだコバルト、

銅、金、鉛などの重金属を排

出させる。 

 

メシル酸デフェ

ロキサミン 

体内に取り込んだ鉄を排出

させる。 

資機材の例を資料

として掲載するた

め、REMATの項目と

別の項目を追加。 
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＜計測機器＞ 

（表は同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CaDTPA 

ZnDTPA 

ウランやプルトニウムなど

の超ウラン元素を体外に排

出させる。 

 
４．計測機器 
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＜防護資機材＞ 

（表は同右） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．防護資機材 
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（６）放射線防護の線量の基準に係るタイムラインの考え方 

（同右） 

 
 
 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）放射線防護の線量の基準に係るタイムラインの考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

国 国際放射線防護委員会（ICRP）や国際原子力機構（IAEA）は、

公衆が受ける積算線量の基準を、平常時のものと事故時のものに分け

て示しており、我が国もそれに従っています。 

平常時は年間の被ばく線量は１mSvを超えないよう、原子力施設敷地

境界の放射線量は管理されています。 

しかし、原子力施設で事故が発生し大量の放射性物質が放出された

場合、放射性プルームの中の放射性物質からの放射線により影響（赤

の斜線の部分）、事故が継続している段階での地表面に降下し沈着した

放射性物質から影響（オレンジの斜線の部分）、事故が収束した後の汚

染による影響（紫の斜線の部分）が考えられます。 

そのため、住民への健康、生活基盤及び環境への影響等を防止又は

緩和し、できるだけ早く通常の活動に復帰できるように様々な防護対

策を講じられます。特に事故の初期段階では事故の進展状況や放射線

量により短時間に様々な防護措置が必要となります。 

 

表番号の反映 
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（７）原子力施設の事象の国際評価尺度（ＩＮＥＳ）（参考） 

INESとは、原子力施設で発生した事象（トラブル）の重要度を簡明か

つ客観的に判断するための国際的な評価尺度であり、国際原子力機関

（IAEA）と経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）が協力して呼び

かけた国際的な専門化グループによって策定されたものである。 

本評価尺度は、放射性物質や放射線源の輸送、貯蔵、使用に関係する

いかなる事象にも適用できる。 

 

本評価尺度では事象を 7つのレベルに分類しており、そのうち低いレ

ベル（レベル 1～3）を「異常な事象」と呼び、高いレベル（レベル 4～

7）を「事故」と呼ぶ。また、安全上重要でない事象はレベル 0に分類

し、「評価尺度未満」と呼ぶ。その他、安全性に関係しない事象は分類

を行わない。 

評価にあたっては、事象を本評価尺度の「人と環境」、「施設における

放射線バリアと管理」、「深層防護」の 3つの基準により評価するととも

に、そのレベルのうち最高のものが当該事象の評価結果となる。 

図表に尺度の構造及びその評価例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）原子力施設の事象の国際評価尺度（ＩＮＥＳ）（参考） 

INESとは、原子力施設で発生した事象（トラブル）の重要度を簡明

かつ客観的に判断するための国際的な評価尺度であり、国際原子力機

関（IAEA）と経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）が協力して

呼びかけた国際的な専門化グループによって策定されたものである。 

本評価尺度は、原子力産業に関連するすべての施設で発生した事象

及びそれらの施設間の放射性物質の輸送時に発生した事象に適用可能

である。 

本評価尺度では事象を 7つのレベルに分類しており、そのうち低い

レベル（レベル 1～3）を「異常な事象」と呼び、高いレベル（レベル

4～7）を「事故」と呼ぶ。また、安全上重要でない事象はレベル 0に

分類し、「尺度以下」と呼ぶ。その他、安全性に関係しない事象は「対

象外／尺度以下」と呼ぶ。 

評価にあたっては、事象を本評価尺度の「所外への影響」、「所内へ

の影響」、「深層防護の劣化」の 3つの基準により評価するとともに、

そのレベルのうち最高のものが当該事象の評価結果となる。 

図表に尺度の構造及びその評価例を示す。 

なお、INESの導入に当たっては、各国の状況によって尺度の微調整

が許されており、我が国においては実用発電用原子炉施設について、

低いレベルにおける分類を細分化するため、国内向けにはレベル 0に

＋－のサブスケールの分類（0＋、0－）を行っている。 

 

 
 

表番号の反映 

 

 

 

 

INES 国際原子力・

放射線事象評価尺

度ユーザーマニュ

アル 2008年版（邦

訳版）を基に修正 

 

 

 

 

 

 

 

現状の運用に合わ

せて削除 
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INESで事象を評価するための一般基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INES 国際原子力・放射線事象評価尺度ユーザーマニュアル 2008年版（邦

訳版）（旧原子力安全・保安院及び文部科学省発行）の抜粋 

原子力施設の事象の国際評価＊1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INES 国際原子力・

放射線事象評価尺

度ユーザーマニュ

アル 2008年版（邦

訳版）を基に修正 
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国際原子力事象評価尺度（INES）と評価例 

（国内外の主な事故） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際原子力事象評価尺度（INES）と評価例＊2 

（国内外の主な事故） 
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【実用発電用原子炉に係る新規制基準】 

新規制基準とは、東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に事故

の教訓や海外での規制を踏まえ、従来の規制の強化や重大事故(シビアア

クシデント)の対策を含めた、原子力規制委員会が決定した新たな規制基

準です。新規制基準は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以

前に設置された原子炉施設に遡及して適用され、この新規制基準に適合

した原子炉でなければ運転はできません。 

 

１．背景 

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故では、地震の影響によ

る送電線の倒壊等により外部電源が喪失しました。この様な場合には、

本来は発電所内部の電源により原子炉の冷却を継続しますが、地震の後

に襲来した津波の影響により、非常用ディーゼル発電機・配電盤・バッ

テリーなど重要な所内の電源設備が被害を受け、非常用を含めたすべて

の電源が使用できなくなりました。 
この結果、原子炉を冷却する機能を喪失し、原子炉内の燃料が溶融す

る炉心損傷、炉心損傷により原子炉の格納容器内に大量の水素が発生し

ました。さらに、格納容器破損まで事態が進展、格納容器から漏えいし

た水素の爆発によって原子炉建屋も損傷し、環境への大量の放射性物質

の放出に至りました。 
こうした事故の検証を通じて得られた教訓が新規制基準に反映され、平

成 25 年 7 月 8 日に施行されました。 
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東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の進展過程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．新規制基準の前提となる法改正 

 ⑴ 原子炉等規制法等の目的の追加 

原子炉等規制法等の目的に、「大規模な自然災害及びテロリズムそ

の他の犯罪行為」及び「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の

保全並びに我が国の安全保障に資すること」が追加され、人の安全

に加え、環境を守ることが規定されました。 

 

⑵ 重大事故も考慮した安全規制への転換 

  保安措置に重大事故対策(シビアアクシデント対策)が含まれるこ

とを明記し、従来は事業者の自主対策されていた重大事故対策が法

令上の規制対象になりました。また、法令上一律に課される安全上

の規制要求（新規制基準）に加え、事業者による原子力施設の安全

向上を図るために総合的な安全評価を定期的に実施し、その結果等

の国への届出及び公表を義務づけました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書ウ 〔参考

１〕P2を引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

378 
 

⑶ 最新の知見を既存施設にも反映する規制への転換 

  既に許可を得た原子力施設に対しても最新の規制基準への適合を

義務づける、「バックフィット制度」が導入されました。 

 

⑷ 原子力安全規制の一元化 

  電気事業法の原子力発電所に対する安全規制(定期検査等)を原子

炉等規制法に一元化し、原子炉等規制法の目的、許可等の基準から

原子力の利用等計画的な遂行に関するものを削除し、安全の観点か

らの規制であることを明確にしました。 

 

３．新規制基準の基本的な考え方 

 ⑴ 「深層防護」の徹底 

   目的達成に有効な複数の(多層の)対策を用意し、かつ、それぞれの

層の対策を考えるとき、他の層での対策に期待しないこと。新規制

基準では、第１層通常運転中の異常発生防止、第２層異常が発生し

た場合の事故の発生防止、第３層事故の拡大防止までの対策を強化

（一部新設）。第４層重大事故対策を新たに規制要求。なお、発電所

外の原子力災害対策は、いわゆる第５層に相当。 

 

 ⑵  共通要因故障をもたらす自然現象等に係る想定の大幅な引き上げ

とそれに対する防護対策を強化 

   地震・津波の評価の厳格化、津波浸水対策の導入、多様性・独立

性を十分に配慮、火山・竜巻・森林火災の評価も厳格化すること。 

 

⑶ 自然現象以外の共通要因故障を引き起こす事象への対策を強化 

  火災防護対策の強化・徹底、内部溢水対策の導入、停電対策を強

化(電源強化)すること。 
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⑷  基準では必要な「性能」を規定(性能強化) 

  基準を満たすための具体策は事業者が施設の特性に応じて選択す

ること。 
 

⑸ 従来の基準と新規制基準との比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会ホームページ 

実用発電用原子炉に係る 新規制基準について －概要－ 
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〈従来の基準〉 〈新規制基準〉

意図的な航空機衝突への対応

放射性物質の拡散抑制防止

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策
(複数の機器の故障を想定)

内部溢水に対する考慮(新設)

自然現象に対する考慮
自然現象に対する考慮

(火災・竜巻・森林火災を新設)

火災に対する考慮 火災に対する考慮

電源の信頼性 電源の信頼性

その他の設備の性能 その他の設備の性能

耐震・耐津波性能 耐震・耐津波性能

新
設

新
設

強
化
又
は
新
設

強
化

(

テ
ロ
対
策)

(

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策)

シビアアクシデントを防止するための

基準(いわゆる設計基準)

(単一の機器の故障を想定しても炉心損

傷にいたらないことを確認)
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出典:原子力総合パンフレット(一般財団法人日本原子力文化財団) 
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出典:原子力総合パンフレット(一般財団法人日本原子力文化財団) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

382 
 

 
【原子炉等規制法に基づく火災防護対策】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ11参照 

報告書ウ P4-2を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

383 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ12参照 

報告書ウ P4-3を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

384 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ13参照 

報告書ウ P4-4を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

385 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ14参照 

報告書ウ P4-5を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

386 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ15参照 

報告書ウ P4-6を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

387 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ16参照 

報告書ウ P4-7を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

388 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ17参照 

報告書ウ P4-8を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

389 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別冊Ｐ18参照 

報告書ウ P4-9を

引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ ７.原子力緊急事態関係資料 



 
総務省消防庁 

「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」新旧対照表  
新 旧 備考欄 

 

390 
 

【関係機関が実施している各研修及び講習】 
 
（１．～４．について全て削除） 

 

【関係機関が実施している各研修及び講習】 
 
１．～４．（略） 

   

 

研修講座について

全て削除 
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